
2016年 5月

無配当 引受基準緩和型終身保険
（低解約払戻金型）（2015）

契約概要／注意喚起情報
ご契約のしおり
約款

募集代理店

告知および保険料の受領など募集代理店または当社の社員の役割等で
わかりにくい点がございましたら、当社にお問い合わせください。

カスタマーサービスセンター

お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について

当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権は
ありません

当社の組織形態について

お客さまの個人情報の取扱いについて

他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の
共同利用について

業況の変化による保険金額等の削減について

｢生命保険契約者保護機構｣について

告知義務について

正しく告知しなかった場合のデメリットについて

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ

契約内容に関するお問合せは、契約者ご本人さまよりお願いいたします。

0120-506-094
フリーダイヤル

特に以下の事項などについては、ぜひご理解いただきたい
ことがらですので、ご確認ください。

この冊子は、保険契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願い
いたします。

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

12T007

説 明 事 項ご 確 認 の お 願 い

終身保険 ORIX2016-A-021  1603-DNP-0580　2016年3月作成

ご契約のしおりのページ

〒107-0052　東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ
TEL 03-6862-6300
http://www.orixlife.co.jp/
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なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、
保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定
審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。

生命保険相談所
ホームページアドレス　http://www.seiho.or.jp/

当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪に
より生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を
設置し、電話にてお受けしております。

生命保険のお手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、
以下の窓口へご連絡ください。

苦情の申出先および相談窓口

お客さま相談窓口
フリーダイヤル

0120-227-780
 

ご契約内容に関するお手続きやお問合せ

カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル

契約内容に関するお問合せは、契約者ご本人さまよりお願いいたします。

0120-506-094

保険金・給付金についてのお問合せは、受取人ご本人さまよりお願いいたします。

保険金・給付金に関するお問合せ

保険金・給付金お問合せ窓口
フリーダイヤル

0120-506-053
 

受付時間 月曜～金曜 9：00－17：00（土日・祝日・年末年始休み）

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

はじめに

契約概要／注意喚起情報

ご契約のしおり

約款

この冊子は、保険契約に際しての重要事項をまとめたものです。

必ずご一読いただき、内容をご確認ください。

ご契約後は、保険証券とあわせて大切に保管してください。

なお、記載しているさまざまな取扱いについては、実際に取扱い

を行う時点における当社所定の範囲内での取扱いとなります。

この冊子は、次の３つの内容で構成されています。

ご契約についての取り決めを記載したものです。「ご契約のしおり」とあわせて
お読みいただき、契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。

契約概要／注意喚起情報

ご契約のしおり

約款

ご契約に際してのお知らせとお願い、各種手続き、商品のしくみと特徴、税法上の
特典等、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすく説明しています。

「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき
たい事項を記載しています。
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特に注意いただきたい重要な
事項を記載しています。
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無配当 引受基準緩和型終身保険
（低解約払戻金型）（2015）

終身保険 新RISE Support
[ライズ・サポート]

■ 「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項の
うち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の
うえ、お申込みください。

■ この書面に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、
概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や給付
に際しての制限事項等についての詳細、ならびに主な保
険用語の説明等については「ご契約のしおり／約款」に
記載していますのでご確認ください。

■ お申込みいただく具体的なご契約内容は、「生命保険契
約申込書」にご記入されたとおりとなります。

◎ この商品は、告知項目を限定し、引受基準を緩和するこ
とで、持病がある方、入院経験がある方がご加入しやす
いように設計されています。そのため、保険料は引受基
準を緩和していない当社の他の終身保険と比べて割増
しされています。

◎ 健康状態について、より詳細な告知をいただくことで、
保険料が割増しされていない当社の他の終身保険に
ご契約いただける場合があります。



商品の仕組みについて
「終身保険 新RISE Support ［ライズ・サポート］」は、一生涯にわたり万一の場合の保障が確保
できる保険です。

保障内容について〈主契約〉

契約概要終身保険 新RISE Support[ライズ・サポート]

一
生
涯
保
障

保険金額 ： 200万円の場合
■ ご契約例

※ご契約いただく保険金額・保険期間・保険料払込期間・保険料払込方法（月払・半年払・年払、払込経路＝
口座振替扱・クレジットカード払扱・団体扱・振込扱等）については申込書記載のとおりとなりますのでご確認
ください。

＊ 契約日からその日を含めて1年以内に死亡された場合には､死亡保険金のお支払額は保険金額の50％にな
ります（責任開始日から契約日までの間に被保険者が死亡したときも同様に取り扱います）。ただし、約款所定
の不慮の事故で、その事故の日から180日以内に死亡された場合、または約款所定の感染症により死亡され
た場合には、保険金額全額をお支払いします。

※支払事由に該当し保険金が支払われた場合には、保障は消滅します。

▲
ご契約

▲
1年経過

死亡保険金額 
200万円

災害死亡
200万円

病気死亡
100万円

保険金名称 支払事由の概要 支払額＊

保険金額死亡保険金 死亡されたとき

無配当
引受基準緩和型終身保険

（低解約払戻金型）（2015）

保険料払込免除について

主契約の保険金のお支払いについての詳細は、「ご契約のしおり（保険金等のお支払いについて）」
をご確認ください。

保険期間／保険料払込期間 ： 終身／終身払

■ 「特定疾病保険料払込免除特則」の保険料払込の免除事由

悪性新生物責任開始日＊1以後に初めて約款所定の悪性新生物（がん）に
なったと診断確定＊2されたとき（皮膚の悪性黒色腫を除く皮膚がんおよび
上皮内新生物は対象外）

＊1 「悪性新生物責任開始日」は、責任開始日からその日を含めて91日目と
なります。

＊2 診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定された日とみ
なします。

悪性新生物
（がん）

約款所定の急性心筋梗塞を発病し60日以上、労働の制限を必要とする
状態が継続したと医師によって診断されたとき

急性
心筋梗塞

約款所定の脳卒中を発病し60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚
的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき脳卒中

● 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に、約款所定の身体障害の状態に該当または約
款所定の高度障害状態に該当されたときは、将来の保険料の払込みが免除されます。

● 「特定疾病保険料払込免除特則」を適用した場合、保険料払込期間中に以下、『■「特定疾病保険料払
込免除特則」の保険料払込の免除事由』に該当されたときは、将来の保険料の払込みが免除されます。

保険料払込免除についての詳細は、「ご契約のしおり（しくみと特徴）」をご確認ください。
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この商品に配当金・満期保険金はありません。

配当金・満期保険金について

● 解約払戻金の9割（払済保険に変更後の場合には8割）を限度として契約者貸付をご利用いただけ
ます。

● あらかじめお申し出があった場合には、解約払戻金の範囲内で保険料の自動振替貸付をご利用い
ただけます。

その他の注意事項について

この商品に付加できる主な特約は以下のとおりです。

特約について

特約名称 保険金名称 支払事由の概要 支払額

リビング・
ニーズ
保険金

リビング・
ニーズ特約

余命6か月以内と判断されたとき

※保険契約者が法人の場合は付加できません。

※主契約が消滅したときには特約も消滅します。

※リビング・ニーズ保険金のお支払い後は、指定保険金額の保障は消滅します。

指定保険金額から6か月間の指定
保険金額に対応する利息および
保険料相当額を差し引いた金額

リビング・ニーズ特約についての詳細は、「ご契約のしおり（特約について／リビング・ニーズ特約）」
をご確認ください。

契約概要終身保険 新RISE Support[ライズ・サポート]

※経過年数とは、保険料を払い込んだ年月数をいいます。
※上記金額は年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。

解約払戻金について

男性

5年

10年

20年

84,750円

181,970円

358,730円

119,710円

241,390円

440,120円

163,440円

309,340円

512,430円

女性

経過
年数 50歳 60歳 70歳

5年

10年
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必ず
お読みください

重　要

注
意
喚
起
情
報

■ 「注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただき
たい重要な事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解
のうえ、お申込みください。

■ 保険契約の内容に関する詳細は「ご契約のしおり／約
款」に記載していますので、あわせてご確認ください。

◎ 告知書のご記入に際して特にご注意いただきたい事項を
「告知に関する重要事項」として抜粋しています。
保険契約者と被保険者（保険の対象となる方）が異なる
場合は、告知書をご記入いただく被保険者の方も必ずご
確認ください。



注意喚起情報告知に関する重要事項

■ 現在の生命保険契約を解約または減額し、新たな保険に契約し直す場合
について
①現在ご契約の保険契約の解約・減額を前提に、新たな保険契約のお申込みをされる場合には、

多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。

②新規の保険契約と同様に告知義務があります。
告知内容によっては、新たな保険契約をお引受けできなかったり、告知されなかったために新

たな保険契約が解除または取消しとなることがあります。
新たな保険にご契約し直す場合も、「■正しく告知されなかった場合の取扱いについて」が適
用されます。

③正しく告知された場合でも、責任開始時前の疾病や不慮の事故を原因とする場合には、保険金・
給付金等をお支払いできないことがあります。
保険金・給付金等のお支払いについての詳細は、「ご契約のしおり（保険金<給付金／年金>

等のお支払いについて）」をご確認ください。

④現在の保険契約について一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等*を失う場合が
あります。
＊当社の商品（団体保険を除く）には配当はありません。

● 告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等を
お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません（告知義
務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります）。

● 詐欺による取消しの場合、既に払込みいただいた保険料はお返ししません。

■ 告知義務について
①保険契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務（告知義務）があります。

告知は、生命保険の公平な引受判断のための重要事項です。オリックス生命（以下「当社」）は
ご契約にあたって、過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障害状態、職
業等についておたずねします。つぎの方法により事実をありのまま正確に、もれなくお知らせ（告
知）ください。

● 診査を行わない保険契約の場合には、当社所定の「告知書」にご記入、またはインターネット
上の当社所定の「告知画面」にご入力ください。

● 診査を行う保険契約の場合には、当社指定の医師がおたずねする項目について、口頭でお知
らせください。

②当社指定の医師以外の者に口頭でお知らせいただいても、告知していただいたことにはなりま
せん。
告知受領権（告知を受ける権限）は当社（当社所定の「告知書」または「告知画面」を介して受
領）および当社が指定した医師が有しています。当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店
を含みます）・生命保険面接士には告知受領権がなく、これらの者に口頭でお知らせいただいて
も、告知していただいたことにはなりません。

③保険契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料の払込免除のご請求の
際、当社の社員または当社が委託した者が、お申込内容や告知内容またはご請求内容等につい
て確認させていただく場合があります。

④傷病歴等がある場合でも、保険契約をお引受けすることがあります。
傷病歴・通院事実等、検査等での異常指摘がある場合でも、その内容やご加入される保険種類

によってはお引受けすることがあります（お引受けできないことや、「保険料の割増し」「保険金の削
減」「特定疾病･特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります）。
※保険料の割増し等により、通常の保険よりも引受基準を緩和した保険商品も取り扱っています。

■ 正しく告知されなかった場合の取扱いについて
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、正しくないことを告知された場合に

は、責任開始日（復活日を含みます）から2年以内であれば、「告知義務違反」として保険契約または
特約を解除することがあります。

● 責任開始日から2年経過後でも、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が2年
以内に生じていた場合には、保険契約または特約を解除することがあります。

● 保険契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする払戻金があれば、その金額
を保険契約者にお支払いします。

● 保険契約または特約を解除した場合、保険金・給付金等の支払事由が生じていても、お支払いしま
せん。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
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■ 保険契約のお申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について

　保険契約の申込日から、その日を含めて15日以内にお申し出いただければ、以下の場合を除き、
書面によりお申込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、払込みいただ
いた金額を全額お返しします。

● 当社が指定する医師の診査を受けた場合

● 保険契約者が団体等で一括式の保険証券を発行する場合

● 営業または事業のために締結する保険契約の場合

■ 保険金・給付金等が支払われない場合について

つぎのような場合には、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
保険金・給付金等のお支払いについての詳細は、「ご契約のしおり（保険金<給付金／年金>等のお
支払いについて）」をご確認ください。

※第1回保険料（充当金）をクレジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードの有
効性等の確認をしたときに第1回保険料（充当金）を払込みいただいたものとします。

＜例＞  

＜例＞  

【「責任開始に関する特約」が付加されない保険契約の場合】
当社が保険契約をお引受けすることを承諾した場合には、告知または第1回保険料（充当

金）の払込みのいずれか遅いときから、保険契約上の責任を開始します。

■ 責任開始時（日）について

①生命保険契約の成立には、お客さまからの保険契約の申込書および告知書にもとづく当社の承諾
が必要となります。

当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結
の媒介（取り次ぎ等）を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。

②保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日とい
います。

● 責任開始時前の疾病や不慮の事故を原因とする場合

● 告知内容が事実と相違し、保険契約または特約が告知義務違反により解除となったか、また
は詐欺により取消しとなった場合

● 保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険
金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重
大事由により保険契約または特約が解除された場合

● 保険料の払込みがなく、保険契約が失効した場合

● 保険契約の締結・復活・復旧にあたり詐欺により保険契約または特約が取消しとなった場合や、
保険金・給付金等の不法取得目的があって保険契約または特約が無効になった場合

● お支払いの免責事由に該当した場合
（例：責任開始日から3年以内の被保険者の自殺、保険契約者、被保険者または受取人の故意、
または重大な過失による場合等）

保険種類によっては、一部、責任開始日から一定期間は保障されない場合があります。責任開始
時（日）等についての詳細は、「ご契約のしおり（ご契約に際して／保障の開始時期（責任開始）につ
いて）」をご確認ください。

【「責任開始に関する特約」が付加される保険契約の場合】
当社が保険契約をお引受けすることを承諾した場合には、申込書の受領*または告知のいず

れか遅いときから、保険契約上の責任を開始します。
＊申込書の受領とは、当社または当社の生命保険代理店が申込書を受領したときをいいます。なお、電磁
的方法（インターネット）によりお申込みの場合は、当社がお申込みに関する事項を受信したときをいい
ます。

注意喚起情報

申込み 告知 第1回保険料
充当金払込み

承諾

責任開始

申込書の受領 告知 第1回保険料
払込み

責任開始

承諾
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効性等の確認をしたときに第1回保険料（充当金）を払込みいただいたものとします。

＜例＞  

＜例＞  

【「責任開始に関する特約」が付加されない保険契約の場合】
当社が保険契約をお引受けすることを承諾した場合には、告知または第1回保険料（充当

金）の払込みのいずれか遅いときから、保険契約上の責任を開始します。

■ 責任開始時（日）について

①生命保険契約の成立には、お客さまからの保険契約の申込書および告知書にもとづく当社の承諾
が必要となります。

当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結
の媒介（取り次ぎ等）を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。

②保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日とい
います。

● 責任開始時前の疾病や不慮の事故を原因とする場合

● 告知内容が事実と相違し、保険契約または特約が告知義務違反により解除となったか、また
は詐欺により取消しとなった場合

● 保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険
金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重
大事由により保険契約または特約が解除された場合

● 保険料の払込みがなく、保険契約が失効した場合

● 保険契約の締結・復活・復旧にあたり詐欺により保険契約または特約が取消しとなった場合や、
保険金・給付金等の不法取得目的があって保険契約または特約が無効になった場合

● お支払いの免責事由に該当した場合
（例：責任開始日から3年以内の被保険者の自殺、保険契約者、被保険者または受取人の故意、
または重大な過失による場合等）

保険種類によっては、一部、責任開始日から一定期間は保障されない場合があります。責任開始
時（日）等についての詳細は、「ご契約のしおり（ご契約に際して／保障の開始時期（責任開始）につ
いて）」をご確認ください。

【「責任開始に関する特約」が付加される保険契約の場合】
当社が保険契約をお引受けすることを承諾した場合には、申込書の受領*または告知のいず

れか遅いときから、保険契約上の責任を開始します。
＊申込書の受領とは、当社または当社の生命保険代理店が申込書を受領したときをいいます。なお、電磁
的方法（インターネット）によりお申込みの場合は、当社がお申込みに関する事項を受信したときをいい
ます。

注意喚起情報

申込み 告知 第1回保険料
充当金払込み

承諾

責任開始

申込書の受領 告知 第1回保険料
払込み

責任開始

承諾
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● 払込期間：責任開始日から翌月末日まで
● 払込猶予期間：払込期間満了日の翌月初日から翌々月末日まで

②保険料の自動振替貸付

あらかじめお申し出があり、かつ、保険料の自動振替貸付が可能な場合には、当社が自動的に保
険料を立て替えて、保険契約を有効に継続させます（口座振替扱・クレジットカード払扱・団体扱・特
別団体扱の場合、保険料率が変更され、保険料が割増しとなります）。

この場合、当社所定の利率で利息がかかります（複利計算）。

※保険料の自動振替貸付の取扱いがない、あるいは上記と異なる保険種類があります。詳細につい
ては、「契約概要（その他の注意事項について）」をご確認ください。

③復活に関する事項

いったん失効した保険契約でも、一定の期間内（保険種類により異なります）であれば、保険契約
の復活を申し込むことができます。

保険契約の復活を当社が承諾した場合には、未払込保険料とそれに対する利息の払込みおよび告
知（保険契約によっては診査）がともに完了した日を復活日とし、保険契約上の保障を開始します。

【ご注意ください】
・復活に際しても、「告知に関する重要事項」に記載の内容が適用されます。
・被保険者の健康状態等によっては復活できない場合や、保険種類によっては、一部、責任開始日

から一定期間は保障されない場合があります。

復活を申し込むことができる期間、責任開始日等についての詳細は、「ご契約のしおり（ご契約後
について／保険契約の復活について）」をご確認ください。

■ 解約と解約払戻金について

払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金・給付金等のお支払い、保険契約の締
結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約払戻金は多くの場合、払込
保険料の合計額よりも少ない金額となります。

保険種類・保険期間・保険料払込期間・契約年齢・性別・経過年数等によっても異なりますが、特にご
契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

なお、解約払戻金をなくす、または、解約払戻金を抑制することで保険料を引き下げる保険種類も
あります。解約払戻金についての詳細は、「契約概要（解約払戻金について）」、「ご契約のしおり（ご
契約後について／解約と解約払戻金について）」をご確認ください。◆払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがない場合、保険契約は無効となります（責任

開始期にさかのぼって保障がなくなります）。

「責任開始に関する特約」が付加される保険契約の場合、第1回保険料の払込期間、払込猶
予期間は以下のとおりとなります。

▲責任開始日
4／10 5／31 6／1 7／31 8／1

無効

払込猶予期間第1回保険料の払込期間

＜保険契約が月払の場合＞ 

● 払込期月：契約応当日の属する月の初日から末日まで
● 払込猶予期間：払込期月の翌月初日から末日まで

▲契約応当日
4／1 4／10 4／30 5／1 5／31 6／1

▲失効

＜保険契約が半年払・年払の場合＞ 

● 払込期月：契約応当日の属する月の初日から末日まで
● 払込猶予期間：払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

▲契約応当日
4／1 4／10 4／30 5／1 6／10 6／11

▲失効

■ 保険料の払込猶予期間、保険契約の失効、自動振替貸付、復活について

①払込期月と猶予期間、猶予期間経過による失効

保険料は払込期月（保険料を払込みいただく月）内に当社へ払込みください。払込期月内に払込
みの都合がつかない場合には、以下の払込猶予期間内に払込みください。
◆払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがない場合、保険契約は失効となります。

払込期月 払込猶予期間

払込期月 払込猶予期間

注意喚起情報
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● 払込期間：責任開始日から翌月末日まで
● 払込猶予期間：払込期間満了日の翌月初日から翌々月末日まで

②保険料の自動振替貸付

あらかじめお申し出があり、かつ、保険料の自動振替貸付が可能な場合には、当社が自動的に保
険料を立て替えて、保険契約を有効に継続させます（口座振替扱・クレジットカード払扱・団体扱・特
別団体扱の場合、保険料率が変更され、保険料が割増しとなります）。

この場合、当社所定の利率で利息がかかります（複利計算）。

※保険料の自動振替貸付の取扱いがない、あるいは上記と異なる保険種類があります。詳細につい
ては、「契約概要（その他の注意事項について）」をご確認ください。

③復活に関する事項

いったん失効した保険契約でも、一定の期間内（保険種類により異なります）であれば、保険契約
の復活を申し込むことができます。

保険契約の復活を当社が承諾した場合には、未払込保険料とそれに対する利息の払込みおよび告
知（保険契約によっては診査）がともに完了した日を復活日とし、保険契約上の保障を開始します。

【ご注意ください】
・復活に際しても、「告知に関する重要事項」に記載の内容が適用されます。
・被保険者の健康状態等によっては復活できない場合や、保険種類によっては、一部、責任開始日

から一定期間は保障されない場合があります。

復活を申し込むことができる期間、責任開始日等についての詳細は、「ご契約のしおり（ご契約後
について／保険契約の復活について）」をご確認ください。

■ 解約と解約払戻金について

払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金・給付金等のお支払い、保険契約の締
結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約払戻金は多くの場合、払込
保険料の合計額よりも少ない金額となります。

保険種類・保険期間・保険料払込期間・契約年齢・性別・経過年数等によっても異なりますが、特にご
契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

なお、解約払戻金をなくす、または、解約払戻金を抑制することで保険料を引き下げる保険種類も
あります。解約払戻金についての詳細は、「契約概要（解約払戻金について）」、「ご契約のしおり（ご
契約後について／解約と解約払戻金について）」をご確認ください。◆払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがない場合、保険契約は無効となります（責任

開始期にさかのぼって保障がなくなります）。

「責任開始に関する特約」が付加される保険契約の場合、第1回保険料の払込期間、払込猶
予期間は以下のとおりとなります。

▲責任開始日
4／10 5／31 6／1 7／31 8／1

無効

払込猶予期間第1回保険料の払込期間

＜保険契約が月払の場合＞ 

● 払込期月：契約応当日の属する月の初日から末日まで
● 払込猶予期間：払込期月の翌月初日から末日まで

▲契約応当日
4／1 4／10 4／30 5／1 5／31 6／1

▲失効

＜保険契約が半年払・年払の場合＞ 

● 払込期月：契約応当日の属する月の初日から末日まで
● 払込猶予期間：払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

▲契約応当日
4／1 4／10 4／30 5／1 6／10 6／11

▲失効

■ 保険料の払込猶予期間、保険契約の失効、自動振替貸付、復活について

①払込期月と猶予期間、猶予期間経過による失効

保険料は払込期月（保険料を払込みいただく月）内に当社へ払込みください。払込期月内に払込
みの都合がつかない場合には、以下の払込猶予期間内に払込みください。
◆払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがない場合、保険契約は失効となります。

払込期月 払込猶予期間

払込期月 払込猶予期間

注意喚起情報
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■ 保険金・給付金等のお支払いに関するお手続き等について

①お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・
給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、お受取りいただける可能性があると思われる場合
や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにご連絡ください。

②ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いできない場合については当社ウェブサイトにも掲載し
ておりますので、ご確認ください。

③当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、
保険契約者のご住所を変更された場合には、必ずご連絡ください。

④保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入中の保険契約によっては、複数の種類の保険
金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点等がある場合にはご連絡く
ださい。

⑤被保険者が保険金・給付金等を請求できない約款所定の事情がある場合は、あらかじめ指定され
た被保険者の「戸籍上の配偶者または3親等内の親族」（指定代理請求人）が被保険者に代わって
保険金・給付金等を請求することができます*。また、指定代理請求人も請求できない約款所定の
事情がある場合は、被保険者の（1）戸籍上の配偶者、（2）親または子、（3）兄弟姉妹の順位で代理
請求を行うことができます（詳細については、「ご契約のしおり（指定代理請求特約について）」を
ご確認ください）。
＊指定代理請求特約が付加されている場合。
※指定代理請求人に対し、支払事由の内容、および代理請求ができる旨をお伝えください。

■ 業況の変化による保険金額等の削減について

保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険契約時の保険金額・年金額・給付金額等が
削減されることがあります。

■ 生命保険契約者保護機構について

当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命
保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られる
ことがあります。この場合にも、保険契約時の保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあり
ます。

■ 苦情のお申出先およびご相談窓口について

①生命保険のお手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、以下の窓口へご連絡ください。

②当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・

来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地
に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております（一般社団法人生命保険協会のウェブサイト 
http：//www.seiho.or.jp/）。

なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼し
た後、原則として1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場
合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等
の正当な利益の保護を図っております。

͓٬͞·૬ஊ૭ޱ
受付時間 月曜～金曜 9:00－17:00 （土日・祝日・年末年始休み）

0120-227-780

อۚݥɾڅۚ
͓߹ͤ૭ޱ 受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00 （日曜・祝日・年末年始休み）

0120-506-053

ΧελϚʔ
αʔϏεηϯλʔ 受付時間 月曜～土曜 9:00－18:00 （日曜・祝日・年末年始休み）

0120-506-094

●  ご契約内容に関するお手続きやお問合せ

●  保険金・給付金に関するお問合せ

注意喚起情報
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■ 保険金・給付金等のお支払いに関するお手続き等について

①お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・
給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、お受取りいただける可能性があると思われる場合
や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにご連絡ください。

②ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いできない場合については当社ウェブサイトにも掲載し
ておりますので、ご確認ください。

③当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、
保険契約者のご住所を変更された場合には、必ずご連絡ください。

④保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入中の保険契約によっては、複数の種類の保険
金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点等がある場合にはご連絡く
ださい。

⑤被保険者が保険金・給付金等を請求できない約款所定の事情がある場合は、あらかじめ指定され
た被保険者の「戸籍上の配偶者または3親等内の親族」（指定代理請求人）が被保険者に代わって
保険金・給付金等を請求することができます*。また、指定代理請求人も請求できない約款所定の
事情がある場合は、被保険者の（1）戸籍上の配偶者、（2）親または子、（3）兄弟姉妹の順位で代理
請求を行うことができます（詳細については、「ご契約のしおり（指定代理請求特約について）」を
ご確認ください）。
＊指定代理請求特約が付加されている場合。
※指定代理請求人に対し、支払事由の内容、および代理請求ができる旨をお伝えください。

■ 業況の変化による保険金額等の削減について

保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険契約時の保険金額・年金額・給付金額等が
削減されることがあります。

■ 生命保険契約者保護機構について

当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命
保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られる
ことがあります。この場合にも、保険契約時の保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあり
ます。

■ 苦情のお申出先およびご相談窓口について

①生命保険のお手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、以下の窓口へご連絡ください。

②当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・

来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地
に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております（一般社団法人生命保険協会のウェブサイト 
http：//www.seiho.or.jp/）。

なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼し
た後、原則として1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場
合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等
の正当な利益の保護を図っております。

͓٬͞·૬ஊ૭ޱ
受付時間 月曜～金曜 9:00－17:00 （土日・祝日・年末年始休み）

0120-227-780

อۚݥɾڅۚ
͓߹ͤ૭ޱ 受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00 （日曜・祝日・年末年始休み）

0120-506-053

ΧελϚʔ
αʔϏεηϯλʔ 受付時間 月曜～土曜 9:00－18:00 （日曜・祝日・年末年始休み）

0120-506-094

●  ご契約内容に関するお手続きやお問合せ

●  保険金・給付金に関するお問合せ

注意喚起情報
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人情報の取ѻいについてݸ

ΦϦοΫεੜ ʢ໋ҎԼʮࣾʯʣͰɺΑΓΑ͍αʔϏεͷఏڙΛͯ͠ࢦɺ͓ ٬͞·͔
Β͓༬Γ͢ΔݸਓใΛࡉ৺ͷҙΛͬͯదਖ਼ʹऔΓѻ͍ɺ̓ શ ɾੑਖ਼֬ ɾੑੑີػ
ͷ֬อʹΊͯ·͍Γ·͢ɻ

人情報のར༻తについてݸ ■
ԼهのతのたΊに、お٬さまのݸ人情ใをऔಘ・利༻します。

（1）各छ保険契約のおҾ受け・ごܧ続・ҡ࣋理
（�）保険金・給付金等のお支払い
（�）当社、άルーϓ会社・ఏܞ会社の各छ・サーϏεのごҊ内・ఏڙ、ҡ࣋理
保険金の請求࠶、く௨ͮج保険契約に࠶、保険契約のక݁࠶（�）
（�）当社業務に関する情ใఏڙ・ӡ営理、・サーϏεのॆ࣮
（�）ͦ のଞ保険に関連・付ਵする業務

■ ҩ ・ྍ݈ 情報等の機ඍ（ηϯγςΟブ）情報の取ѻいについて߁
ҩ ・ྍ݈ ͦ、情ใ等の機ඍ（ηϯγςΟブ）情ใの利༻తを、業務のదなӡ営の֬保と߁ のଞඞ

ཁとೝΊられるものにݶ定しています。また、機ඍ（ηϯγςΟブ）情ใについては、ݶ定しているత
Ҏ֎では利༻しませΜ。

■ ։ࣔについて
業務্ߦඞཁなൣғで、ݸ人情ใを保険契約者・ඃ保険者・生命保険ืू人に։ࣔすることがあ

ります。

保険について࠶ ■
当社と保険契約者との間の保険契約について、Ҿ受ϦεΫをదにࢄするたΊに࠶保険を͏ߦこ

とがあります。
理、保険金・給付金等のお支払いに関す࣋続・ҡܧ保険会社における当֘保険契約のҾ受け・ご࠶

る利༻のたΊに、࠶保険の対となる保険契約の特定にඞཁな保険契約者のݸ人情ใの΄か、ඃ保
険者のࢯ ・໊ੑ ผ・生年月・保険金額等の契約内容に関する情ใ、およびࠂ内容・ݕ内容等の݈߁
状ଶに関する情ใなͲ当֘業務ߦにඞཁなݸ人情ใを࠶保険会社にఏڙすることがあります。

■ 契約内༰ొ੍・契約内༰র会੍・支払ࠪ定࣌র会੍について
契約内容ొ੍・契約内容照会੍・支払査定時照会੍にͮجき、一般社団法人生命保険協会

（ҎԼ「協会」）、ಉ協会加ໍの各生命保険会社等とともに、保険契約者およびඃ保険者の໊ࢯ、生年月
、ࢮ保険金額・入Ӄ給付金額等の所定の情ใを協会にొし、ڞಉ利༻することがあります。

は、「ご契約のしおり（特に注意していただきたいことがら／お客ࡉ人情ใのऔѻいに関するৄݸ
さまの個人情報の取扱いについて）、（特に注意していただきたいことがら／他の生命保険会社等と
の保険契約等に関する個人情報の共同利用について）」をごཡください。

契約内容ొ੍・契約内容照会੍・支払査定時照会੍のৄࡉにつきましては、保険契約者におしす
る「ご契約のしおり（特にҙしていただきたいことがらʗଞの生命保険会社等との保険契約等に関するݸ
人情ใのڞಉ利༻について）」または当社ウェブサイトにてご֬ೝください。
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ɹ࣍ɹ
特に注意していただきたいことがら� 5

しくみと特徴� 21

お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について� 6
当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません� 7
当社の組織形態について� 7
お客さまの個人情報の取扱いについて� 8
他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について� 10
業況の変化による保険金額等の削減について� 12
｢生命保険契約者保護機構｣について� 13
告知義務について� 15
正しく告知しなかった場合のデメリットについて� 16
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ�
保険金等のお支払いのながれ� 19

保険金のお支払いについて� 23

特約について� 27

ご契約に際して� 31

保険金等のお支払いについて� 35

指定代理請求特約について� 3�

ご契約後について� �3

約�款� 56ページの後の目次をごらんください。

お申込みについて� 32

生命保険と税金� 54

つぎの場合には保険金等をお支払いできません� 36

・約款本文のページ番号は、ご契約のしおり部分終了後、改めて採番しています。
約款本文の目次は56ページの後に掲載しております。

保険料の払込免除について� 23
特定疾病保険料払込免除特則について� 25

2
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อݥྉͷࠐΈ͕
ʹͳͬͨࠔ

保険ྉの払ࠐみがࠔに
ͳͬ たときについて �8

తผ࣍ɹ
つ͗ のΑ͏ ͳ߹にɺԼهのページをごࢀরください。

ॅॴ໊ ɾٛৼସ࠲ޱͷ
มߋΛ͍ͨ͠

ॾखଓき�2�" 18

อۚݥΛ͍ͨ͠ٻ

保険金等のお支払いのͳがΕ 1�

อݥΛΊ͍ͨ

ղ約とղ約払金について 52

อݥྉͷࠐΈΛΕͨ

保険ྉの払ํࠐ๏について ��

保険ྉ払ࠐみの༛༧ؒظと
保険契約のࣦޮについて �6

อোͷ༰ΛΓ͍ͨ

しくみと特徴 21

ϦϏϯάɾχーζ特約 28

อো͍͔ͭΒ࢝·Δͷ͔Γ͍ͨ

保োの։ظ࣌࢝ʢ։࢝ʣについて 33

ࣦޮͨ͠อݥΛͱʹ͍ͨ͠

保険契約の෮׆について �6

ඃอ͕ऀݥอۚݥΛ
ٻͰ͖ͳ͍

指定代理請求特約について 3�

อۚݥʹ͔͔Δ੫ۚʹ͍ͭͯ
Γ͍ͨ

ੜ໋保険と੫金 5�

生命
保険

税務署

税金

3



ओͳอޠ༺ݥͷ͝આ໌

ී௨保険約款にه載されている契約༰のことをいいます。主
しゅ

契
けい

約
やく

ओ契約の保ো༰をさΒにॆ࣮させるため、保険料払込方๏なͲ、ී ௨保険
約款とҟなる特ผな約ଋをする目తでओ契約にՃするののことをいいます。特

とく

約
やく

保険契約の保険金額保険ؒظなͲの契約༰を۩ମతにه載したのです。保
ほ

険
けん

証
しょう

券
けん

当社と保険契約を結ͼ、契約্のいΖいΖな権利（契約༰変ߋٻ権なͲ）と
義務（保険料支払義務なͲ）をつ人のことをいいます。保

ほ

険
けん

契
けい

約
やく

者
しゃ

保険のରとされる人のことをいいます。被
ひ

保
ほ

険
けん

者
しゃ

ඃ保険者に約款の定める支払ࣄ༝が生͡たときお支払いするお金のことを
いいます。保

ほ

険
けん

金
きん

保険金をड͚取る人のことをいいます。受
うけ

取
とり

人
にん

保োのରՁとして、当社に払い込んでいた くͩお金のことをいいます。保
ほ

険
けん

料
りょう

௨ৗは保険契約締結のࡍの։࢝をいい、保険ؒظ、契約ྸなͲのࢉܭ
४となります。たج しͩ、保険料の払込方๏（ܦ࿏）によっては契約と։
がҟなることがあります。契࢝

けい

約
やく

日
び

契約後の保険ؒظதにΉか る͑ຖの契約にରԠするのことです。特に
݄୯Ґあるいは୯Ґといったときは、ͦ れͧれ֤ ・݄ごとの契約に
ରԠするのことをいいます。契

けい

約
やく

応
おう

当
とう

日
び

契約にお͚ るඃ保険者のྸのことをいいます。当社では、ຬྸでࢉܭします。契
けい

約
やく

年
ねん

齢
れい

お申込みまたは෮׆なͲのࡍ、保険契約者とඃ保険者かΒաڈのই病ྺ、現在
の݈߁ঢ়態、ମのোঢ়態、৬業なͲ、当社がおたͣͶすることがΒについて、
お知Βせいたͩ くことです。告

こく

知
ち

保険契約において保োするؒظをいいます。ࡀຬ了の場合、保険ؒظはඃ保
険者がຬ了ྸになってॳめて౸དྷする୯Ґの契約Ԡ当の前まで
（契約Ԡ当が生の場合は、ຬ了ྸになる生の前まで）となります。保

ほ

険
けん

期
き

間
かん

保険料を払い込んでいた くͩؒظをいいます。ࡀຬ了の場合、保険料払込ؒظ
はඃ保険者がຬ了ྸになってॳめて౸དྷする୯Ґの契約Ԡ当の前まで
（契約Ԡ当が生の場合は、ຬ了ྸになる生の前まで）となります。保

ほ

険
けん

料
りょう

払
はらい

込
こみ

期
き

間
かん

保険料払込みの༛༧ظ をؒաぎて保険料の払込みがなく、保険契約のޮྗが
ࣦΘれることをいいます。失

しっ

効
こう

保険契約を解約した場合なͲに、保険契約者に払いされるお金のことをいいます。
�˞この保険は、解約払金を制するしくみで保険料をࢉܭしています。解

かい

約
やく

払
はらい

戻
もどし

金
きん

�
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͓ਃࠐΈͷఫճ
ʢΫʔϦϯάɾΦϑ੍ʣʹ ͍ͭͯ
˙�ਃऀࠐ·た保険契約ऀɺおਃࠐみの ら͔ͦ のをؚΊて��ҎͰ͋ Εɺおਃࠐみの
ఫճ·た保険契約のղআʢҎԼʮおਃࠐみのఫճ等ʯといい·͢ 。ʣを͢ ΔことがͰき·͢ 。
この߹ɺ払いࠐんͰいただいた金ֹをશֹおฦしし·͢ 。ただしརଉおつ し͚·ͤ ん。

˙�おਃࠐみのఫճ等ॻ໘Ͱのみड͚͚·͢のͰɺࣾのࣄηϯλー͋てに༣ૹしてくだ
さい。
˞ॻ໘のૹઌ
ɹ˟190�0012ɹ౦ژཱࢢॶொ2�22�20ɹཱηンλーϏϧ
ɹオリックε生命保険ࣜג会社ɹࣄ務ηンλー

˙�ॻ໘をൃ৴したときʢ༣ศのফҹʣをͬ てɺおਃࠐみのఫճ等のਃग़とし·͢ 。

ɹɹɹʪおਃࠐみのఫճ等のਃしग़のهೖྫʫ

オリックス生命保険株式会社御中
私は下記の契約の申込みを撤回します。

　契約者	 オリックス太郎
　被保険者	 オリックス太郎
　申込日	 ○年○月○日
　保険種類	 ○○保険
平成○年○月○日
　住		所	 東京都新宿区○○-○-○
　氏		名	 オリックス太郎　印
　日中に連絡のつく電話番号　
　○○-○○○○-○○○○

オリックス生命保険株式会社		御中
私は下記の契約の申込みを撤回します。

　保険契約者	オリックス太郎
　被保険者	 オリックス太郎
　申込日	 ○年○月○日
　保険種類	 ○○保険
平成○年○月○日
　住		所	 東京都港区○○-○-○
　氏		名	 オリックス太郎　印
　日中に連絡のつく電話番号　
　○○-○○○○-○○○○

� �� � � � ˞申込࣌の契約者ҹをご用くͩ さい。

˙�つ͗ の߹ɺおਃࠐみのఫճ等Ͱき·ͤん。
�・�契約申込みのためにҩࢣの をࠪड た͚場合
�・�保険契約者がஂମ等でҰׅࣜの保険ূ を݊ൃߦする場合
�・�Ӧ業またはࣄ業のために締結する保険契約の場合
� また、ʮ特約のみのお申込みの撤回ʯʮ保険契約特約の減額ʯなͲ、お申込みのҰ部の撤回または
保険契約のҰ部の解除できません。

˙�ࣾɺਃऀࠐ·た保険契約ऀにରしɺおਃࠐみのఫճ等にؔしてଛഛঈɺ·たҧ約
金ͦのଞの金મのお支払いを請求し·ͤん。

˙�お申込みの撤回等のॻ໘をൃ৴したときに保険金څ金等の支払ࣄ༝が生͡ ている場合には、
お申込みの撤回等のޮྗはൃ生しません。た しͩ、お申込みの撤回等のॻ໘をൃ৴したときに申込
者または保険契約者が保険金څ金等の支払ࣄ༝が生͡ ていることを知っている場合を除きます。
˞生命保険はظにΘたる契約ですかΒ、お申込みにࡍしてはे分ご検討くͩ さるよ͏ おئいいたします。
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ࣾͷੜ໋อूืݥਓʹ
อܖݥక݁ͷཧݖ͋Γ·ͤΜ

ࣾͷ৫ܗଶʹ͍ͭͯ
˙�保険ձࣾのձࣾ৫ܗଶにʮ૬ޓձࣾʯとʮࣜגձࣾʯが Γ͋ɺࣾࣜגձࣾͰ͢。

にΑΓӡӦさΕΔのͰࢿओのग़גձࣾɺࣜג�˙ Γ͋ɺࣜגձࣾの保険契約ऀ૬ޓձࣾの
保険契約ऀのΑ͏ にɺňࣾһŉʢߏһʣとしてձࣾのӡӦにࢀՃ Δ͢ことͰき·ͤん。

˙�ࣾのࣾһੜ໋保険ืूਓʢࣾのੜ໋保険代理ళɺΧελϚーαーϏεηϯλーの୲ऀを
ؚみ·͢ ʣɺお٬さ·とࣾの保険契約క݁のഔհʢ保োの༰ਃࠐखଓきのઆ໌ɺਃࠐ
ॻྨのऔ次͗等ʣを͏ߦ ऀͰɺ保険契約క݁の代理ݖ Γ͋·ͤん。

  補 足

保険契約締結の「媒介」と「代理」について
�・�生命保険募集人が保険契約締結の｢ഔհ｣を͏ߦ 場合は、保険契約のお申込みにରして保険会社が
ঝしたときに保険契約は༗ޮに しཱます。

�・�生命保険募集人が保険契約締結の｢代理｣を͏ߦ 場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに
ରしてঝをすれ保険契約は༗ޮに しཱます。

� したがいまして、保険契約は、お客さまかΒの保険契約のお申込みにରして当社がঝしたときに༗ޮに
 しཱます。

� また、ご契約のཱ後に契約༰の変ߋ等をされる場合に、ݪ則として契約༰の変ߋ等にରする
当社のঝがඞཁになります。

【当社の承諾が必要な契約内容変更等の手続きの例】
� ˓෮׆ɹ˓特約のத్Ճɹ˓保険ؒظの変ߋ
� ˓保険料払込ؒظの変ߋɹ˓෮چɹ˓૿額ɹ等
� れͦͧれのखଓきの༰については、約款およͼ֤特約の関࿈文をごࢀরいたͩ くか、ʮΧελϚー
αーϏεηンλーʯへおい合Θせくͩ さい。
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͓٬͞·ͷݸਓใͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯ
ɹࣾお٬さ·のݸਓใについてɺҎԼのとおΓϓϥΠόγーϙϦγーを定Ίɺదਖ਼にऔΓ
ѻい·͢ 。
˙�ϓϥΠόγーϙϦγーについて
� オリックε生命保険ࣜג会社（ҎԼʮ当社ʯといいます。）は、お客さまの個人情報保護のॏཁੑに
ؑみ、個人情報の保護に関する๏、ͦ の他のॾ๏ྩ等を९कすく、ै 業者等にରするڭҭ・
̓、ಋをపఈし、個人情報をద正に取り扱いࢦ શ ・ੑ正֬ ・ੑ機ີੑの֬保にめてまいります。

̍ɽ ݸਓใのར༻త
� 当社は、お客さまの個人情報を、次の目తのൣғで利用させていた きͩます。なお、この利用目తの
ൣғを て͑取り扱͏ 場合、およͼお客さまの個人情報をୈࡾ者へ提ڙする場合は、ݪ則としてॻ໘
によりお客さまご本人の同ҙをいた্でߦいます。
（1）֤ छ保険契約のおҾड ・͚ごܧଓ・ҡ࣋理
（2）保険金・څ金等のお支払い
（3）当社、グϧーϓ会社・提ܞ会社の֤छ・αーϏεのごҊ・提ڙ、ҡ࣋理
ج保険契約に࠶、保険契約の締結࠶（4） くͮ௨知、࠶保険金のٻ
（5）当社業務に関する情報提ڙ・ӡӦ理、・αーϏεのॆ࣮
（6）ͦの他保険に関࿈・ਵする業務

̎ɽ ݸਓใのऔಘ
� 当社は、্ ࢯ）利用目తにඞཁなൣғでద๏・దなखஈにより個人情報ه ・໊生 ݄・ॅ ॴ・
ੑผ・ి 番号・৬業・݈ 。ঢ়態等）を取ಘします߁

� ओな取ಘ方๏としては、保険契約申込ॻ等によるೖख、֤ छ・αーϏεに関するࢿ料をごٻ
いたͩ いたࡍに、ి ・ͦ の他௨৴ഔମ等を௨͡ てೖखする方๏があります。

̏ɽ ݸਓใの理
� 当社は、お客さまの個人情報の理にあたっては正֬かつ࠷新の༰に保つよ͏ めます。
� また、個人情報へのෆ正なΞクηε、およͼ個人情報のฆࣦ、౪、改͟ ん、࿙ い͑等のࢭのため、
֤छ҆શ理ાஔを͡ߨ るととに、個人情報の取扱いに関する方ن定等をܧଓతにݟし、
ඞཁにԠ͡ てదٓ改ળをߦいます。

̐ɽ ݸਓใの֎෦のఏڙ
� 当社は、次の場合を除いて、保༗するお客さまの個人情報を֎部へ提ڙしません。
（1）お客さまの同ҙをಘている場合
（2）๏ྩにج くͮ場合
（3）お客さま、またはެ共の利ӹのためにඞཁであるとߟ Β͑れる場合
（4）্ 利用目తのୡにඞཁなൣғにおいて、当社代理ళをؚه Ή業務ҕୗઌ等に提ڙする場合
（5）保険制度の݈શなӡӦにඞཁであるとߟ Β͑れる場合
（6）ͦの他の正当な理༝がある場合

̑ɽ ݸਓใの։ ɾࣔగਖ਼等
� 当社は、お客さまかΒ個人情報の։ ・ࣔగ正等のごٻがあった場合は、業務のద正な࣮ࢪにஶしい
支োをきたす等の特ผの理༝がないݶり、お客さまご本人であることの֬ೝをߦった্で、దに
ରԠさせていたͩ きます。
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˞�このϓϥΠόγーϙリγーにお͚る個人情報については、当社の生命保険代理ళおよͼै業者等の個
人情報をରとしていません。

˞�当社のグϧーϓ会社については、当社のΣϒαΠトでご֬ೝいた くͩか、個人情報合せ૭ޱへおい
合Θせくͩ さい。

ඍʢηϯγςΟϒʣใのऔѻいについてػ�˙
� 当社は、ҩ ・ྍ݈ 情報等の機ඍ（ηンγςΟϒ）情報の利用目తを業務のదなӡӦの֬保ͦの他߁
ඞཁとೝめΒれるのにݶ定しています。

� また、機ඍ（ηンγςΟϒ）情報については、ݶ定している目తҎ֎では利用しません。

保険にお࠶�˙ Δ͚ݸਓใのऔѻいについて
� 当社では、当社とご契約者とのؒの保険契約について、Ҿडリεクをదに分ࢄするために࠶保険を
ߦ͏ ことがあり、࠶保険会社にお͚る当֘保険契約のҾड͚、ܧଓ・ҡ࣋理、保険金・څ金等
支払いに関する利用のために、࠶保険のରとなる保険契約の特定にඞཁな保険契約者の個人
情報の か́、ඃ保険者໊ࢯ、ੑ ผ、生 ݄、保険金額等の契約༰に関する情報、およͼ告知༰、
検༰等の݈߁ঢ়態に関する情報なͲ当֘業務ߦにඞཁな個人情報を当社が࠶保険会社に
提ڙすることがあります。

�

ΦϦοΫεੜ໋保険ࣜגձࣾɹݸਓใ߹ͤ૭ޱ

�������������
 डؒ࣌ �ɿ��ʙ��ɿ��

（ॕ、࢝のٳ業を除く）

ϑϦʔμΠϠϧ



ଞͷੜ໋อݥձࣾͱͷอܖݥʹ
ؔ͢Δݸਓใͷڞಉར༻ʹ͍ͭͯ
� ࣾɺੜ໋保険੍が݈શにӡӦさΕɺ保険金おΑͼೖӃڅ金等のお支払いがਖ਼しく
࣮֬にߦΘΕΔΑ͏ ɺʮ契約༰ొ੍ʯɺʮ契約༰রձ੍ʯおΑͼʮ支払ࠪ定࣌রձ
੍ʯにͮجきɺԼهのとおΓɺࣾの保険契約等にؔ Δ͢ॴ定のใを特定のऀとڞಉして
ར༻しておΓ·͢ 。

ʮ̇契約༰ొ੍ɾ契約༰রձ੍ʯについて
� ɹお客さまの契約༰がొされ、ご契約のおҾड͚お支払いのஅのߟࢀとさせていた くͩ
ことがあります。

� ɹ当社は、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会Ճໍの他の֤生命保険会
社˞およͼશࠃ共ࡁ業ڠ同組合࿈合会（ҎԼʮ֤生命保険会社等ʯといいます。）ととに、保険
契約しくは共ࡁ契約または特約Ճ（ҎԼʮ保険契約等ʯといいます。）のおҾड͚のஅあるいは
保険金、څ金しくは共ࡁ金等（ҎԼʮ保険金等ʯといいます。）のお支払いのஅのߟࢀとすることを
目తとして、ʮ契約༰ొ制度ʯ（શࠃ共ࡁ業ڠ同組合࿈合会とのؒではʮ契約༰র会制度ʯ
といいます。）にج きͮ、当社の保険契約等に関するԼهのొ߲ࣄを共同して利用しております。

� ɹ保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会に、保険契約等に
関するԼهのొ߲ࣄのશ部またはҰ部をొします。た しͩ、保険契約等をおҾड͚できなかった
ときは、ͦのొ߲ࣄはফڈされます。

� ɹҰൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会にొされた情報は、同͡ ඃ保険者について保険契約等のお申込
みがあった場合または保険金等のごٻがあった場合、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会かΒ֤生命
保険会社等に提ڙされ、֤ 生命保険会社等において、保険契約等のおҾड͚またはこれΒの
保険金等のお支払いのஅのߟࢀとさせていた くͩために利用されることがあります。

� ɹなお、ొ のؒظなΒͼにおҾड͚およͼお支払いのஅのߟࢀとさせていたͩ くؒظは、契約、
෮׆、૿ 額または特約のத్Ճ（ҎԼʮ契約等ʯといいます。）かΒ̑  （ؒඃ保険者が̍ ࡀ̑
ະຬの保険契約等については、ʮ契約等かΒ̑ ؒʯとʮ契約等かΒඃ保険者が̍ に౸ୡするࡀ̑
までのؒظʯのいͣれかいؒظ）とします。

� ɹ֤生命保険会社等はこの制度により知りಘた༰を、保険契約等のおҾड͚およͼこれΒの
保険金等のお支払いのஅのߟࢀとするҎ֎に用いることはありません。

� ɹまた、֤ 生命保険会社等は、この制度により知りಘた༰を他にެ։いたしません。

� ɹ当社の保険契約等に関するొ߲ࣄについては、当社が理をෛいます。
� ɹご契約者またはඃ保険者は、当社の定めるखଓきにैい、ొ ߲ࣄの։ࣔをٻめ、ͦ の༰が
ࣄ と࣮૬ҧしている場合には、గ正を申しग़ることができます。

� ɹまた、個人情報の保護に関する๏にҧしてొ߲ࣄが取り扱Θれている場合、当社の定める
खଓきにैい、利用ఀࢭあるいはୈࡾ者への提ڙのఀࢭをٻめることができます。

� ɹ্֤هखଓきのৄࡉについては、本社またはد࠷りの支社へおい合Θせくͩ さい。
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ら【ొ߲ࣄ】

（̍ ）�保険契約者なΒͼにඃ保険者の໊ࢯ、生 ݄、ੑ ผおよͼॅॴ（ࢢ・۠ （。までとします܊・
（̎ 保険金額およͼऩೖ保ো金の現Ձ額（Ұׅ支払による金額）ࢮࡂ、保険金額ࢮ�（
（̏ ）�ೖӃڅ金のछྨおよͼ額
（̐ ）�契約、෮׆、෮چ、૿ 額およͼ特約のத్Ճ
（̑ ）�取扱会社໊
ͦの他、正֬な情報のѲのため、ご契約およͼ申込みのঢ়態に関して૬ޓにর会することがあります。

ʮ˞契約༰ొ制度・契約༰র会制度ʯにࢀՃしている֤生命保険会社໊につきましては、Ұൠ
社ஂ๏人生命保険ڠ会のΣϒαΠト（IUUQ���XXX�TFJIP�PS�KQ�）のʮՃໍ会社ʯをごࢀরくͩ さい。

ʮ̇支払ࠪ定࣌রձ੍ʯについて
� ɹ保険金、金またはڅ金のごٻにࡍし、お支払い契約の解除等のஅのߟࢀとすることを
目తとして、お客さまの契約༰等を利用させていたͩ くことがあります。

� ɹ当社は、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会Ճໍの֤生命保険会社˞、
શࠃ共ࡁ業ڠ同組合࿈合会、શࠃ࿑ಇ者共ࡁ生ڠ׆同組合࿈合会およͼ本ίーϓ共ࡁ生׆
金のڅ同組合࿈合会（ҎԼʮ֤生命保険会社等ʯといいます。）ととに、保険金、金しくはڠ
お支払いのஅまたは保険契約しくは共ࡁ契約等（ҎԼʮ保険契約等ʯといいます。）の解除、取ফ
しくはແޮのஅ（ҎԼʮお支払い等のஅʯといいます。）のߟࢀとすることを目తとして、ʮ支払
ࠪ定࣌র会制度ʯにج きͮ、当社をؚΉ֤生命保険会社等の保༗する保険契約等に関するԼهの
૬ޓর会ه߲ࣄ載の情報を共同して利用しております。

� ɹ保険金、金またはڅ金（ҎԼʮ保険金等ʯといいます。）のごٻがあった場合、これΒにる
保険ނࣄがൃ生したとஅされる場合に、ʮ支払ࠪ定࣌র会制度ʯにج きͮ、૬ޓর会߲ࣄのશ部
またはҰ部について、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会を௨ て͡、他の֤生命保険会社等にর会し、
他の֤生命保険会社等かΒ情報の提ڙをड͚、また他の֤生命保険会社等かΒのর会にରし、
情報を提ڙすること（ҎԼʮ૬ޓর会ʯといいます。）があります。

� ɹ૬ޓর会される情報はԼهの૬ޓর会߲ࣄにݶ定され、ごٻにるই病໊ͦの他の情報が
૬ޓর会されることはありません。

� ɹまた、૬ޓর会にج き֤ͮ生命保険会社等に提ڙされた情報は、૬ޓর会をߦった֤生命保険会
社等によるお支払い等のஅのߟࢀとするために利用されることがありますが、ͦ の他の目తのため
に利用されることはありません。

� ɹর会をड͚た֤生命保険会社等において、૬ޓর会ه߲ࣄ載の情報がଘ在しなかったときは、
র会をड た͚࣮ࣄはফڈされます。

� ɹ֤生命保険会社等はʮ支払ࠪ定࣌র会制度ʯにより知りಘた情報を他にެ։いたしません。
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� ɹ当社が保༗する૬ޓর会ه߲ࣄ載の情報については、当社が理をෛいます。保険契約者、
ඃ保険者または保険金等ड取人は、当社の定めるखଓきにैい、૬ޓর会ه߲ࣄ載の情報の
։ࣔをٻめ、ͦ の༰が࣮ࣄと૬ҧしている場合には、గ正を申しग़ることができます。また、個人
情報の保護に関する๏にҧして૬ޓর会ه߲ࣄ載の情報が取り扱Θれている場合、当社の
定めるखଓきにैい、当֘情報の利用ఀࢭあるいはୈࡾ者への提ڙのఀࢭをٻめることができます。
りの支社におい合Θせくͩد࠷については、本社またはࡉखଓきのৄ֤ه্ さい。

【૬ޓরձ߲ࣄ】
ɹつぎの߲ࣄが૬ޓর会されます。たͩ し、契約ফ໓後5をܦաした契約にるのは除きます。
（̍ ）�ඃ保険者の໊ࢯ、生 ݄、ੑ ผ、ॅ ॴ（ࢢ・۠ （までとしますŇ܊・
（̎ ）�保険ൃނࣄ生、ࢮ、ೖӃ・ୀӃ、ରとなる保険هࠨ）ނࣄの߲ࣄは、র会をड͚た

かΒ5Ҏののとします。）
（̏ ）�保険छྨ、契約、෮׆、ফ໓、保険契約者の໊ࢯおよͼඃ保険者とのଓฑ、ࢮ保険金

等ड取人の໊ࢯおよͼඃ保険者とのଓฑ、ࢮ保険金額、څ金額、֤ 特約༰、保険料
およͼ払込方๏

� ɹ্ه૬ޓর会߲ࣄにおいて、ඃ保険者、保険ނࣄ、保険छྨ、保険契約者、ࢮ保険金、څ金
額、保険料とあるのは、共ࡁ契約においてはͦれͧれ、ඃ共ࡁ者、共ނࣄࡁ、共ࡁछྨ、共ࡁ契
約者、ࢮ共ࡁ金、共ࡁ金額、共ֻࡁ金とಡみସ ま͑す。

ʮ˞支払ࠪ定࣌র会制度ʯにࢀՃしている֤生命保険会社໊につきましては、Ұൠ社ஂ๏人生命保険ڠ会
のΣϒαΠト（IUUQ���XXX�TFJIP�PS�KQ�）のʮՃໍ会社ʯをごࢀরくͩ さい。

ͷมԽʹΑΔگۀ
อֹۚݥͷݮʹ͍ͭͯ
� ɹ保険会社の業務または࢈ࡒのঢ়況の変化により、契約࣌にお約ଋした保険金額、金額、
。金額等が削減されることがありますڅ

� ɹなお、生命保険契約者保護機構の会һである生命保険会社がܦӦഁにؕった場合、生命
保険契約者保護機構により、保険契約者保護のાஔがਤΒれることがありますが、この場合に、
契約࣌の保険金額、金額、څ金額等が削減されることがあります。

� ɹৄࡉについては、つぎのʮ生命保険契約者保護機構ʯについてをごࢀরくͩ さい。
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ʮੜ໋อܖݥऀอߏػޢʯʹ ͍ͭͯ
˙�ࣾɺňੜ໋保険契約ऀ保ߏػޢŉʢҎԼʮ保ߏػޢʯといい·͢ 。ʣにՃೖしておΓ·͢ 。保ޢ
の֓ཁҎԼのとおΓͰ͢ߏػ 。

� ɹ保護機構は、保険業๏にͮجきઃཱされた๏人であり、保護機構の会һである生命保険会社が
ഁにؕった場合、生命保険にる保険契約者等のための૬ޓԉॿ制度として、当֘ഁ保険
会社にる保険契約のҠస等にお͚ るࢿ金ԉॿ、ঝܧ保険会社のܦӦ理、保険契約のおҾड͚、
ิঈର保険金の支払いにるࢿ金ԉॿおよͼ保険金ٻ権等のങ取りを͏ߦ 等により、保険契
約者等の保護をਤり、って生命保険業にରする৴པ をੑҡ࣋することを目తとしています。

� ɹ保険契約্、ྸ݈߁ঢ়態によっては契約していたഁ保険会社と同༷の݅で新たにՃೖ
することがࠔになることあるため、保険会社がഁした場合には、保護機構が保険契約のҠస
等にࡍしてࢿ金ԉॿ等の支ԉをߦい、Ճೖしている保険契約のܧଓをਤることにしていますŇ

� ɹ保険契約のҠస等にお る͚ิঈର契約は、ӡ用࣮࿈ಈܕ保険契約の特定特ผצ定（˞1）
にる部分を除いたࠃにお る͚ݩड保険契約でŊͦ のิঈݶ度はߴ、 ༧定利契約（˞2）を除き
४උ金等（˞3）の90 と̀することが、保険業๏等で定めΒれています。（保険金・金等の90 が̀
ิঈされるのではありません。（˞4））

� ɹなお、保険契約のҠస等のࡍには、४උ金等の削減にՃ͑、保険契約をҾきଓきద正・̓ શに
ҡ࣋するために、契約݅のࢉ定ૅجとなるૅج（༧定利、༧定ࢮ、༧定ࣄ業අ等）の
変ߋがߦΘれるՄੑがあり、これにい、保険金額・金額等が減গすることがあります。あΘせて、
、除とはผに߇ଓをਤるために、௨ৗの解約ܧし、保険契約の࣋除制度（保険集ஂをҡ߇解約ظૣ
Ұ定ؒظ特ผな解約߇除を͏ߦ 制度）がઃ Β͚れるՄ ੑあります。

˞1� 特ผצ定をઃஔしな͚ れなΒない保険契約の͏ 保࠷ͪ ࢿݪ金࠷、保険金保ূࢮ࠷ূ）
保ূ等）のない保険契約にる特ผצ定をࢦします。ߋ生खଓにおいては、当֘部分についての
४උ金を削減しないߋ生ܭըを࡞することがՄです（࣮ࡍに削減しないか൱かはŊ個ผのߋ生खଓ
のதで֬定することとなります）。

˞2� ഁ࣌にա5ڈؒでৗに༧定利がج४利（1）を͑ていた契約をࢦします（2）。当֘
契約については、४උ金等のิঈݶ度がҎԼのとおりとなります。た しͩŊഁ会社にରしてࢿ金
ԉॿがなかった場合のหࡁがԼݶとなります。

� ˋ༧定利契約のิঈʹ90ߴ \ɻ（ա5ڈؒにお る͚֤の༧定利ʵج४利）の૯ʸ̎ ^

（̍ ڈ४利は、生保֤社のա̑ج�（ ؒのฏۉӡ用利回りをج४に、金༥ிおよͼࡒ務େਉが定め
ることとなっております。現在のج४利については、当社または保護機構のΣϒαΠトで֬ೝできます。

（̎ ）�Ұつの保険契約において、ओ契約・特約の༧定利がҟなる場合、ओ契約・特約を༧定利がҟなる
ごとにಠ しཱた保険契約とみなしてߴ、 ༧定利契約に֘当するか൱かをஅすることになります。
また、ا業保険等においてඃ保険者が保険料をڌग़している場合でඃ保険者ごとに༧定利がҟなる
場合には、ඃ保険者ごとにಠཱの保険契約が締結されているのとみなしてߴ༧定利契約に֘当
するか൱かのஅをすることになります。たͩ し、֬ 定ڌग़金保険契約については、ඃ保険者が保険料
をڌग़しているか൱かにかかΘΒͣ 、ඃ保険者ごとにߴ༧定利契約に֘当するか൱かをஅするこ
とになります。

˞3� ४උ金等とは、কདྷの保険金・金・څ金の支払いにඋ͑、保険料ӡ用ऩӹなͲをݯࡒとして
ੵみཱてている४උ金等をいいます。

˞4� 個人変額金保険にされている金ࢿݪ保ূ額等について、ͦ の90ˋがิঈされるのでは
ありません。
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仕組みの概略図

●救済保険会社が現れた場合

●救済保険会社が現れない場合

資金援助

負担金の拠出

補償対象
保険金の
支払い（注２）

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

保険金等の支払い

保険金等の支払い

資金貸出

財政措置（注1）

会員保険会社
破綻保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象保険金支払に
係る資金援助

補償対象保険金支払に
係る資金援助

保険契約の引受け

保険契約の承継

保険金請求権等の買取り（注２）

保 護 機 構

救済保険会社

負担金の拠出

補償対象
保険金の
支払い（注２）

資金貸出

財政措置（注1）

会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

保険金請求権等の買取り（注２）

保 護 機 構

承継保険会社

破綻保険会社

（̍ ાஔʯは、ฏ29（2017）݄̏までに生命保険会社がഁした場合にରԠするࡒのʮه্�（
ાஔで、会һ保険会社のڌग़によるෛ୲金͚ͩ でࢿ金ԉॿ等のରԠができない場合に、ࠃ会৹ٞ
をܦてิॿ金がೝめΒれたࡍにߦΘれるのです。

（̎ ）�ഁॲ理தの保険ނࣄにج くͮิ ঈର契約の保険金等の支払い、保護機構がิঈର契約に
、します。この場合にお͚る支払およͼങ取についてはࢦ権等をങい取ることをٻる保険金
४උ金等のิঈݶ度と同となります。（ߴ༧定利契約については、˞ に̎ه載のとなります。）

˖�ิ ঈର契約のൣғ・ิ ঈର契約のิঈݶ度等をؚめ、本掲載༰はすて現在の๏ྩ
にͮجいたのであり、ࠓ後、๏ྩの改正により変ߋされるՄੑがあります。

みのུ֓ਤ

ੜ໋保険ձࣾがഁした߹の保険契約のऔѻいにؔ Δ͢お߹ͤઌ

ੜ໋保険契約ऀ保ߏػޢɹి൪߸�������������
ʮ݄༵ʙ金༵ʢॕɾ࢝をআくʣޕલ࣌�ʙਖ਼ޕɺޕ後࣌�ʙޕ後࣌�ʯ

ɹ�ϗーϜページΞυϨεɹIUUQ���XXX�TFJIPIPHP�KQ�
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こ
と
が
ら

͍ͯͭʹٛࠂ
とࠂ�˙
� お申込みまたは෮׆なͲのࡍ、保険契約者とඃ保険者かΒաڈのই病 （ྺই病 、（等ؒظྍ໊࣏・
現在の݈߁ঢ়態、ମのোঢ়態、৬業なͲ、当社がおたͣͶすることがΒについて、お知Βせいた
くͩことです。

のॏཁੑについてࠂ�˙
�・�保険契約者ඃ保険者には、ありのままに、正֬に、れなく告知をしていた くͩ義務（告知義務）
があります。

�・�告知は、生命保険のެฏなҾडஅのためのॏཁ߲ࣄです。生命保険はଟの人ʑが保険料を
ग़しあって૬ޓに保োしあ͏ 制度ですŇしたがって、は͡ めかΒ݈߁ঢ়態の くྑない方ة険度のߴい
৬業にैࣄしている方なͲがແ݅で契約しますと、保険料ෛ୲のެฏੑが保たれませんので、
当社がおたͣͶすることについてࣄ を࣮ありのままに、正֬に、れなく告知してくͩ さい。

のํ๏についてࠂ�˙
� �当社ॴ定のʮ告知ॻʯに、࣮ࣄをありのままに、正֬に、れなくごهೖくͩ さい。

͍ͯͭʹݖडྖࠂ
˙�ࣾのࣾһɾੜ໋保険ืूਓʢੜ໋保険代理ళɺΧελϚーαーϏεηϯλーの୲ をऀؚ み·͢ ʣ
にɺࠂをड Δ͚ݶݖが Γ͋·ͤ ん。こΕらのऀにޱ಄Ͱおらͤ いただいてɺࠂしたこと
にͳΓ·ͤんのͰご注意ください。
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ਖ਼͘͠ ͠ͳ͔ͬͨࠂ ߹ͷσϝϦοτʹ͍ͭͯ
ٛҧにΑΔ保険契約·た特約のղআࠂ�˙
�・�告知していた くͩことがΒは、告知ॻにه載してあります。し、これΒについて、ނҙまたはॏେなաࣦ
によって、࣮ࣄを告知しなかった場合、または正しくないことを告知した場合には、։࢝（෮׆
をؚみます。ҎԼ同͡。）かΒ̎ Ҏであれ、当社はʮ告知義務ҧʯとして保険契約または特約を
解除することがあります。

�・�։࢝かΒ̎ ܦա後で、保険金等の支払ࣄ༝または保険料の払込免除ࣄ༝が̎ Ҏに生
て͡いた場合には保険契約または特約を解除することがあります。

�・�告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを͛た場合、または告知をしないこと࣮ࣄでない
ことを告͛ることをקめた場合には、当社は保険契約または特約を解除することはできません。た しͩ、
生命保険募集人のこ͏ したߦҝがなかったとして、保険契約者またはඃ保険者が、当社が告知を
、でないことを告͛たとೝめΒれる場合には࣮ࣄを告͛なかったかまたは࣮ࣄ、について߲ࣄめたٻ
当社は保険契約または特約を解除することができます。
ʮ保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の۩ମతྫࣄʯごࢀরくͩ さい。

˙�保険金等をお支払いͰきͳいことが Γ͋·͢ 。
� 当社が保険契約または特約を解除した場合には、たと͑ 保険金等の支払ࣄ༝が生͡ ていて、お支払
いしません。また、保険料の払込免除ࣄ༝が生͡ ていて、払込みを免除しません。

� たͩ し、ʮ保険金等の支払ࣄ༝または保険料の払込免除ࣄ༝ʯとʮ告知義務ҧの༰ʯにҼՌ関
がないと֬ೝされた場合には、保険金等をお支払いするか、または保険料の払込みを免除することが
あります。

˙�保険契約·た特約がղআさΕた߹ɺղ約の際にお支払い Δ͢払金が͋Εͦの金ֹを
保険契約ऀにお支払いし·͢ 。
ʮ解約と解約払金についてʯをごࢀরくͩ さい。

ٛҧの༰が特にॏେͳ߹にɺ保険契約·た特約をऔΓফࠂ�˙ こ͢とが Γ͋·͢ 。
� ྫ͑、ʮ現在のҩྍਫ४では࣏すことがඇৗにしい、またはࢮのおͦれがۃめてߴい病ؾに
現在かかっているʯまたはʮաڈにかかったことがあるʯことについて、ނҙに告知しなかった場合、
ೖӃதに申込み（告知）した場合等、ٗにΑΔऔফのنఆにΑΓ保険契約·ͨ ಛ約ΛऔΓফ͠ɺ
保険ۚΛ͓ࢧい͠ ·ͤ Μɻ·ͨ ɺ保険ྉのࠐ໔আࣄ༝がੜ͡ ていてɺࠐΈΛ໔আ͠ ·ͤ Μɻ
˞この場合、お支払いする解約払金はありません。また、͢ Ͱにいࠐ·Εͨ保険ྉい ·ͤ͠Μɻ
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こ
と
が
ら

ΑΔऔফ͓Αͼෆ๏औಘతʹΑΔʹٗ
ແޮʹ͍ͭͯ

Δ͜ͱΛલఏʹɺֹ͢ݮΛղɺܖݥͷอܖ͝ࡏݱ
৽ͨͳอܖݥͷ͓ਃࠐΈΛݕ౼͞Ε͍ͯΔํ
ֹݮご契約の保険契約をղ約ɺࡏݱ�˙ Δ͢ときにɺҰൠతにつ͗ のについてɺ保険契約ऀ
にとͬ てෆརӹとͳΓ·͢ 。

�・�ଟくの場合、解約払金は、払込保険料の合ܭ額よりগない金額となります。特に、契約後ؒظで
解約したときの解約払金は、まったくないか、あってごくΘͣかです。

�・�Ұ定ؒظの契約ܧଓを݅にൃ生する当のٻ権等をࣦ͏ こととなる場合があります。

˙�৽たにおਃࠐみの保険契約についてɺඃ保険ऀの݈߁ঢ়ଶͳͲにΑΓおஅΓ͢ Δ߹が Γ͋·͢ 。
� ʮਖ਼しくࠂしͳ͔ͬ た߹のσϝϦοτについてʯごࢀরください。

˙�つ͗の߹に保険契約·た特約をऔফ·たແޮとしɺ͢ Ͱに払いࠐ·Εた保険ྉ
払いし·ͤん。

�・�保険契約者、ඃ保険者または保険金のड取人のٗにより保険契約・特約の締結または෮׆が
Θれた場合ߦ

�・�保険契約者が保険金をෆ๏に取ಘする目తまたは他人に保険金をෆ๏に取ಘさせる目తをって
保険契約・特約の締結または෮׆をߦった場合

ɹɹご注意ください。
�・�։࢝（෮׆およͼ特約のத్Ճ）かΒのはいません。
� 告知義務ҧによる解除のର֎となる̎ ܦա後に取ফまたはແޮとなることがあります。
。による取ফおよͼෆ๏取ಘ目తによるແޮの場合、お支払いする払金はありませんٗ�・�
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結婚した後の手続きは？ 必要となるお手続き

あんなとき
！こんなとき

！

諸手続き Q&A

「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。必要な書類
をご案内します。

カスタマーサービスセンター

（日曜祝日、年末年始の休業日を除く9：00～18：00）

●名義変更手続き

●改印手続き

●住所変更のお申し出

●口座変更手続き 
  など

必要となるお手続き引っ越して必要なことは？

「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
当社から定期的にお送りする各種告知や重要書類
を確実にお届けするためにもお願いいたします。

●住所変更のお申し出
●口座変更手続き
  など

0120-506-094
フリーダイヤル

以下の項目について
お知らせください。

保険金の請求方法は？

「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
必要書類をご案内します。
※必要書類は別表1をご参照ください。

● 証券番号
●死亡した方のお名前
● 死亡した日
●死亡した原因（事故・病気）

など

保険金

保険金等のお支払いのながれ

お客さま オリックス生命

請求の連絡1
「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。

支払内容の確認5
お支払金額などの明細
「お手続き完了のお知らせ」
を郵送しますので、内容を
ご確認ください。

書類を準備し、提出する

すべて準備できましたらご提出ください。

3
請求書類に必要事項をご記入ください。
病院に診断書の発行をご依頼ください。
ご案内した書類をご準備ください。
※診断書などご請求に必要な書類の
発行にかかる費用は、
お客さまのご負担になります。

必要書類の発送2
ご請求にあたっての詳しいご案内と、
ご請求に必要な書類をお届けします。

保険金を
請求したいけど、
どうしたらいいの？

書類の確認・お支払い4
請求書類の不備や記載内容に不明点が
なく、事実確認を要さない場合には、当社
に書類が到達した日の翌日からその日を
含めて5営業日以内にお支払いします。
お支払いにあたっては、ご指定の口座へ
送金します。
※くわしくは「保険金等のお支払時期につ
いて」をご参照ください。
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保険金

保険金等のお支払いのながれ

お客さま オリックス生命

請求の連絡1
「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。

支払内容の確認5
お支払金額などの明細
「お手続き完了のお知らせ」
を郵送しますので、内容を
ご確認ください。

書類を準備し、提出する

すべて準備できましたらご提出ください。

3
請求書類に必要事項をご記入ください。
病院に診断書の発行をご依頼ください。
ご案内した書類をご準備ください。
※診断書などご請求に必要な書類の
発行にかかる費用は、
お客さまのご負担になります。

必要書類の発送2
ご請求にあたっての詳しいご案内と、
ご請求に必要な書類をお届けします。

保険金を
請求したいけど、
どうしたらいいの？

書類の確認・お支払い4
請求書類の不備や記載内容に不明点が
なく、事実確認を要さない場合には、当社
に書類が到達した日の翌日からその日を
含めて5営業日以内にお支払いします。
お支払いにあたっては、ご指定の口座へ
送金します。
※くわしくは「保険金等のお支払時期につ
いて」をご参照ください。
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อۚݥͷ͓ࢧظ࣌ʹ͍ͭͯ
˙��保険金等のご請求が͋ͬ た߹ɺࣾɺ請求ॻྨがࣾに౸ୡしたˎ のཌ ら͔ͦ のを
ؚΊて̑ ӦۀҎに保険金等をお支払いし·͢ 。
ただしɺ保険金等をお支払い Δ͢たΊの֬ೝɾরձɾௐࠪがඞཁͳ߹ɺҎԼのとおΓとし·͢ 。

保険ۚ等Λ͓ࢧい͢ΔͨΊの֬ೝ等が必要な߹ ظ࣌ࢧ͓

ᶃ

保険ۚ等Λ͓ࢧい͢Δͨ Ίに֬ೝが必要なつ͗の߹
ɾ保険ۚ等の͓ࢧࣄ༝ൃੜの༗ແの֬ೝが必要な߹
ɾ保険ۚ等の໔ࣄ༝に֘当͢ΔՄੑが Δ͋߹
ɾࠂٛҧに֘当͢ΔՄੑが Δ͋߹
ɾॏେࣄ༝ɺٗ·ͨ ෆ๏औಘతに֘当 Δ͢Մੑが Δ͋߹

ٻॻྨが当社に
౸ୡͨ͠ˎのཌ
͔ΒͦのΛؚΊて
��Ҏ内に͓ࢧい

·͢͠ ɻ

ᶄ

ߦᶃの֬ೝΛ͏ه্ Ίͨにಛผなরձௐࠪが必要なつ͗の߹
ɾห࢜ޢ๏にͮج র͘ձͦのଞ๏ྩにͮج র͘ձが必要な߹
ɾ ؔػڀݚ等のઐؔػにΑΔҩֶ·ֶͨ等のՊֶٕज़

తなಛผのௐࠪɺੳ·ͨ ؑఆが必要な߹
ɾ 保険契約ऀɺඃ保険ऀ·ͨ 保険ۚ等のडऔਓΛඃٙऀと͠

てɺࠪɺىૌͦのଞのࣄܐ手続が։࢝͞Εͨ と͜がใಓ等
Ͱ໌Β͔ Ͱ Δ͋߹に͓ Δ͚ɺૹகɺىૌɺܾ等のࣄܐ手続
の結Ռについてのܯɺݕ等のࠪؔػ·ͨ ࡋॴにର

Δ͢রձが必要な߹
ɾຊࠃ֎に͓ Δ͚ௐࠪが必要な߹

ٻॻྨが当社に
౸ୡͨ͠ˎのཌ
͔ΒͦのΛؚΊて
���Ҏ内に͓ࢧい

·͢͠ ɻ

�ˎٻॻྨが当社に౸ୡしたとは、උされたٻॻྨが当社に౸ୡしたをいいます。
˞�保険金等をお支払いするための্هᶃ、ᶄの֬ೝ等にࡍし、保険契約者、ඃ保険者、保険金等のड取人が
正当な理༝なくͦ の֬ೝ等を͛、または֬ೝ等にԠ͡ なかったときは、当社はこれにより֬ೝ等がԆした
。ののをෛΘͣ、ͦのؒは保険金等をお支払いしませんؒظ

ೝについて࣮֬ࣄ
のঢ়況なͲについて、ඃ保険者ごՈ、ҩྍ機関等へա・༰、োܦのྍ࣏
ೝを࣮࣮֬ࣄ 前に当社かΒご࿈བྷの͏ࣄ、する場合があります。この場合ࢪ ͑、当社の
社һまたは当社ҕୗの֬ೝ会社の୲当者がいます。ͦ のࡍは、ごྗڠおئい
いたします。
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ɹɹご注意ください。
�・�契約かΒͦ のをؚめて1ҎにࡂҎ֎のݪҼによりࢮした場合には、ࢮ保険金の
お支払額は保険金額の50ˋになります。։࢝かΒ契約までのؒにඃ保険者がࢮ
したとき同༷に取り扱います。

無配当 引 受 基 準 緩 和 型 終身保険（低解約払戻金型）（2015）

ऴอݥ 新RISE SupportʦϥΠζɾαϙʔτʧ

͘͠ Έ

ಛ 

ඃ保険ऀがࢮͨ͠ ときにࢮ保険ۚΛ͓ࢧい͠ ·͢ɻ

1. Ұੜ֔Λ௨ て͡保োが続き·͢ のͰɺいつ·Ͱ҆৺Ͱ͢ɻ

2. 保険ྉؒظࠐΛ௨ て͡ղ約ۚΛ੍͢Δ͠ Έ͘Ͱ保険ྉΛࢉܭ て͠い·͢ ɻ
く˞Θしくはʮ解約と解約払金についてʯをごࢀরくͩ さい。� 52 ページ

3. 約ॴఆのߴোঢ়ଶɾମোのঢ়ଶに֘当͠ ͨ߹に保険ྉのࠐΈが໔আ
Ε͞·͢ ɻ

ɹɹ� く˞Θしくはʮ保険料の払込免除についてʯをごࢀরくͩ さい。� 23 ページ

4. ಛఆ࣬පにΑΓ約ॴఆのঢ়ଶに֘当͠ とͨきに保険ྉのࠐΈが໔আ͞ ΕΔ「ಛఆ࣬ප
保険ྉࠐ໔আಛଇ」Λద༻͢Δ͜ とがͰき·͢ ɻ

ɹɹ� く˞Θしくはʮ特定疾病保険料払込免除特則についてʯをごࢀরくͩ さい。� 25 ページ

ご契約

1年後の契約応当日

死亡保険金

解約払戻金

一 

生 

涯 

保 

障

災害による死亡

災害以外の原因による死亡

解約払戻金は抑制されています
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保険ۚࢮ

ඃ保険ऀがɺ։࣌࢝Ҏޙの保険ؒظதにࢮͨ͠ とき
。保険金ड取人にお支払いしますࢮ保険金をࢮ

保険金のお支払いについて

˙�この保険契約 ら͔ͦ のをؚΊて̍ Ҏにࢮした߹にɺࢮ保険金のお支払ֹ
保険金ֹの��ˋにͳΓ·͢ 。

˙��։࣌࢝Ҏ後にൃੜしたෆྀのނࣄ·たൃපした特定のײછにΑΔ߹にɺお支払ֹ
保険金ֹのશ とֹͳΓ·͢ 。

� �ただしɺつ͗ のいͣΕ͔にΑΓ支払ࣄ༝に֘した߹にɺこのن定のద༻ Γ͋·ͤ ん。
�・�保険契約者またはඃ保険者のނҙまたはॏେなաࣦ
ҙまたはॏେなաࣦނ保険金ड取人のࢮ�・�
�・�ඃ保険者の൜ߦࡑҝ
�・�ඃ保険者のਫ਼ਆোのঢ়態にあることをݪҼとするނࣄ
�・�ඃ保険者のటਲのঢ়態をݪҼとするނࣄ
�・�ඃ保険者が๏ྩに定めるӡస֨ࢿを࣋たないでӡసしているؒに生͡ たނࣄ
�・�ඃ保険者が๏ྩに定めるञؾଳͼӡసまたはこれに૬当するӡసをしているؒに生͡ たނࣄ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹなͲ�

˞�ෆྀのނࣄについてはผද2ʮରとなるෆྀのނࣄʯをごࢀরくͩ さい。なお、ෆྀのނࣄによるࢮは、
ͦのނࣄのかΒ180Ҏに生͡ た場合にݶります。
রくͩࢀછʯをごײછについてはผද5ʮରとなるײ˞ さい。

契約͔ら�Ҏのࢮ保険金の支払ֹについて

˙�ඃ保険ऀがɺ։࣌࢝Ҏ後にൃੜしたෆྀのނࣄにΑͬ てɺͦ のނࣄの ら͔���Ҏにɺ
߹ঢ়ଶに֘したোߴ
˞ෆྀのނࣄについてはผද2ʮରとなるෆྀのނࣄʯをごࢀরくͩ さい。
রくͩࢀঢ়態ʯをご度োߴঢ়態についてはผද3ʮରとなる度োߴ˞ さい。

˙��ඃ保険ऀがɺ։࣌࢝Ҏ後にൃੜしたෆྀのނࣄにΑͬ てɺͦ のނࣄの ら͔���Ҏにɺ
ย໌ࣦ؟ɺ྆ ࣖௌྗࣦͳͲのମোのঢ়ଶに֘した߹
˞ෆྀのނࣄについてはผද̎ʮରとなるෆྀのނࣄʯをごࢀরくͩ さい。
˞ମোのঢ়態についてはผද̐ʮରとなるମোのঢ়態ʯをごࢀরくͩ さい。

23

ˠ�約款ୈ40ࢀ�র���ˠ�約款ୈ1ࢀ�রɹ�

保険ྉの払ࠐ໔আについて
つ͗の߹にকདྷの保険ྉの払ࠐみが໔আさΕ·͢ 。

���ˠ�約款ୈ4ࢀ�রɹ�



保険金をす͙ࢮ保険金のड取人はࢮ にड͚取Βͣ に、ॴ定のؒظ、当社にਾ͑ஔくことができます。
この場合、ਾஔ金にはॴ定の利ଉをおつ し͚ます。ࢮ保険金のड取人はਾஔؒظதいつでਾஔ金
શ額の払ग़しをٻすることができます。
˞ਾஔ金とは当社にਾ͑ஔくؒ のࢮ保険金のことをいいます。
˞ਾஔ金の利については、当社のΣϒαΠトでご֬ೝくͩ さい。

保険金のਾஔ支払ࢮ

˙�この保険ɺࠂ߲目をݶ定しɺҾडج४を؇ Δ͢ことͰɺ࣋පが Δ͋ํɺೖӃݧܦが Δ͋ํが
ごՃೖし͢いΑ͏ にઃܭさΕてい·͢ 。このたΊɺ保険ྉࣾのଞのऴ保険にൺׂ し૿
さΕてい·͢ 。

˙�݈ をいただくことͰɺ保険ྉがׂ૿しさΕていͳいࣾのଞのࠂͳࡉঢ়ଶについてΑΓৄ߁
ऴ保険にご契約いただ Δ͚߹が Γ͋·͢ 。

Ҿडج४؇ܕऴ保険ʢղ約払金ܕʣʢ����ʣの
ཹ意について

˙�保険契約ऀ·たඃ保険ऀのނ意·たॏେͳաࣦにΑߴΓ োঢ়ଶに֘した߹

˙��つ͗ のいͣ Ε͔ にΑΓମোのঢ়ଶに֘した߹
�・�保険契約者またはඃ保険者のނҙまたはॏେなաࣦによるとき
�・�ඃ保険者の൜ߦࡑҝによるとき
�・�ඃ保険者のਫ਼ਆোのঢ়態にあることをݪҼとするނࣄによるとき
�・�ඃ保険者のటਲのঢ়態をݪҼとするނࣄによるとき
�・�ඃ保険者が๏ྩに定めるӡసࢿ を֨࣋たないでӡసしているؒに生͡ たނࣄによるとき
�・�ඃ保険者が๏ྩに定めるञؾଳͼӡసまたはこれに૬当するӡసをしているؒに生͡ たނࣄによるとき
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹなͲ

保険ྉ払ܦؒظࠐա後の΄͔ɺ
つ͗の߹にこのن定のద༻ Γ͋·ͤん。

「ಛఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আಛଇ」Λద༻ͨ͠ ߹の保険ྉのࠐ໔আについて
「ಛఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আಛଇについて」Λ͋Θͤて͝ࢀরͩ͘ い͞ɻ

2�

���ˠ�約款ୈ5ࢀ�রɹ�
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保険料払込ؒظதに、ඃ保険者が特定疾病（ѱੑ新生（がん）、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத）により
約款ॴ定のঢ়態に֘当したときに、কདྷの保険料の払込みを免除します。

˞特定疾病とは、ѱੑ新生（がん）、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔதをࢦします。
ɹʮ্ൽ新生ʯおよͼʮൽෘのѱੑࠇ৭जҎ֎のൽෘがんʯは保険料の払込の免除のରとなるѱੑ
新生（がん）ではありません。

ɹくΘしくはผද̔ʮରとなるѱੑ新生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔதʯをごࢀরくͩ さい。

ѱੑ新生（がん）による保険料の払込の免除についてはѱੑ新生։࢝かΒ保োします。
˞ѱੑ新生։࢝は、։࢝（෮׆の։࢝について同༷とします。）かΒͦ のをؚめて
91目です。

この特則をద用した場合、この特則をద用した場合の保険料がద用されます。

˙�この特ଇの保険ྉの払ࠐの໔আࣄ༝
保険料払込ؒظதに、ඃ保険者がҎԼのいͣれかに֘当したとき
˖ඃ保険者がѱੑ新生։࢝前にѱੑ新生（がん）とஅ֬定されたことがなく、ѱੑ新生
։࢝Ҏ後に、ॳめてѱੑ新生（がん）にጶױしたとஅ֬定されたときʢѱੑ৽ੜʢが
んʣのஅ֬定அ֬定のࠜڌとͳͬ たࠪݕの࣮ࢪをͬ てɺѱੑ৽ੜʢがんʣとஅ֬定
さΕたのとみͳし·͢ 。ʣ

˖ඃ保険者が։࣌࢝Ҏ後の疾病をݪҼとして、ੑٸ৺࠹ߎےをൃ病し、ͦ の疾病によりॳめて
ҩࢣの をྍड た͚かΒͦ のをؚめて60Ҏ্、࿑ಇの制ݶをඞཁとするঢ়態（ܰいՈࣄ等の
ܰ࿑ಇࣄ務等の࠲業はできるが、ͦれҎ্の׆ಈでは制ݶをඞཁとするঢ়態）がܧଓしたとҩࢣ
によってஅされたとき

˖ඃ保険者が։࣌࢝Ҏ後の疾病をݪҼとして、ଔதをൃ病し、ͦの疾病によりॳめてҩࢣの
ྍをड͚たかΒͦ のをؚめて60Ҏ্、ޠݴো、ӡಈࣦௐ、ຑᙺ等の他֮తなਆֶܦత後
Ҩがܧଓしたとҩࢣによってஅされたとき

特定࣬ප保険ྉ払ࠐ໔আ特ଇについて

ˠ�約款ୈ41ࢀ�র

ˠ�約款ୈ43ࢀ�র

悪性新生物（がん）

急性心筋梗塞

脳卒中

90日待期間

悪性新生物責任開始日責任開始日

保険料の払込みを免除

保険料払込期間
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˙�ѱੑ৽ੜ։࢝લにѱੑ৽ੜʢがんʣとஅ֬定さΕた߹のऔѻい

・�保険契約締結のࡍまたは෮׆のࡍのѱੑ新生։࢝前にѱੑ新生（がん）とஅ֬定
された場合、ѱੑ新生（がん）による保険料の払込みの免除はできません。

・�ѱੑ新生（がん）のஅ֬定の（この場合にお͚るѱੑ新生（がん）のஅ֬定のは、அ�
֬定のࠜڌとなった検ࠪの࣮ࢪではなく、࣮ にஅ֬定されたをいいます。）かΒͦࡍ のをؚめて�
か݄̒Ҏに保険契約者かΒお申しग़があったときは、この特則をແޮとし、すでに払い込んで�
いたͩいた保険料の͏ ͪ、この特則部分にかかΘる保険料૬当分を保険契約者に払いします。�
（෮׆の場合はこの特則部分の෮׆をແޮとし、෮׆のࡍに払い込んでいたͩいた金額およͼ�
෮׆Ҏ後払い込んでいたͩいた保険料の͏ ͪ、この特則部分にかかΘる金額を保険契約者に払い
します。この場合、この特則部分は෮׆前に取りফされたのとして取り扱います。）

ɹ˞お申しग़は保険料払込ؒظຬ了前のお申しग़にݶります。
ɹ˞保険契約が、告知義務ҧまたはॏେࣄ༝による解除に֘当する場合にはこの取扱いはしません。

ɹɹご注意ください。

�・�この特則は保険契約の్தかΒద用することはできません。
�・�この特則のద用後は、取りফすことができません。

ˠ�約款ୈ44ࢀ�র

ѱੑ新生։࢝前にѱੑ新生（がん）とஅ֬定されていた場合で、։࢝の5
前の୯ҐのԠ当のཌかΒѱੑ新生։࢝の前までのؒظにѱੑ新生（がん）と
அ֬定されていないときは、ѱੑ新生։࢝Ҏ後にお る͚ॳめてのѱੑ新生（がん）の
அ֬定を、ॳめてのஅ֬定とみなして保険料の払込の免除ࣄ༝を取り扱います。
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保険契約は消滅します死亡保険金

▲ご請求
　（余命６か月以内と判断されるとき）

リビング・ニーズ保険金のお支払いご契約
▼

保険金は減額します
死亡保険金

▲ご請求
（余命６か月以内と判断されるとき）

▲
死亡

リビング・ニーズ保険金のお支払いご契約
▼

ϦϏϯάɾχーζ特約

ඃ保険者の༨命が̒ か݄Ҏとஅされる場合、ٻにお͚るࢮ保険金の支払額のશ部または
Ұ部をリϏング・χーζ保険金としてඃ保険者にお支払いします。
˞༨命̒ か݄Ҏとは
ɹɹ本でҰൠにೝめΒれたҩྍによる࣏ をྍߦってŊ༨命が̒ か݄Ҏであることをҙຯします。
ɹɹ༨命̒ か݄ҎのஅはŊҩࢣのهೖしたஅॻŊٻॻྨにͮجいて当社がஅします。

ಛͷ͘͠ Έ

˙�請求にお Δ͚ࢮ保険金の支払ֹのશ෦をお支払い Δ͢߹

˙�請求にお Δ͚ࢮ保険金の支払ֹのҰ෦をお支払い Δ͢߹

�・�保険契約およͼすての特約はͦ のٻにさかの っ̈́てফ໓します。

定保険金額にରԠする保険金額ࢦ�・� をˎリϏング・χーζ保険金のٻにさかの っ̈́て減額したの
とします。
�ˎ契約かΒͦ のをؚめて̍ ҎにリϏング・χーζ保険金のごٻをड͚てお支払いした場合には、
定保険金額の̎ࢦ ഒの金額となります。

�・�リϏング・χーζ保険金の支払後ܧଓする部分については、Ҿきଓき減額後の保険料の払込みが
ඞཁとなります。

。保険金ड取人にお支払いしますࢮに࣌ࢮଓする部分の保険金額は、ඃ保険者ܧ�・�

28
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�【ϦϏϯάŋχʔζ保険ۚの͓ࢧいについて】
保険金の͏ࢮ�˙ ͪŊඃ保険者がࢦ定した金額（ࢦ定保険金額）かΒ̒ か݄ؒのࢦ定保険金額にରԠ
する利ଉおよͼ保険料૬当額を しࠩҾいた金額が支払金額です。

� ɿ̖ࢦ定保険金額（ごٻ額）
� ɿ̗ࢦ定保険金額にରԠする̒ か݄分の利ଉ
� ɿ̘ࢦ定保険金額にରԠする̒ か݄分の保険料૬当額
ɹɹɹ支払金額ʹ̖ ʵ̗ ʵ̘

が（人ٻ定代理ࢦまたは）にඃ保険者࣌ٻは、当社の定めるൣғで（額ٻご）定保険金額ࢦ�˙
定してくͩࢦ さい。

� 。保険金の支払額はリϏング・χーζ保険金のରとなりませんࢮに関する特則によるࢮࡂ˞

を（保険用ྍ࣏がん）定保険金額は、同Ұඃ保険者につき、この特約とがんリϏング・χーζ特約ࢦ�˙
௨ࢉして3ߴ࠷000ສԁとします。

˙��ओ契約のࢮ保険金をお支払いしたか、またはお支払いすることとした場合には、ͦ の後にリϏング・
χーζ保険金のٻをड͚てお支払いしません。

˙��リϏング・χーζ保険金をお支払いする前に、ओ契約のࢮ保険金のٻをड た͚場合には、リϏング・
χーζ保険金のٻがなかったのとして取り扱い、リϏング・χーζ保険金はお支払いしません。

リϏング・χーζ保険金のお支払いはŊ̍ 契約につき̍ 回ݶりとします。
またŊこの保険金が支払Θれたことによって保険契約がফ໓または保険金が減額してŊ解約
払金はありません。

2�



【ϦϏϯάɾχʔζ保険ۚΛ͓ࢧいͰきない߹について】
�リϏング・χーζ保険金の支払ࣄ༝がൃ生して、つぎの場合にはお支払いできません。
˖�免ࣄ༝に֘当したとき
�・�疾病またはইのݪҼが保険契約者、ඃ保険者のނҙによるとき
�・�ઓ૪ のͦ他の変ཚにより支払ࣄ༝に֘当したとき
� たͩ し、ͦのఔ度によってはリϏング・χーζ保険金のશ部またはҰ部をお支払いすることがありますŇ
˖�告知いたͩ いた༰がࣄ と࣮૬ҧし、保険契約が解除されたとき
˖�保険料の払込みがߦΘれͣ、保険契約がࣦ しޮたとき
˖�ॏେࣄ༝により保険契約が解除されたとき
による取ফまたはෆ๏取ಘ目తによるແٗ�˖ とޮされたとき
˞�特約のՃঢ়況なͲにより取扱いがҟなることがあります。

【ͦのଞの͝ҙ】
˖�保険契約者が๏人である場合には、リϏング・χーζ特約はՃできません。
˖�保険契約が解約ͦの他のࣄ༝によってফ໓したときは、リϏング・χーζ特約はফ໓します。
˖�保険契約に࣭権がઃ定されている場合には、リϏング・χーζ特約はՃできません。
また、保険ؒظの్தで࣭権がઃ定された場合には、リϏング・χーζ特約はফ໓します。

˖�ごٻにあたっては当社ॴ定のஅॻの提ग़がඞཁです。
� அॻには、ඃ保険者の༨命が̒ か݄Ҏであることに関するҩࢣのҙݟをهೖしていた くͩ部分が
あります。また、当社がඞཁとೝめた場合には、当社のࢦ定するҩࢣのஅをٻめることがあります。
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˙�ਃࠐॻɾࠂॻɺ保険契約ऀおΑͼඃ保険ऀごࣗͰهೖしてください。هೖ༰をे
お͔֬Ίの͏ ͑ɺॺ ɾ໊ೀҹをおئいいたし·͢ 。

˙�ୈ̍ճ保険ྉ·たୈ̍ճ保険ྉॆ金の払ࠐみとྖऩূについて
 ᶃ当社ۜ࠲ޱߦにいࠐΜͰいͨͩ ͘߹
� ɹۜߦ等のࣗಈ༬払機（̖ ̢̩ ）૭ޱかΒおৼ込みいた くͩ場合は、ྖ ऩূをൃߦしません。
� ɹ保険契約ཱ後に保険ূ݊がおखとにಧくまで、おৼ込みの߇ を͑େに保してくͩ さい。

 ᶄΫϨδοτΧʔυ࠲ޱৼସͰいࠐΜͰいͨͩ ͘߹
� ɹྖऩূをൃߦしません。

 ᶅ当社のੜ໋保険ืूਓにいࠐΜͰいͨͩ ͘߹
� ɹ当社ॴ定のୈ̍ 回保険料ॆ当金ྖऩূをൃߦしますので、ඞͣおड͚取りくͩ さい。

˞このྖऩূには当社の社໊と社ҹがҹされています。
� ෳࣸࣜでهೖされていない場合、Ճචగ正のある場合、生命保険募集人のॺ໊のない場合には
ʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへご࿈བྷくͩ さい。

˙�ୈ̍ճ保険ྉॆ金のऔѻいについて
�・�当社がお申込みのおҾड を͚ঝする前に、ୈ̍ 回保険料に૬当する金額を払い込んでいた くͩ
場合には、当社はୈ̍ 回保険料ॆ当金としてྖऩします。

�・�当社が保険契約をお申込みͲおりঝするときには、ୈ̍ 回保険料にॆ当します。同࣌に前ೲ保険料を
払い込んでいた くͩ場合には、当社がੵみཱてておきます。

�・�当社がお申込みのおҾड͚をおஅりするときは、ୈ̍回保険料ॆ当金をおฦしします。この場合、
利ଉはおつ し͚ません。

�・�当社がお申込みのおҾड を͚ঝした後に、保険料を払い込んでいた くͩ場合は、ୈ̍回保険料
としてྖऩします。

˙�契約֬ೝについて
当社の社һまたは当社でҕୗした者が、申込༰告知༰について֬ೝに͏ ことがあります。
ͦのࡍは、ごྗڠおئいいたします。

͓ਃࠐΈʹ͍ͭͯ

32
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อোͷ։ظ࣌࢝ʢ։࢝ʣʹ ͍ͭͯ

˙�ࣾが保険契約をおҾड͚͢Δことをঝした߹にɺҎԼの͔࣌ら保険契約্の
を։࢝し·͢ 。

ᶃʮ։࢝にؔ Δ͢特約ʯをՃした߹

�

ᶄ্هҎ֎の߹

�
�・� �特定疾病保険料払込免除特則の։࢝については
ɹ�ʮ特定疾病保険料払込免除特則についてʯをごࢀরくͩ さい。ɹ 25ページ

ˠ�約款ୈ7ࢀ�র�
ˠ�։࢝に関する特約ࢀ�র�

・申込ॻのडྖまたは告知のいͣれかい࣌かΒ保険契約্のを։࢝します。
˞申込ॻのडྖとは、当社または当社の生命保険代理ళが申込ॻをडྖした࣌をいいます。

告知申込書の受領 承諾 第1回保険料払込み

責任開始

・告知またはୈ1回保険料ॆ当金の払込みのいͣれかい࣌かΒ保険契約্のを։࢝します。
˞�ୈ1回保険料ॆ当金またはୈ1回保険料をクϨジットΧーυにより払い込んでいた くͩ場合には、当
社がクϨジットΧーυの༗ޮੑ等の֬ೝをした࣌にୈ1回保険料ॆ当金またはୈ̍ 回保険料を払い
込んでいたͩいたのとします。
ɹ༗ޮੑ等の֬ೝとは、クϨジットΧーυが༗ޮでかつ利用ݶ度であること等を֬ ೝすることをいいます。
˞�保険契約をおҾड͚することがܾ定した後に、ୈ1回保険料かΒ࠲ޱৼସにより保険料を払込みい
たͩ く場合は、ୈ1回保険料ৼସかΒ保険契約্のを։࢝します。

告知申込み 第1回保険料
充当金払込み

承諾

責任開始

申込み
第1回保険料
充当金払込み

告知 承諾

責任開始



˙�ʮ։࢝にؔ Δ͢特約ʯをՃした߹
ୈ1回保険料の払込ؒظは、։࢝かΒͦ のཌ݄までです。
また、ୈ1回保険料の༛༧ؒظは、払込ؒظຬ了のཌ݄ॳかΒཌʑ݄ のまでです。

ɹɹご注意ください。
�・� �ୈ1回保険料の༛༧ؒظຬ了までにୈ1回保険料の払込みがなかった場合、保険契約はແ
ޮとなります。

�・� �ୈ1回保険料の払込みがないままୈ1回保険料の༛༧ؒظຬ了までに保険金等の支払ࣄ༝
が生 た͡場合は、ୈ1回保険料（ୈ2回Ҏ後の保険料がある場合はͦの保険料をؚみます。）を
支払͏ き保険金等かΒ しࠩҾきます。

อ݊ূݥͷૹʹ͍ͭͯ
˙�保険ূ݊をૹし·͢ 。
�� �保険契約が しཱますと保険ূ݊をૹります。保険ূ݊にॻいてあることがΒが、お申込みの༰と
૬ҧしていないかお֬かめくͩ さい。ສҰ、お申込みの༰と૬ҧしているときは、すみかにʮΧελϚー
αーϏεηンλーʯへご࿈བྷくͩ さい。

3�
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ͭ ͷ͗߹ʹอۚݥΛ͓ࢧ͍Ͱ͖·ͤΜ
˙�支払ࣄ༝に֘しͳい߹
� 支払ࣄ༝に֘当しない場合には、保険金等をお支払いできません。

˞支払ࣄ༝については、ʮ保険金のお支払いについてʯ、ʮ特約についてʯをごࢀরくͩ さい。
ʮ保険金のお支払いについてʯ
ʮ特約についてʯ
保険料の払込免除については、։࣌࢝（෮׆およͼ特約のத్Ճの։࣌࢝をؚみま
す。）前にൃ病していた病ؾൃ生したෆྀのނࣄ等をݪҼとする場合には、保険料払込免除ࣄ༝に
֘当したことにはなりません。

ɹ �˞た しͩ、։࣌࢝前にൃ病した病ؾであって、։࣌࢝Ҏ後にঢ়がѱ化した場合等には、
։࣌࢝Ҏ後にൃ病した病ؾとみなして保険料払込免除ࣄ༝を取り扱います。
（ѱੑ新生（がん）による場合は取扱いがҟなります。次ページごࢀরくͩ さい。）

˙�໔ࣄ༝に֘した߹
ɹ�つぎのよ͏ な場合には、支払ࣄ༝に֘当して保険金等のお支払いはできません。

 ɾ  ࢮ保険ۚについて
ᶃ։࢝（෮׆をؚみます。）かΒ̏ Ҏにඃ保険者がࣗࡴしたとき
ᶄࢮ保険金ड取人がނҙにඃ保険者をࢮさせたとき
ᶅ保険契約者がނҙにඃ保険者をࢮさせたとき
রくͩࢀᶃᶄᶅに֘当した場合の取扱いについては、約款をごه্˞ さい。

 ɾ ઓ૪ͦのଞの変ཚにΑΓࢧࣄ༝に֘当͠ ͨ߹
支払ࣄ༝に֘当するඃ保険者のの૿Ճがこの保険のࢉܭのૅجにӨڹをٴ΅すときは、当社は、
。保険金を削減してお支払いする場合がありますࢮ

ɾ 保険ྉのࠐ໔আについて
ʮ保険料の払込免除についてʯをごࢀরくͩ さい。

˙��ɺՐ·たしくઓ૪ͦのଞのมཚにΑΓ保険ྉの払ࠐ໔আࣄ༝に֘した
߹
保険料の払込免除について保険料のҰ部またはશ部についてͦの払込みを免除しない場合があ
ります。

߹と૬ҧしɺ保険契約·た特約がղআさΕた࣮ࣄしていただいた༰がࠂ�˙
ʮ正しく告知しなかった場合のデメリットについてʯをごࢀরくͩ さい。

23ページ

27ページ

16ページ

23 ページ
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˙�保険契約·た特約がॏେࣄ༝にΑΓղআさΕた߹
ॏେࣄ༝とは、
ᶃ�保険契約者、ඃ保険者（ࢮ保険金の場合はඃ保険者を除きます。）または保険金のड取人が
この保険契約の保険金を取する目తしくは他人に取させる目తでނࣄをىこしたとき（ະを
ؚみます。）

ᶄ�この保険契約の保険金のٻに関して、保険金のड取人にߦٗҝ（ະをؚみます。）が
あったとき

ᶅ�保険契約者、ඃ保険者または保険金のड取人が、社会త （ྗˎ ）̍に֘当するとೝめΒれるとき、
またはこれΒの社会త とྗ社会తにඇされるき関（ˎ ）̎を༗しているとೝめΒれるとき

ᶆ�্ 、ᶃᶄᶅの他、当社の保険契約者、ඃ保険者または保険金等のड取人にରする৴པをଛないه
この保険契約のଘଓをࠔとする্هᶃᶄᶅと同等のॏେなࣄ༝があるとき

をいいます。
˞�্ ༝が生͡ࣄのه たҎ後に、保険金の支払ࣄ༝または保険料の払込免除ࣄ༝が生͡ たときは、当
社は保険金のお支払いまたは保険料の払込免除をߦいません。（্هᶅのࣄ༝にのみ֘当した場
合で、ෳの保険金のड取人の͏ ͪのҰ部のड取人͚ͩ が֘当したときにݶり、保険金の͏ ͪ、ͦの
ड取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他のड取人にお支払いします。）すで
に保険金をお支払いしていたときで、ͦのฦ をؐٻすることができ、また、すでに保険料の払込み
を免除していたときでͦ の保険料の払込みをٻめることができます。

（ˎ ）̍�ྗஂ、ྗஂһ（ୀ後̑ をܦաしない者をؚΉ）、ྗஂ४構һまたはྗஂ関
業ا のͦ他の社会త をྗいいます。

（ˎ ）̎�社会తྗにରするࢿ金等の提ڙしくはศٓのڙ༩、社会తྗのෆ当な利用
を͏ߦ こと等をいいます。また、保険契約者しくは保険金のड取人が๏人の場合は、社
会తྗによるا業ܦӦの支しくは࣮࣭తな関༩があることいいます。

�� � � � � � �

˙�保険契約·た特約がٗにΑΔऔফ·たෆ๏औಘ目తにΑΔແޮとさΕた߹
ʮٗによる取ফおよͼෆ๏取ಘ目తによるແޮについてʯをごࢀরくͩ さい。

˙�保険契約がࣦޮしていΔ߹
保険契約がࣦ しޮたあとに支払ࣄ༝が生͡ て保険金等は支払いません。

˙�ѱੑ৽ੜ։࢝લにѱੑ৽ੜʢがんʣとஅ֬定さΕた߹
ѱੑ新生（がん）による保険料の払込の免除はできません。
ʮ˞特定疾病保険料払込免除特則についてʯをごࢀরくͩ さい。
ɹ

17ページ

25 ページ
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อۚݥΛ͓ࢧ͍͢Δ߹·ͨ
ྫࣄ͍Ͱ͖ͳ͍߹ͷ۩ମతࢧ͓
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をΘかりすくごઆ໌するため、代දతなྫࣄ
をߟࢀとしてあ͛ たのです。ごՃೖのظ࣌によっては取扱いがҟなる場合がありますので、࣮ の保険ࡍ
契約での取扱いに関しては、契約༰・約款をඞͣご֬ೝくͩ さい。また、ه載Ҏ֎にೝめΒれる࣮ࣄ
関等によって取扱いにҧいが生͡ ることがあります。
˞契約༰は、保険ূ݊、ʮしくみと特ʯ、ʮ特約についてʯをごࢀরくͩ さい。
ʮしくみと特ʯ
ʮ特約についてʯ

ٛҧが͋ͬࠂ保険金ʢࢮ�˙ たときʣ

【ղઆ】
お申込みにࡍしては、ͦのときのඃ保険者の݈߁ঢ়態等について正֬に告知していたͩ くඞཁがあります。
とҟなる༰を告知した場合࣮ࣄを告知しなかった場合、または࣮ࣄҙまたはॏେなաࣦによってނ
には、保険契約は解除とし、ࢮ保険金はお支払いできません。た しͩ、告知義務ҧのରとなった
。保険金をお支払いしますࢮ、がೝめΒれない場合にはҼとのؒに、ҼՌ関ݪٻとご࣮ࣄ

˙�特定࣬ප保険ྉ払ࠐ໔আ特ଇʢ約款ॴ定の保険ྉの払ࠐの໔আࣄ༝の֘ʣ

【ղઆ】
特定疾病保険料払込免除特則は、ѱੑ新生（がん）、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔதにより約款ॴ定の
ঢ়態に֘当したときに保険料の払込みを免除します。
ɾ 「্ൽ内৽ੜ」͓ Αͼ「ൽෘのѱੑࠇ৭जҎ֎のൽෘがΜ」ɺ保険ྉのࠐの໔আのରと

なΓ·ͤΜɻ
ɾ 「ੑٸ৺࠹ߎے」Λൃප͠ɺͦ のॳ Β͔��Ҏ্࿑ಇ੍ݶΛ必要と͢ Δঢ়ଶがܧ続ͨ͠ とҩࢣ

がূ໌ な͠い߹保険ྉのࠐの໔আのରとなΓ·ͤΜɻ
ɾ 「ଔத」Λൃප͠ɺͦ のॳ Β͔��Ҏ্ޠݴোɺӡಈࣦௐɺຑᙺ等のଞ֮తなਆֶܦత

続ͨ͠ܧҨがޙ とҩࢣがূ໌ な͠い߹保険ྉのࠐの໔আのରとなΓ·ͤΜɻ

お支払いする場合

お支払い
できない場合

21ページ

27ページ

契約前の｢ຫੑ؊Ԍ｣での௨Ӄについて、告知ॻで正しく告知せͣ
にՃೖし、契約の̍ 後にʮຫੑ؊ԌʯをݪҼとする｢؊がん｣でࢮし
た場合

契約前のʮຫੑ؊Ԍʯでの௨Ӄについて、告知ॻで正しく告知せͣ
にՃೖしたが、契約の̍ 後に｢ຫੑ؊Ԍ｣とはҼՌ関のないʮң
がんʯでࢮした場合

 ・ 「急性心筋梗塞」で入院し、30日後、退院後仕事に復帰しても
いいと医師に診断された場合

 ・ 「脳卒中」で入院し、治療・リハビリの結果回復して、50日後に、
神経学的な後遺症はなくなったと医師に診断された場合

払込みを免除
する場合

「急性心筋梗塞」で入院し、70日を経過しても労働に従事することが
できないと医師に診断されている場合

払込みを免除
できない場合
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ಛٻఆཧࢦ
指定代理請求のしくみ
ड取人がඃ保険者と定めΒれている保険金等、およͼඃ保険者と保険契約者が同Ұである場合の保険
料の払込免除は、本དྷ、ඃ保険者ごࣗがٻするのですが、ඃ保険者が、ই病により保険金等およ
ͼ保険料の払込免除をٻするҙࢥදࣔがࠔなとき、がんにጶױしたことを知ΒないときなͲに、あ
Βか͡ めࢦ定されたඃ保険者のށ੶্のۮ者または̏ 等のがඃ保険者に代Θってٻする
ことができます。
˞保険金等とは保険金（リϏング・χーζ保険金ؚみます。）、څ金、Ұ࣌金およͼ金をさします。

˙�指定代理請求について
。ができる保険金等およͼ保険料の払込免除はҎԼのとおりですٻ定代理ࢦ˖
ᶃඃ保険者がड取人となる保険金等
ᶄඃ保険者と保険契約者が同Ұの場合での保険料の払込免除
ɹʮ保険料の払込免除についてʯ
ɹʮ特定疾病保険料払込免除特則についてʯ

。ができるओな場合はҎԼのとおりですٻ定代理ࢦ˖
ᶃඃ保険者のই病のঢ়がॏく、保険金等をٻするҙࢥදࣔがࠔであるとき
ᶄඃ保険者が、がん等にጶױしたࣄ を࣮知Βないとき

人のൣғٻ定代理ࢦ˖
保険契約者は、ඃ保険者の同ҙをಘて、つぎのなかかΒࢦ定代理ٻ人を̍ 定することがࢦ໊
できます。
ᶃඃ保険者のށ੶্のۮ者
ᶄඃ保険者の̏ 等の
。することできますߋ人を変ٻ定代理ࢦ˞

˖ҎԼの場合には、ࢦ定代理ٻができません。
者でなくۮ੶্のށを解ফしてに、ඃ保険者とのࠗҽ関࣌ٻ人が、ٻ定代理ࢦ�・�
なったとき

できないঢ়態ٻҙまたはॏେなաࣦにより、ඃ保険者を、保険金等をނ人がٻ定代理ࢦ�・�
に֘当させたとき

23 ページ
25 ページ
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代理請求のしくみ
できないٻ人ٻ定代理ࢦ、人が͚ܽている場合ٻ定代理ࢦ、ができる場合でٻ定代理ࢦ
ຓのॱҐでඃ保険者࢞ᶅܑఋ、ࢠ者、ᶄまたはۮ੶্のށ情があるときなͲにはඃ保険者の、ᶃࣄ
に代Θってٻすることができます。

˙�代理請求について
。ができますٻできない場合は代理ٻ人が、ҎԼに֘当し保険金等をٻ定代理ࢦ˖
ᶃ�࣌ٻに、ࢦ定代理ٻ人がࢮしているとき
ᶄ�࣌ٻに、ࢦ定代理ٻ人が、ඃ保険者のށ੶্のۮ者でないとき、または関に
ないとき

ᶅࢦ�定代理ٻ人が、ই病により、ࢦ定代理ٻができないঢ়態にあるとき
ᶆࢦ�定代理ٻ人が、ඃ保険者ががん等にጶױした࣮ࣄを知Βないとき
ᶇࢦ�定代理ٻ人がࢦ定されていないとき
ᶈࢦ�定代理ٻ人がނҙまたはॏେなաࣦにより、ඃ保険者を、保険金等をٻできないঢ়態
に֘当させたとき

˖代理ٻ人のൣғ
ᶃ�ඃ保険者のށ੶্のۮ者
ᶄށ�੶্のۮ者がいないとき、またはށ੶্のۮ者が代理ٻできないࣄ情があるときは、
ඃ保険者のまたはࢠ

ᶅ�ᶄに֘当者がなく、あるいはඃ保険者のまたはࢠに代理ٻできないࣄ情があるときは、
ඃ保険者のܑఋ࢞ຓ

˞ᶄとᶅの代理ٻできないࣄ情とは、ҎԼのよ͏ な場合をいいます。
ɹ・�代理ٻ人が、ই病により、代理ٻできないঢ়態にあるとき
ɹ・�代理ٻ人が、ඃ保険者ががん等にጶױした࣮ࣄを知Βないとき
˞ᶃかΒᶅのॱҐを変ߋすることはできません。
˞代理ٻ人がނҙまたはॏେなաࣦにより、ඃ保険者を、保険金等をٻできないঢ়態に֘当させた
ときは、次ॱҐの方が代理ٻできます。

ɹɹご注意ください。

の理༝を知るՄੑがありٻをされることによりඃ保険者がͦのごٻ代理、ٻ定代理ࢦ�・�
ますので、ごٻにࡍしてはごཹҙくͩ さい。

�・�保険契約者が๏人（かつࢮ保険金ड取人）の場合は、この特約はద用になりません。保険ؒظ
の్தで保険契約者が๏人に変ߋされた場合同༷です。

ͦ、人に保険金等をお支払いした場合ٻ人または代理ٻ定代理ࢦ�・� の後ॏෳしてٻを
ड͚て保険金等をお支払いしません。

定がある場合で、この特約をՃنのٻまたは代理ٻ定代理ࢦଘのओ契約、特約にط�・�
した場合にはこの特約のن定が༏ઌします。
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ごෆ໌ながご͟ いましたΒ、ʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへおい合Θせくͩ さい。

カスタマーサービスセンター

（日曜祝日、年末年始の休業日を除く9：00～18：00）
0120-506-094

フリーダイヤル

被保険者

曾孫

3

甥姪

3

配偶者

3

※二重線は配偶者関係を表し、
　数字は親等を表します。

伯叔父母

3

曾祖父母

3

曾祖父母

3

甥姪

3

配偶者

2

孫

2

配偶者

2

兄弟姉妹

2

配偶者

子

1

被保険者

配偶者

1

父母

1

父母

1

兄弟姉妹

2

祖父母

2

祖父母

2

伯叔父母

3

配偶者

3

配偶者

3 1

1親等

2

2親等

3

3親等

˙�指定代理請求ਓ·た代理請求ਓのൣғɺԼهをごࢀরください。
人となるൣғについてٻ定代理ࢦ˖
ɹҎԼのൣғかΒ1໊をࢦ定することができます。

˖代理ٻ人となるൣғについて
ɹଠでғまれているۮ者、ඃ保険者の・ࢠ、ඃ保険者のܑఋ࢞ຓがରとなります。
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อݥྉͷํࠐ๏ʹ͍ͭͯ
˙�保険ྉ払݄ظࠐதにつ͗ のํ๏Ͱࣾ払いࠐんͰください。

ᶃ࠲ޱৼସͰいࠐΜͰいͨͩ ͘߹ʢɺɺ݄ ʣ
当社およͼ当社がҕୗしているৼସ代ߦ会社が提ܞしている金༥機関等に։ઃされた保険
契約者のࢦ定の࠲ޱかΒ、保険料がࣗಈతに当社の࠲ޱにৼりସ Β͑れます。なお、ෳの保険
契約のࢦ定࠲ޱが同Ұの場合、すての保険契約の保険料が合ࢉされてৼりସ Β͑れます。

【༬ۚߴෆ足等の理༝Ͱৼସ͑Ͱきな͔ͬͨ ߹】
ཌ݄のৼସにつぎの金額を࠶度ৼりସ ま͑す。

� ・�݄ 払の保険契約は2か݄分
� ・�払・払の保険契約は同Ұ金額

ᶄΫϨδοτΧʔυにΑΓいࠐΜͰいͨͩ ͘߹ʢɺɺ݄ ʣ
� ・�クϨジットΧーυ払特約をՃした場合、クϨジットΧーυ会社を௨ て͡、当社に保険料が払い

込まれます。
� ・�クϨジットΧーυの༗ޮੑ等の֬ೝができなかった場合、保険契約者にͦのࢫ௨知しますので、

保険料の払込方๏（ܦ࿏）の変ߋखଓきをߦってくͩ さい。

ᶅ༣ศࢴ༺ࠐͰいࠐΜͰいͨͩ ͘߹ʢɺʣ
払込݄ظがۙͮきますと、あΒか͡ め当社かΒʮ保険料お払込みのごҊʯをおૹりしますので、
払込݄ظதに同෧の払込用ࢴでد࠷りの金༥機関（ۜߦ、Ώ͏ ΐͪۜߦ、༣ศہの払込機
"5.等）かΒ払い込んでくͩ さい。ͦ のࡍのडྖূは保険料ྖऩূのかΘりとなりますので、
େに保してくͩ さい。

ᶆۈઌなͲのஂମΛ௨ て͡いࠐΜͰいͨͩ ͘߹

ஂମをܦ༝して払い込んでくͩ さい。この場合は、個ʑの保険契約者にはྖऩূをൃߦしません。
˞ஂମ扱または特ผஂମ扱の保険契約にݶります。

˙��保険ྉの払ํࠐ๏のมߋについて
払込方๏（ܦ࿏）、回（払、払、݄ 払）、ৼସ࠲ޱまたは金༥機関の変ߋをرする場合、
ஂମかΒのୀ等の場合には、すみかにʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへお申しग़くͩ さい。
払込方๏の変ߋについて申しग़があった場合、当社はॴ定のࣄ務खଓきをܦて、新たな払込方๏
に変ߋします。
この場合、新たな払込方๏に変ߋされるまでのؒの保険料は、、当社へ払い込んでくͩ さい。

ɹɹご注意ください。
�・�払い込まれた保険料について、保険料ྖऩূはൃߦしません。
�・�保険料が当社ॴ定の金額をこ͑ る場合なͲ、契約༰によりクϨジットΧーυによる保険料の
払込みを取り扱 な͑いことがあります。

��

ˠ࠲ޱ�ৼସ特約ࢀ�র

ˠ�クϨジットΧーυ払特約ࢀ�র

ˠ�特ผஂମ扱特約ࢀ�রˠ�ஂମ扱特約ࢀ�র

ˠ�約款ୈ9ࢀ�র

ສҰ、払込݄ظに払込Ҋがಧかなかった場合、またはৼସに༬金࠲ޱかΒৼସ で͑きなかった
場合には、ʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへご࿈བྷいた くͩか、または、当社へ払い込んでいた くͩ
よ͏ おئいいたします。
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【契約】
ʪ͝契約例ʫɹ契約Ԡ当ɿ̍ ݄̍ ɹɹ݄͝ とのԠ当ɿຖ݄̍ 

݄̍ ̎̌ に払保険料を払い込んͩ後、݄̑̎ ̑に保険契約を解約した場合
˰�保険料の払込みをཁしなくなったのは保険契約を解約した̑ ݄̎ ̑であり、ͦ のཌҎ後࠷ॳに
౸དྷする ご݄とのԠ当は̒ ݄̍ となります。したがって、݄̒̍ かΒ̍ ݄̎ ̏̍ までの̓ か݄分に
ରԠする保険料૬当額をお支払いします。

˙��保険ྉのલೲについて
�・� �契約࣌または契約後に、কདྷの保険料をあΒか͡ めまとめて払い込んでいた くͩことを保険料の前ೲ
といいます。

�・��前ೲされた保険料は前ೲの回にԠ͡ て当社ॴ定の利でׂりҾきます。た しͩ、前ೲの回なͲ
によってはׂҾきのない場合ありますのでʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへおい合Θせくͩ さい。

�・��前ೲされた保険料は、当社でੵみཱてておき、保険料の払込Ԡ当ごとに保険料にॆ当します。
�・��保険料の払込みがෆཁになった場合、保険契約がফ໓した場合には、保険料前ೲ金の額を保険
契約者に払いします。た しͩ、保険金をお支払いするときは、保険金の支払ࣄ༝ൃ生の࣌までに
保険契約者かΒ特に申しग़がなかった場合には、ͦの保険金のड取人に払いします。
˞ஂମを௨͡ て保険料を払い込んでいた くͩ場合は、前ೲの取扱いはありません。

˙�保険ྉの払ࠐみがෆཁとͳͬ た߹のऔѻいについて
� 保険料の払込方๏（回）が払・払の保険契約の場合、保険料の払込みがෆཁとなったときは、
つぎのよ͏ な取扱いとなります。

�
�・��保険料を払い込んでいたͩいた後に、保険契約のফ໓等 1ˎにより、保険料の払込みがෆཁとなった
場合は、つぎの額をお支払いします。

【お支払いする額ʳ
すでに払い込まれた保険料 2ˎの͏ ͪ、保険料の払込みがෆཁとなったのཌҎ後࠷ॳに౸དྷ
する݄ ごとのԠ当かΒͦ の ご݄とのԠ当のଐする保険料ؒظ 3ˎのまでの݄にରԠする
保険料૬当額

ˎ̍ � 保険契約のফ໓等には、保険契約またはՃされている特約のফ໓、減額等をؚみます。
2ˎ� 保険料のҰ部の払込みをཁしなくなった場合は、ͦ の払込みをཁしなくなった部分にݶります。
3ˎ� 保険料ظ とؒは、保険料の払込方๏（回）にԠ͡ て、ͦ れͧ れのԠ当かΒͦ のཌԠ当の前までの
。をいいますؒظ

ɹɹご注意ください。
�・�払込方๏（回）が݄払の保険契約については、্ ʮ保険料の払込みがෆཁとなった場合のه
取扱いʯはありません。

前にѱੑ新生と࢝による取ফ、ෆ๏取ಘ目తによるແޮおよͼѱੑ新生։ٗ�・�
அ֬定された場合の取扱のن定によるແޮのときはお支払いしません。

�5



อܖݥͷ෮׆ʹ͍ͭͯ
保険料の払込みがなく、༛༧ؒظがաぎてしまいますと、保険契約のޮྗがなくなりますが、ࣦ ޮのかΒ
ͦのをؚめて1Ҏであれ、保険契約をࣦޮする前のঢ়態にすことをٻすることができます。
これをʮ෮׆のٻʯといいます。
・�෮׆した保険契約の։࢝は෮׆となり、ࣦ しޮているؒظの保োはしません。
・��෮׆は当社が෮׆をঝした場合には、ະ払込保険料とͦ れにରする利ଉの払込みおよͼ告知が
とに了したです。
・��特定疾病保険料払込免除特則のѱੑ新生（がん）にかかΘる保োは、্ かΒͦ׆෮ه のをؚ
めて91目（ѱੑ新生։࢝）より։࢝します。

ɹɹご注意ください。
�・�解約のٻ後は、෮׆の取扱いはしません。
�・�ඃ保険者の݈߁ঢ়態なͲにより、෮׆をおஅりする場合があります。

อݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظͱอܖݥͷࣦޮʹ͍ͭͯ
˙�ୈ�ճҎ後の保険ྉの払ࠐみにɺつ͗ のとおΓ༛༧ؒظが Γ͋·͢ 。

ᶃ݄契約の߹
払込݄ظのཌ݄ॳかΒまでです。

ᶄ契約ɾ契約の߹
払込݄ظのཌ݄ॳかΒཌʑ݄の݄୯Ґの契約Ԡ当までです。
�・�ཌʑ݄の݄୯Ґの契約Ԡ当がない場合には、ཌʑ݄のまでです。（ྫ͑契約Ԡ当
が7݄31の場合には、9݄30までです。）

�・�契約Ԡ当が2݄、6݄、11݄の֤の場合には、ͦ れͧれ4݄、8݄、1݄の֤までです。
（ྫ ͑契約Ԡ当が6݄30の場合には、8݄31までです。）

˙�ୈ�ճҎ後の保険ྉの払ࠐみがͳい··༛༧ؒظをա ·͗͢ とɺ保険契約ޮྗをࣦい·͢ 。
こΕをʮࣦޮʯといい·͢ 。

払込期月

4     1 4    10 4    30 5     1 5    31 6     1

猶予期間 払込期月

4     1 4    10 4    30 5     1 6    10 6     11

猶予期間

契約応当日 契約応当日失　効 失　効

ʪ例ʫᶃ݄払契約の߹ ʪ例ʫᶄ払契約ɾ払契約の߹
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ᶃ保険金の支払ࣄ༝または保険料の払込免除ࣄ༝が生͡ たをؚΉؒظにॆ当されるき保険料が
払い込まれていない場合、保険金をお支払いするときはͦのະ払込みの保険料を保険金かΒ しࠩҾ
き、保険料払込免除のときはͦ のະ払込みの保険料を払い込んでいた きͩます。

保険料はຖ払込݄ظの契約Ԡ当かΒ、つぎの払込݄ظの契約Ԡ当の前までのؒظにॆ当され、
払込݄ظதの契約Ԡ当に払い込まれるのとしてࢉܭされています。

契約応当日 契約応当日

4月分の保険料が未払込み

4     1 4     10 4     30 5      1 5     10 5     31 6      1

4/10から5/9までの間に保険金の支払事由
または保険料の払込免除事由が生じた場合

この場合、4月分の保険料を保険金から
差し引くか、払い込んでいただきます。

4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の猶予期間

ᶄ݄払契約で༛༧ؒظதの契約Ԡ当Ҏ߱に保険金の支払ࣄ༝または保険料の払込免除ࣄ༝が生
た͡場合は、2か݄分の保険料を保険金かΒ しࠩҾくか、払い込んでいた きͩます。

6     10

4月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が未払込み

5月分の保険料が未払込み

4     1 4     10 4     30 5      1 5     10 5     31 6     1

5/10から5/31までの間に保険金の
支払事由または保険料の払込免
除事由が生じた場合

この場合、4月分および5月分
の保険料を保険金から差し引
くか、払い込んでいただきます。

4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月

契約応当日 契約応当日 契約応当日

契約応当日 契約応当日 契約応当日

4月分の保険料が充当される期間

（4/10～5/9） （5/10～6/9）

5月分の保険料が充当される期間

6     104     1 4     10 4     30 5      1 5     10 5     31 6      1

4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月

ʪ例ʫ݄ 払契約の߹

ʪ例ʫ݄ 払契約の߹

ʪ例ʫ݄ 払契約の߹

อۚݥͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷ
ࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡߹ͷอݥྉʹ͍ͭͯ
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อݥྉͷࠐΈ͕ࠔʹͳͬͨͱ͖ʹ͍ͭͯ
˙�保険ྉの払ࠐみがࠔにͳͬ たときͰɺつ͗のΑ͏ ͳํ๏Ͱ保険契約を༗ޮにܧଓ͢Δ
ことがͰき· 。͢

ᶃҰ࣌తに保険ྉの߹がつ͔ͳいとき

ɹ保険ྉのࣗಈৼସି
� ・�保険料の払込みがない場合でŊ当社がࣗಈతに保険料をཱてସ ま͑す。
� ・�ཱてସ る͑金額は解約払金のൣғです。
� ・�ି金の利ଉは当社の定める利でࢉܭします。

˞�ି の利については、ʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへおい合Θせくͩ さい。
˞�利のݟし方๏等については、金༥情の変化、ͦの他૬当のࣄ༝がある場合には変ߋすることが
あります。

ʬ取扱方๏ʭ
� 保険料のࣗಈৼସିをごرになる場合には、お申込みのࡍまたは保険契約後、ॻ໘で当社
までお申しग़くͩ さい。このお申しग़のない場合、保険料のࣗಈৼସିはしません。

ᶄ్த ら͔保険ྉを払いࠐ·ͣ にܧଓしたいとき

ɹ払ࡁ保険のมߋ
� ・�解約払金をとに、保険料払込ࡁの同छの保険に変ߋします。
� ・�保険金額をখさくして、保険ؒظを変 な͑い方๏です。
� ・�払ࡁ保険に変ߋ後の保険金額が、当社の定めるݶ度をԼまΘる場合は、取扱いできません。

ᶅ保険ྉのෛ୲を くܰしたいとき

ɹ保険金のֹݮ
� ・�保ো額を減Βすことにより、保険料গなくなります。
� ・�減額後の保険金額が当社の定めるݶ度をԼまΘる場合は、取扱いできません。
� ・�減額部分に解約払金があれ払いします。

ɹɹご注意ください。
�・�払ࡁ保険への変ߋは、契約かΒͦ のをؚめて1Ҏは取扱いできません。
�・�払ࡁ保険に変ߋする場合、払ࡁ保険のج४となる解約払金は制されています。
�・�払ࡁ保険に変ߋした後、解約払金は制されません。
�・�払ࡁ保険への変ߋまたは保険金の減額かΒ変ߋ前の保険契約への෮چはできません。
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͍ͯͭʹऀି੍ܖ
˙�్ தͰお金がごೖ༻のときɺ保険契約ऀにର Δ͢ି੍をごར༻いただ ·͚͢ 。
�・��解約払金の̕ （ׂ払ࡁ保険に変ߋ後の場合は8ׂ）をିのݶ度としてご利用になれます。
�・��ି 金の利ଉは当社の定める利でࢉܭし、ି かΒ1ごとにݩ金に܁りೖれます。

˞�ି の利ିՄ金額等については、ʮΧελϚーαーϏεηンλーʯへおい合Θせくͩ さい。� �
また、ି の利については、当社のΣϒαΠトでご֬ೝできます。

˞�利のݟし方๏等については、金༥情の変化、ͦの他૬当のࣄ༝がある場合には変ߋすることがあります。

ିݶաʹΑΔอܖݥͷ
ࣦޮʹ͍ͭͯ
保険料のࣗಈৼସିおよͼ契約者ିによるି金と利ଉの合ܭ額が解約払金をこ͑ た場合、
当社ॴ定の金額を払い込んでいた きͩます。
なお、このࢫの௨知を当社が しൃたのଐする݄ のཌ݄までに当社ॴ定の金額が払い込まれなかった
場合には、保険契約はこのظのཌかΒޮ をྗࣦいます。

��



ಛͷத్Ճʹ͍ͭͯ
˙�保険ؒظの్தͰ特約をՃͰきΔ߹が Γ͋·͢ 。
�・��特約のத్Ճには、ඃ保険者の同ҙがඞཁです。

͍ͯͭʹߋडऔਓͷมۚݥอࢮ
についてߋ保険金डऔਓのมࢮ�˙
�・��保険契約者はࢮ保険金の支払ࣄ༝がൃ生するまでは、ඃ保険者の同ҙをಘて、ࢮ保険金
ड取人を変ߋすることができます。

される場合には、当社へ௨知してくͩߋ保険金ड取人を変ࢮ�・� さい。

˙�ҨݴにΑΔࢮ保険金डऔਓのมߋについて
�・��保険契約者はࢮ保険金の支払ࣄ༝がൃ生するまでは、๏্༗ޮなҨݴにより、ࢮ保険金
ड取人を変ߋすることができます。

ɹ�この場合、保険契約者がくなΒれた後、保険契約者の૬ଓ人かΒ当社へ௨知してくͩ さい。
は、ඃ保険者の同ҙがな͚ߋ保険金ड取人の変ࢮ�・� れ、ड取人変ߋのޮ をྗ生͡ ません。

ɹɹご注意ください。
�・�当社が௨知をड る͚前に変ߋ前のࢮ保険金ड取人にࢮ保険金をお支払いしたときは、ͦ の
お支払い後に変ߋ後のࢮ保険金ड取人かΒࢮ保険金のٻをड͚て、当社はࢮ保険
金をお支払いしません。�

ɹɹご注意ください。
�・�特約をத్Ճする࣌で当社が取り扱っている特約がద用されますので、কདྷにおいて取扱い
が変ߋされることத్Ճの取扱いがないことあります。

�・�ඃ保険者の݈߁ঢ়態なͲにより、特約のத్Ճをおஅりする場合があります。
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保険契約者・被保険者 Aさん

死亡保険金受取人 Bさん

夫

A

妻

B

子

C

子

D

Ｂさん（死亡保険金受取人）が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Ｂさんの死亡時の
法定相続人であるＡさん、ＣさんとＤさんが死亡保険金受取人となります。その後、Ａさん（保険契約者、被保険者）が
死亡した場合は、ＣさんとＤさんが死亡保険金受取人となります。この場合、ＣさんとＤさんの死亡保険金の受取割合は
それぞれ法定相続割合に応じた金額となります。
※保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので「カスタマーサービスセンター」へお問い合わせ
ください。

ʪ例ʫɹडऔਓͰ Δ͋#͞ Μのࢮޙɺडऔਓ変更લに"͞ Μがࢮͨ͠ ߹
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͍ͯͭʹ߹͞Εͨࢮडऔਓ͕ۚݥอࢮ
さΕたときɺ͢ࢮ保険金डऔਓがࢮ�˙ み͔にʮΧελϚーαーϏεηϯλーʯご࿈བྷ
ください。

�・�新しいࢮ保険金ड取人に変ߋするखଓきをしていた きͩます。
、खଓきがとΒれていないؒはߋ保険金ड取人の変ࢮ、Ҏ後࣌保険金ड取人がくなΒれたࢮ��・�
。保険金ड取人となりますࢮの๏定૬ଓ人が࣌ࢮ保険金ड取人のࢮ

保険金ड取人となった人が̎ࢮ�˞ 人Ҏ্いる場合は、ࢮ保険金のड取ׂ合はͦ れͧ れ๏定૬ଓׂ合に
Ԡ͡ た金額とします。
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ղͱղۚʹ͍ͭͯ
˙�ղ約 Δ͢߹にɺղ約払金が͋ΕこΕをお支払いし·͢ 。

˙�ղ約払金のֹɺ契約ྸɺܦաͳͲにΑͬ てҟͳΓ·͢ 。
� 保険料を払い込ん݄ͩおよͼܦա݄によりࢉܭした金額を解約払金として保険契約者
にお支払いします。

� 保険料払込ؒظதの解約払金は、解約払金支払ׂ合（70�）を͡ てࢉܭした金額となります。
�

�ɾ�్தͰղ約 Δ͢とɺղ約払金ଟくの߹払いࠐ·Εた保険ྉの߹ֹܭΑΓগͳくͳΓ·͢ 。
� 生命保険では払い込まれる保険料が༬ஷ金のよ͏ にͦのままੵみཱてΒれているのではなく、ͦ のҰ
部はʑの保険金等のお支払いに、また他のҰ部は生命保険のӡӦにඞཁなܦඅに れͦͧれあて
Βれ、これΒを除いたりをج४として定めた金額が解約のࡍに払いされるかΒです。

� 特に契約後しΒくのؒは、保険料のେ部分が保険金等のお支払い、ൢ ച、ࠪ、ূ なͲ࡞݊
のܦඅにあてΒれますので、解約したときの払金はଟくの場合まったくないか、あってごくΘ かͣです。

�・�ޮྗのなくなった（ࣦޮ）契約について解約払金をお支払いできる場合があります。

˙�ओ契約をղ約した߹ɺओ契約にՃさΕた֤छ特約ಉ࣌にղ約とͳΓ·͢ 。

ඃอऀݥʹΑΔอܖݥऀͷղͷٻʹ͍ͭͯ
˙��ඃ保険ऀと保険契約ऀがҟͳΔ保険契約の߹ɺつ͗に͛ܝΔࣄ༝に֘͢Δときɺ
ඃ保険ऀ保険契約ऀにରしɺ保険契約のղ約を請求 Δ͢ことがͰき·͢ 。

� この߹ɺඃ保険ऀ͔らղ約の請求をड͚た保険契約ऀɺ保険契約のղ約を͏ߦ ඞཁが
Γ͋·͢ 。
ᶃ�保険契約者またはࢮ保険金のड取人が当社に保険څをߦΘせることを目తとして保険金の支払
༝をൃ生させた、またはൃ生させよ͏ࣄ とした場合

ᶄࢮ�保険金のड取人が当֘保険契約にج くͮ保険څのٻについてٗをߦった、またはߦお͏ と
した場合

ᶅ�্هᶃᶄの他、ඃ保険者の保険契約者またはࢮ保険金のड取人にରする৴པをଛない、保険契約
のଘଓをࠔとするॏେなࣄ༝がある場合

ᶆ�保険契約者とඃ保険者とのؒの関の終了 のͦ他のࣄ情により、ඃ保険者が保険契約のお申込み
の同ҙをするにあたってૅجとしたࣄ情がஶしく変化した場合
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อܖݥऀҎ֎ͷऀʹΑΔղআͷޮྗ͓Αͼ
डऔਓʹΑΔอܖݥͷଘଓʹ͍ͭͯ
˙�ࠩ ԡऀݖ࠴ɺഁ ਓ等にΑΔղ約についてࡒ࢈
�・�保険契約者のࠩԡ࠴権者、ഁ 、による保険契約の解約は（。権者等ʯといいます࠴ҎԼ、ʮ）人等ࡒ࢈
解約の௨知が当社に౸ୡした࣌かΒ̍ か を݄ܦաしたにޮ をྗ生͡ ます。

保険金のडऔਓにΑΔ保険契約のଘଓについてࢮ�˙
において、ҎԼのすてをຬたす࣌った場合で、解約が当社に௨知されたߦ権者等が解約の௨知を࠴�・�
。保険金のड取人は保険契約をଘଓさせることができますࢮ

� ᶃ保険契約者の、ඃ保険者のまたはඃ保険者本人であること
� ᶄ保険契約者でないこと
かΒ̍࣌保険金のड取人が保険契約をଘଓさせるためには、解約の௨知が当社に౸ୡしたࢮ�・� か を݄
ߦաするまでのؒに、ҎԼのすてのखଓきを͏ܦ ඞཁがあります。
ᶃ保険契約者の同ҙをಘること
ᶄ解約の௨知が当社に౸ୡしたに解約のޮྗが生͡ たとすれ当社が࠴権者等に支払͏ き金額を
権者等にରして支払͏࠴ こと
ᶅ্هᶄについて、࠴権者等に支払ったࢫを当社にରして௨知すること（当社への௨知について
ߦに͏ؒظ こと）
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˞本࡞ࢠ࣌現在の税制にج くͮҰൠతな取扱いです。ࠓ後変ߋとなる場合があります。
ɹ࡞݄はཪදࢴをごࢀরくͩ さい。
˞より しৄい༰等についてはد࠷りの税務ॺ等におい合Θせくͩ さい。

˙�ੜ໋保険ྉ߇আについて
1 か݄Β12 ま݄での正ຯ払込保険料のҰ定額が、ͦ ののॴಘかΒ߇除され、ͦ れにԠ͡ て税金が
く̓なります。

�ɾ�ੜ໋保険ྉ߇আのରとͳΔご契約
この制度はೲ税する人が保険料を支払い、本人またはۮ者、あるいはͦの他のが保険金の
ड取人である場合にద用されます。

�ɾ�ੜ໋保険ྉ߇আのおखଓき
生命保険料߇除をおड͚になるには申告がඞཁです。当社かΒʮ生命保険料߇除ূ໌ॻʯをൃߦし
ますので、֬ 定申告またはௐのために、େに保してくͩ さい。

˙�保険金の੫੍্のऔѻい
�・��保険金にかかる税金は、保険契約者、ඃ保険者、ड取人の関によってҟなります。

ɹ̡ 保険金についてʳࢮ

˞Լදは保険契約者が保険料をෛ୲しているのとします。
（˞契）は保険契約者、（ඃ）はඃ保険者、（ड）はड取人をさします。

ɹ̡ リϏング・χーζ保険金についてʳ

リϏング・χーζ保険金は、ͦ のड取人がඃ保険者本人の΄か、ͦ のۮ者、݂ܥまたは生ܭ
をҰにするである場合には、ݪ則としてඇ՝税となります。

ੜ໋อݥͱ੫ۚ

契約ܗଶ 契約例 ੫のछྨ

（契）と（ඃ）が同Ұ人の場合
（契）�（ඃ）�（ड）
���࠺��� ૬ଓ税
���ࢠ���

（契）と（ड）が同Ұ人で、
（ඃ）がҟなる場合

（契）�（ඃ）�（ड）
࠺������ ॴಘ税

（Ұ࣌ॴಘ）
ࢠ������

（契）、（ඃ）、（ड）が
れͦͧれҟなる場合

（契）�（ඃ）�（ड）
ࢠ���࠺��� ଃ༩税
࠺���ࢠ���

5�
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อۚݥͷٻʹ͍ͭͯ
保険金等のٻは、̏ؒをաぎると、ٻの権利がなくなりますのでごҙくͩ さい。

͍ͯͭʹॴࡋ
保険金等のٻに関するૌুについては、当社の本社のॴ在、または、ͦ の保険金等のड取人の
ॅॴをするߴ等ࡋॴ（本ி）のॴ在をする方ࡋॴをって合ҙによるࡋॴ
とします。

ʹআূ໌ॻ͕ௐ߇
ؒʹ߹Θͳͯ҆͘͝৺Λʂ
生命保険料߇除ূ໌ॻはຖ10݄Լ०ࠒかΒ、ॱ 次保険契約者
Ѽにૹしております。払・払の保険契約で、11 ま݄たは12݄
に保険料のৼସ が͑ある場合は、ௐにؒに合Θないέーε
があります。
で、ご҆৺くͩ さい。このよ͏ なέーεのために税๏্はh ཌ1݄
31までに生命保険料߇除ূ໌ॻをۈ務ઌに提ग़することを
݅とし、ͦ の保険料を߇除したௐをߦってよい とɦなって
います。
� （ॴಘ税ج本௨ୡ196�1）
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̍ɽແ当Ҿडج४؇ܕऴ保険ʢղ約ۚܕʣʢ����ʣී௨保険約

͜の保険のझࢫ
　この保険は、被保険者の万一の場合に備えてその一生涯にわたりご家族の生活の安定をはかる保険で、引受基準
を緩和することにより持病がある方、入院経験がある方が加入しやすいように設計されています。

１　保険金の支払
第１条　死亡保険金の支払
第２条　死亡保険金の削減支払
第３条　保険金の据置支払
２　保険料の払込の免除
第４条　保険料の払込の免除
第５条　保険料の払込を免除しない場合
３　保険金等の請求、支払時期および支払場所
第６条　保険金等の請求、支払時期および支払場所
４　責任開始
第７条　責任開始
５　保険料の払込
第８条　保険料の払込
第９条　保険料の払込方法（経路）
第10条　保険料の前納
６　猶予期間および保険契約の失効
第11条　猶予期間および保険契約の失効
第12条　猶予期間中に保険事故が発生した場合
７　保険料の自動振替貸付
第13条　保険料の自動振替貸付
第14条　保険料の自動振替貸付の取消
８　保険契約の復活
第15条　保険契約の復活
９　保険契約の内容の変更
第16条　保険料払込方法（回数）の変更
第17条　払済保険への変更
第18条　保険金額の減額
10　保険契約者に対する貸付
第19条　保険契約者に対する貸付
11　保険契約者および死亡保険金受取人
第20条　保険契約者の変更
第21条　保険契約者または死亡保険金の受取人の代

表者
第22条　保険契約者の住所の変更
第23条　会社への通知による死亡保険金受取人の変

更
第24条　遺言による死亡保険金受取人の変更

12　詐欺および不法取得目的
第25条　詐欺による取消
第26条　不法取得目的による無効
13　告知義務
第27条　告知義務
第28条　告知義務違反による解除
第29条　保険契約を解除できない場合
14　重大事由による解除
第30条　重大事由による解除
15　解約
第31条　解約
16　払戻金
第32条　払戻金
17　契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤り
の処理
第33条　契約年齢の計算
第34条　契約年齢または性別の誤りの処理
18　契約者配当
第35条　契約者配当
19　時効
第36条　時効
20　契約内容の登録
第37条　契約内容の登録
21　管轄裁判所
第38条　管轄裁判所
22　保険契約者以外の者による解約の効力等
第39条　保険契約者以外の者による解約の効力等
23　災害死亡に関する特則
第40条　災害死亡に関する特則
24　特定疾病保険料払込免除特則
第41条　特定疾病保険料払込免除特則の取扱
第42条　特定疾病による保険料の払込の免除
第43条　悪性新生物責任開始日
第44条　悪性新生物責任開始日前に悪性新生物と診

断確定された場合の取扱
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̍ɹ保険ۚのࢧ
ୈ̍ʢࢮ保険ۚのࢧʣ
　この保険契約の死亡保険金の支払は、ͭ͗のとおりです。

名
称 支払事由 支払額

受
取
人

死亡保険金を支払わない場合（以Լ、ʮ免責事由ʯといい
ます。）

死
亡
保
険
金

ᾇ　被保険者が契約日かΒ
その日をؚΊて１年以内
に死亡したとき

保険金額の
50ˋとಉ額

死
亡
保
険
金
受
取
人

　被保険者がͭ͗のいͣれかにより死亡したとき
ᶗ）責任開始（復活がߦなわれた場合はޙ࠷の復活のࡍの
責任開始とします。以Լ、ಉ͡とします。）の日かΒそ
の日をؚΊて３年以内の被保険者の自ࡴ
ᶘ）保険契約者の故ҙ
ᶙ）死亡保険金受取人の故ҙ

ᾈ　被保険者が契約日かΒ
その日をؚΊて１年を経
աしたޙに死亡したとき

保険金額

２　死亡保険金受取人が故ҙに被保険者を死亡さͤた場合で、その受取人が死亡保険金の一෦の受取人であるとき
は、死亡保険金かΒその受取人に支払うこととしていた෦を除いた額をそのଞの死亡保険金受取人に支払
い、支払わない෦の責任準備金（会社の定ΊるとこΖによͬて計算される保険契約に対する責任準備金のこと
をいいます。以Լ、ಉ͡とします。）を保険契約者に支払います。
３　死亡保険金受取人の死亡時以ޙ、死亡保険金受取人の変更がߦなわれていない間は、死亡保険金受取人の死亡
時の法定૬ଓ人を死亡保険金受取人とします。
４　前߲のن定により死亡保険金受取人となͬた者が死亡した場合に、この者に法定૬ଓ人がいないときは、前߲
のن定により死亡保険金受取人となͬた者のうͪ生ଘしているଞの死亡保険金受取人を死亡保険金受取人としま
す。
５　第３߲および前߲により死亡保険金受取人となͬた者が２人以্いる場合は、その受取ׂ合はそれͧれの法定
૬ଓׂ合とします。
６　ͭ͗の第１߸または第２߸の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には責任準備金を、第３߸の免責
事由により死亡保険金が支払われない場合には解約払戻金を、会社は、保険契約者に支払います。
ᾇ　責任開始の日かΒその日をؚΊて３年以内に被保険者が自ࡴしたとき
ᾈ　死亡保険金受取人が故ҙに被保険者を死亡さͤたとき
ᾉ　保険契約者が故ҙに被保険者を死亡さͤたとき

ୈ̎ʢࢮ保険ۚのࢧݮʣ
　前条のن定にかかわΒͣ、被保険者がઓ૪そのଞの変ཚにより死亡した場合で、そのݪҼにより死亡した被保険
者の数の૿加がこの保険の計算の基ૅにӨڹをٴ΅すときは、会社は、死亡保険金を削減して支払うことがありま
す。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金をԼまわることはありまͤΜ。

ୈ̏ʢ保険ۚのਾஔࢧʣ
　保険契約者は死亡保険金の支払事由発生前、死亡保険金受取人は死亡保険金の支払事由発生ޙ、死亡保険金の据
置支払を請求することができます。
２　据置期間は、会社所定の期間をݶとし、据置期間中は、会社所定のརによるརଉを͚ͭるのとします。

̎ɹ保険ྉのࠐの໔আ
ୈ̐ʢ保険ྉのࠐの໔আʣ
　ͭ͗の֤߸のいͣれかの場合には、会社は、কདྷの保険料の払込を免除します。
ᾇ　被保険者が、責任開始時以ޙに発生した不ྀの事故（別表２）によるই害をのݪҼとして、その事故の
日かΒその日をؚΊて180日以内の保険料払込期間中に、ମো害のঢ়ଶ（別表４）に֘当したとき。この場
合、責任開始時前にすでにあͬたো害ঢ়ଶに、責任開始時以ޙの不ྀの事故によるই害をݪҼとするো害ঢ়ଶ
が新たに加わͬて、ମো害のঢ়ଶに֘当したときをؚΈます。
ᾈ　被保険者が、責任開始時以ޙに発生した不ྀの事故（別表２）によるই害をのݪҼとして、その事故
の日かΒその日をؚΊて180日以内の保険料払込期間中に、ߴো害ঢ়ଶ（別表３）に֘当したとき。この場
合、責任開始時前にすでにあͬたো害ঢ়ଶに、責任開始時以ޙの不ྀの事故によるই害をݪҼとするো害ঢ়ଶ
が新たに加わͬて、ߴো害ঢ়ଶに֘当したときをؚΈます。

２　前߲のن定により保険料の払込が免除された場合には、保険料の払込の免除事由発生時以ޙの保険料は、以ޙ
第８条（保険料の払込）第１߲に定ΊるそれͧれのԠ当日ごとに払込があͬたのとして取り扱います。
３　保険料の払込が免除された保険契約にͭいては、保険料の払込の免除事由発生時以ޙは、第16条（保険料払込
方法（回数）の変更）、第17条（払済保険への変更）および第18条（保険金額の減額）のن定はద༻しまͤΜ。
４　保険料の払込を免除したときは、保険ূ݊にཪॻします。

ୈ̑ʢ保険ྉのࠐΛ໔আ͠ない߹ʣ
　被保険者が、ͭ͗の֤߸のいͣれかによりମো害のঢ়ଶ（別表４）に֘当した場合には、会社は、保険料の払
込を免除しまͤΜ。
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ᾇ　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重大なա失
ᾈ　被保険者の൜ߦࡑҝ
ᾉ　被保険者のਫ਼ਆো害のঢ়ଶにあることをݪҼとする事故
ᾊ　被保険者のటਲのঢ়ଶをݪҼとする事故
ᾋ　被保険者が法ྩに定Ίるӡస֨ࢿを持たないでӡసしている間に生͡た事故
ᾌ　被保険者が法ྩに定Ίるञؾଳびӡసまたはこれに૬当するӡసをしている間に生͡た事故
２　被保険者が、保険契約者または被保険者の故ҙまたは重大なա失によりߴো害ঢ়ଶ（別表３）に֘当した場
合には、会社は、保険料の払込を免除しまͤΜ。
３　被保険者が、ͭ͗の֤߸のいͣれかにより保険料の払込の免除事由に֘当した場合で、そのݪҼにより保険料
の払込の免除事由に֘当した被保険者の数の૿加が、この保険の計算の基ૅにӨڹをٴ΅すときは、会社は、保
険料の一෦またはશ額にͭいてその払込を免除しないことがあります。
ᾇ　ઓ૪そのଞの変ཚ、、Րまたはによるମো害のঢ়ଶ
ᾈ　ઓ૪そのଞの変ཚによるߴো害ঢ়ଶ

̏ɹ保険ۚ等のٻɺࢧ͓ظ࣌Αͼࢧॴ
ୈ̒ʢ保険ۚ等のٻɺࢧ͓ظ࣌Αͼࢧॴʣ
　死亡保険金の支払事由が生͡たときまたは保険料の払込の免除事由が生͡たときは、保険契約者または死亡保険
金受取人し͘は被保険者は、な͘会社に通知してԼさい。
２　死亡保険金受取人（保険料の払込の免除にͭいては、保険契約者）は、すΈやかにඞཁॻྨ（別表１）をఏग़
して死亡保険金（または保険料の払込の免除）を請求してԼさい。
場、合等のஂମ（ஂମの代表者をؚΈます。以Լ、ʮஂମʯといいます。）を保険契約者、ॺ、会社ެ　３
および死亡保険金受取人とし、そのஂମかΒڅ༩の支払を受͚るैۀһを被保険者とする保険契約の場合、保険
契約者であるஂମが当֘保険契約の死亡保険金のશ෦またはその૬当෦を遺族ิঈنఔ等に基ͮ͘死亡ୀ৬金
またはீҚ金等（以Լʮ死亡ୀ৬金等ʯといいます。）として死亡ୀ৬金等の受څ者に支払うときは、死亡保険
金の請求のࡍ、第１߸または第２߸いͣれかおよび第３߸のॻྨඞཁとします。たͩし、これΒの者が２人以
্であるときは、そのうͪ１人かΒのఏग़でりるのとします。
ᾇ　死亡ୀ৬金等の受څ者の請求内容確ೝॻ
ᾈ　死亡ୀ৬金等の受څ者に死亡ୀ৬金等を支払ͬたことをূするॻྨ
ᾉ　保険契約者であるஂମが受څ者ຊ人であることを確ೝしたॻྨ
４　死亡保険金は、第２߲および第３߲のඞཁॻྨが会社に౸ୡした日のཌ日かΒその日をؚΊて５Ӧۀ日以内に
会社のຊ社で支払います。
５　死亡保険金を支払うたΊに確ೝがඞཁなͭ͗の֤߸に͛ܝる場合において、保険契約のక݁時かΒ保険金請求
時までに会社にఏग़されたॻྨ͚ͩでは確ೝができないときは、それͧれ当֤֘߸に定Ίる事߲の確ೝ（会社の
定にかかわΒͣ、死亡保険金をنないます。この場合には、前߲のߦによる診断をؚΈます。）をࢣ定したҩࢦ
支払うき期ݶは、ඞཁॻྨが会社に౸ୡした日のཌ日かΒその日をؚΊて45日を経աする日とします。また、
この場合、会社は保険金を請求した者に通知します。
ᾇ　死亡保険金の支払事由発生の༗無の確ೝがඞཁな場合
　　死亡保険金の支払事由に֘当する事࣮の༗無
ᾈ　保険金支払の免責事由に֘当するՄ性がある場合
　　死亡保険金の支払事由が発生したݪҼ
ᾉ　告知義務違反に֘当するՄ性がある場合
　　会社が告知を求Ίた事߲および告知義務違反にͬࢸたݪҼ
ᾊ　この約に定Ίる重大事由、詐欺または不法取得目的に֘当するՄ性がある場合
　　前２߸に定Ίる事߲、第30条（重大事由による解除）第１߲第３߸ᶃかΒᶇまでに֘当する事࣮の༗無また
は保険契約者、被保険者し͘は死亡保険金受取人の保険契約క݁の目的し͘は保険金請求のҙਤに関する
保険契約のక݁時かΒ保険金請求時までにお͚る事࣮

６　前߲の確ೝをするたΊ、ͭ͗の֤߸に͛ܝる事߲にͭいての特別なর会やௐࠪが不Մܽな場合には、前２߲に
かかわΒͣ、死亡保険金を支払うき期ݶは、ඞཁॻྨが会社に౸ୡした日のཌ日かΒその日をؚΊて当֤֘߸
に定Ίる日数（֤߸のうͪෳ数に֘当する場合で180日）を経աする日とします。この場合、会社は死亡保険
金を請求した者に通知します。
ᾇ　前߲第２߸かΒ第４߸までに定Ίる事߲にͭいてのห࢜ޢ法（ত和24年法第205߸）にとͮ͘র会その
ଞの法ྩにとͮ͘র会　180日
ᾈ　前߲第１߸、第２߸または第４߸に定Ίる事߲にͭいてのػڀݚ関等のઐػ関によるҩֶまたはֶ等の
Պֶٕज़的な特別のௐࠪ、ੳまたはؑ定　180日
ᾉ　前߲第１߸、第２߸または第４߸に定Ίる事߲に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被
ٙ者として、ࠪ、ىૌそのଞのܐ事खଓが開始されたことがใಓ等かΒ໌Βかである場合にお͚る、前߲第
１߸、第２߸または第４߸に定Ίる事߲に関する、ૹக、ىૌ、判ܾ等のܐ事खଓの݁Ռにͭいてのݕ、ܯ
関または裁判所に対するর会　180日ػ等のࠪ
ᾊ　前߲֤߸に定Ίる事߲にͭいての日ຊࠃ外にお͚るௐࠪ　180日
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７　前２߲に͛ܝるඞཁな事߲の確ೝにࡍし、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人がਖ਼当な理由な͘当
֘確ೝを͛、またはこれにԠ͡なかͬたとき（会社のࢦ定したҩࢣによるඞཁな診断にԠ͡なかͬたときをؚ
Έます。）は、会社は、これにより当֘事߲の確ೝがԆした期間のの責任をෛわͣ、その間は死亡保険金
を支払いまͤΜ。
８　第４߲かΒ前߲のن定は保険料の払込の免除の請求にͭいて準༻します。

̐ɹ։࢝
ୈ̓ʢ։࢝ʣ
　会社は、ͭ͗の時かΒ保険契約্の責任をෛいます。
ᾇ　保険契約のਃ込をঝしたޙに第１回保険料を受͚取ͬた場合
　　第１回保険料を受͚取ͬた時
ᾈ　第１回保険料૬当額を受͚取ͬたޙに保険契約のਃ込をঝした場合
　　第１回保険料૬当額を受͚取ͬた時（告知前に受͚取ͬた場合には、告知の時）
２　前߲の会社の責任開始の日を契約日とします。
３　会社が保険契約のਃ込をঝしたとき（第１߲第１߸のときは第１回保険料を受͚取ͬたとき）には、保険ূ
݊を発ߦします。保険ূ݊には保険契約をక݁した日および支払事由をͣͤࡌه、第２߲の契約日および保険契
約のछྨをࡌهします。

̑ɹ保険ྉのࠐ
ୈ̔ʢ保険ྉのࠐʣ
　第２回以ޙの保険料は、保険料払込期間中、ຖ回第９条（保険料の払込方法（経路））第１߲に定Ίる払込方法
（経路）にしたがい、ͭ͗の期間（以Լ、ʮ払込期݄ʯといいます。）内に払い込ΜでԼさい。
ᾇ　払込方法（回数）が݄払契約の場合
　　契約日の݄ごとのԠ当日（以Լ、ʮ݄ごとԠ当日ʯといいます。Ԡ当日のない場合は、その݄の日としま
す。以Լ、ಉ͡とします。）のଐする݄のॳ日かΒ日まで
ᾈ　払込方法（回数）が年払契約または年払契約の場合
　　契約日の１年目ごとのԠ当日（以Լ、ʮ契約Ԡ当日ʯといいます。）または契約日の年目ごとのԠ当日（以
Լ、ʮ年ごとԠ当日ʯといいます。）のଐする݄のॳ日かΒ日まで

２　前߲で払い込Ήき保険料は、それͧれのԠ当日かΒそのཌԠ当日の前日までの期間（以Լ、ʮ保険料期間ʯ
といいます。）に対Ԡする保険料とします。
３　第１߲の保険料が、それͧれのԠ当日の前日までに払い込まれ、かͭ、その日までに保険料の払込をཁしな͘
なͬた場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。たͩし、死亡保険金を支払う
ときは、死亡保険金ととに死亡保険金受取人に払い戻します。
４　第１߲の保険料が払い込まれないまま、それͧれのԠ当日以ޙ日までに死亡保険金の支払事由が生͡た場合
には、会社は、ະ払込保険料を死亡保険金かΒࠩし引きます。
５　第１߲の保険料が払い込まれないまま、それͧれのԠ当日以ޙ日までに保険料の払込の免除事由が生͡た場
合には、保険契約者は、そのະ払込保険料を払い込ΜでԼさい。
６　前߲の場合、ະ払込保険料の払込にͭいては、第12条（猶予期間中に保険事故が発生した場合）第２߲のن定
を準༻します。
７　払込方法（回数）が年払契約または年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込をཁしな͘なる事
由が生͡たときは、その事由が生͡た日のཌ日かΒ当֘保険料期間のຬྃまでの期間（以Լ、ʮະ経ա期間ʯと
いいます。）にԠ͡て所定の金額（以Լ、ʮ保険料ະ経ա金ʯといいます。）を保険契約者に払い戻します。たͩ
し、死亡保険金を支払うときは、死亡保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者かΒ特にਃग़があͬた場合
を除き、死亡保険金受取人に払い戻します。
８　保険料ະ経ա金は、ະ経ա期間の݄数にԠ͡て会社の定Ίる方法により計算した金額とします。
９　保険料ະ経ա金の払戻にͭいては、第６条（保険金等の請求、支払時期および支払場所）のن定を準༻しま
す。
10　ͭ͗の場合には、保険料ະ経ա金の払戻はありまͤΜ。
ᾇ　ະ経ա期間が１か݄にຬたない場合
ᾈ　この保険契約の保険料の払込が免除されている場合
ᾉ　保険料の払込をཁしな͘なる事由が生͡た日のଐする保険料期間に対Ԡする保険料が払い込まれていない場
合
ᾊ　詐欺による取消または不法取得目的による無効により保険契約が消໓した場合
11　減額の場合には、減額෦にͭいて第７߲かΒ前߲までのن定をద༻します。
12　払済保険への変更をߦなͬたときには、第７߲に定Ίるʮその事由が生͡た日ʯとは変更の効力が生͡た日を
いいます。

ୈ̕ʢ保険ྉのํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʣ
　保険契約者は、ͭ͗の֤߸のいͣれかの保険料の払込方法（経路）をબすることができます。
ᾇ　࠲ޱ振替扱
　　会社のࢦ定した金༥ػ関等を通͡て࠲ޱ振替により払い込Ή方法
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ᾈ　金༥ػ関等への振込扱
　　金༥ػ関等の会社のࢦ定した࠲ޱに振り込Ήことにより払い込Ή方法
ᾉ　ΫϨδοτΧʔυ扱
　　会社のࢦ定したΫϨδοτΧʔυにより払い込Ή方法
ᾊ　ஂମ扱ɾ特別ஂମ扱
　　所ଐஂମを経由して払い込Ή方法（所ଐஂମと会社との間にそれͧれஂମ取扱契約または特別ஂମ取扱契約
がక݁されている場合にݶります。）

２　保険契約者は、第１߲֤߸の保険料払込方法（経路）を૬ޓに変更することができます。
３　前２߲に定Ίる保険料払込方法（経路）のબおよび変更にͭいては、会社の定Ίる条݅をຬたすことをཁす
るのとします。
４　その保険契約が会社の定Ίる条݅をຬたさな͘なͬたときは、保険契約者は、保険料払込方法（経路）をଞの
保険料払込方法（経路）に変更してԼさい。この場合、保険契約者が保険料払込方法（経路）の変更をߦなうま
での間は、その保険料にͭいては会社のຊ社または会社のࢦ定した場所に払い込ΜでԼさい。
５　第１߲の֤߸のいͣれによͬて当֘払込期݄の保険料が払込期݄内に払い込まれないときは、その保険料
にͭいてのΈ、会社のຊ社または会社のࢦ定した場所に持ࢀして払い込Ήことができます。

ୈ��ʢ保険ྉのલೲʣ
　保険契約者は、会社の定Ίる方法によりকདྷの保険料のશ෦または一෦を前納することができます。この場合に
は会社所定のརでׂり引きます。
２　前߲の保険料前納金は、会社所定のརで計算したརଉを͚ͭて会社にੵΈཱてておき、保険料の払込方法（回
数）にԠ͡てそれͧれ保険料払込期間の契約Ԡ当日、年ごとԠ当日または݄ごとԠ当日ごとに保険料の払込に
ॆ当します。
３　保険料の払込をཁしな͘なͬた場合には、保険料前納金の額を保険契約者に払い戻します。たͩし、死亡保
険金を支払うときは、死亡保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者かΒ特にਃग़があͬた場合を除き、死
亡保険金受取人に払い戻します。

̒ɹ༛༧͓ؒظΑͼ保険契約のࣦޮ
ୈ��ʢ༛༧͓ؒظΑͼ保険契約のࣦޮʣ
　第２回以ޙの保険料の払込にͭいては、ͭ͗のとおり猶予期間があります。
ᾇ　݄払契約の場合
　　払込期݄のཌ݄ॳ日かΒ日まで
ᾈ　年払契約または年払契約の場合
　　払込期݄のཌ݄ॳ日かΒཌʑ݄の݄ごとԠ当日まで（契約Ԡ当日または年ごとԠ当日が２݄、６݄、11݄
の֤日の場合には、それͧれ４݄、８݄、１݄の֤日まで）

２　猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間ຬྃ日のཌ日かΒ効力を失います。
３　保険契約が効力を失ͬた場合には、保険契約者は解約払戻金を請求することができます。

ୈ��ʢ༛༧ؒظதに保険ނࣄがൃੜͨ͠߹ʣ
　猶予期間中に死亡保険金の支払事由が生͡た場合には、その時までにすでに౸དྷしている保険料期間のະ払込保
険料を死亡保険金かΒࠩし引きます。
２　猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生͡た場合には、保険契約者は、その猶予期間のຬྃする日までにະ
払込保険料を払い込ΜでԼさい。このະ払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間ຬྃ日のཌ
日かΒ効力を失い、会社は、保険契約の保険料の払込を免除しまͤΜ。

̓ɹ保険ྉのࣗಈৼସି
ୈ��ʢ保険ྉのࣗಈৼସିʣ
　保険契約者かΒあΒか͡Ίਃग़がある場合、保険料が払い込まれないままで猶予期間を経աした場合で、会社
は、払い込Ήき保険料とそのརଉの合計額が解約払戻金（その保険料の払込があͬたのとして計算し、ຊ条の
貸付または保険契約者に対する貸付があるときはそのݩར金をࠩし引きます。また、付加されている特約の解約払
戻金をؚΈます。以Լ、ຊ条においてಉ͡とします。）をこえない間保険料を自動的に貸し付͚て保険契約を༗効
にܧଓさͤます。たͩし、年払契約の場合で解約払戻金が年払保険料とそのརଉとの合計額にはຬたないが年払
保険料とそのརଉとの合計額を্まわるときは、保険料払込方法（回数）を年払契約に変更したうえで年払保
険料に૬当する額を貸し付͚ます。
２　前߲の貸付は、猶予期間ຬྃ日に貸し付͚たのとし、貸付金のརଉは年８ˋ以Լの会社所定のརで計算し、
。り入れます܁金にݩの保険料払込猶予期間がຬྃするごとにޙ期以࣍
３　保険契約者は、いͭで、ຊ条の貸付金のݩར金のશ෦または一෦をฦ済することができます。たͩし、ͭ͗
のときにຊ条の貸付金のある場合には、その支払うき金額または解約払戻金かΒそのݩར金をࠩし引きます。
ᾇ　保険契約が消໓したとき
ᾈ　保険金額を減額したとき
ᾉ　契約年齢または性別の誤りの処理がߦなわれたとき
ᾊ　払済保険に変更するとき
ᾋ　この保険契約に付加されている特約が解約、減額または解除されし͘は消໓したとき
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ୈ��ʢ保険ྉのࣗಈৼସିのऔফʣ
　保険料の自動振替貸付がߦなわれた場合で、猶予期間ຬྃ日のཌ日かΒその日をؚΊて３か݄以内に、保険契
約者かΒ、払済保険への変更、保険金額の減額、特約の減額、特約の解約または保険契約の解約の請求があͬたと
きは、会社は、保険料の自動振替貸付をߦなわなかͬたのとして、その請求による取扱をします。

̔ɹ保険契約の෮׆
ୈ��ʢ保険契約の෮׆ʣ
　保険契約者は、保険契約が効力を失ͬた日かΒその日をؚΊて１年以内は、会社のঝを得て、保険契約を復活
することができます。
２　保険契約者がຊ条の復活を請求するときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
３　会社がຊ条の復活をঝしたときは、保険契約者は、会社のࢦ定した日までに、復活時までにすでに౸དྷして
いる保険料期間のະ払込保険料とこれに対する年６ˋのརによりෳརで計算したརଉを払い込ΜでԼさい。な
お、第19条（保険契約者に対する貸付）のن定により効力を失ͬた保険契約を復活さͤる場合には、会社所定の
金額払い込ΜでԼさい。
４　第７条（責任開始）のن定は、ຊ条の場合に準༻します。この場合、第７条第２߲のʮ契約日ʯはʮ復活日ʯ
とಡΈ替え、会社は、新たに保険ূ݊を発ߦしまͤΜ。
５　保険契約者が解約払戻金を請求した保険契約にͭいては、会社は、復活の取扱をしまͤΜ。

̕ɹ保険契約の内容の変更
ୈ��ʢ保険ྉํࠐ๏ʢճʣの変更ʣ
　保険契約者は、年払、年払または݄払の保険料払込方法（回数）を૬ޓに変更することができます。たͩし、
年払または年払に変更する場合は、ͭ͗に定ΊるときかΒ変更するのとします。
ᾇ　年払に変更する場合は契約Ԡ当日
ᾈ　年払に変更する場合は年ごとԠ当日または契約Ԡ当日
２　保険契約者が、ຊ条の変更を請求するときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
３　ຊ条の変更は、会社が定Ίる条݅をຬたすことをཁするのとします。

ୈ��ʢࡁ保険の変更ʣ
　保険契約者は、保険契約にͭいてকདྷの保険料の払込を中ࢭし、保険料払込済の引受基準緩和ܕऴ保険（以Լ、
ʮ払済保険ʯといいます。）に変更することができます。
２　保険契約者がຊ条の変更を請求するときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
３　払済保険の保険金額は解約払戻金額（保険料の自動振替貸付または保険契約者に対する貸付があるときはその
。ར金をࠩし引きます。）により計算しますݩ
４　ຊ条の変更は、会社がঝೝした時かΒ効力を生͡ます。
５　ຊ条の変更をߦなͬたときは、保険ূ݊にཪॻします。
６　払済保険に変更したޙの解約払戻金にͭいては、第32条（払戻金）第２߲のن定はద༻しまͤΜ。
７　ͭ͗の場合には、会社は、ຊ条の変更を取り扱いまͤΜ。
ᾇ　払済保険金額が会社の定ΊるݶをԼまわる場合
ᾈ　契約日かΒその日をؚΊて１年以内の場合

ୈ��ʢ保険ֹۚのֹݮʣ
　保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。
２　保険契約者が前߲の減額の請求をするときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
３　会社がຊ条の減額をঝೝしたときは、減額に対する解約払戻金を保険契約者に支払い、কདྷの保険料をվΊ
ます。
４　ຊ条の減額は、会社がঝೝした時かΒ効力を生͡ます。
５　ຊ条の減額をߦなͬたときは、保険ূ݊にཪॻします。
６　減額ޙの保険金額が会社の定ΊるݶをԼまわる場合は、会社は、ຊ条の減額を取り扱いまͤΜ。

��ɹ保険契約ऀにର͢Δି
ୈ��ʢ保険契約ऀにର͢Δିʣ
　保険契約者は、解約払戻金額（付加されている特約の解約払戻金をؚΈます。以Լ、ຊ条においてಉ͡とします。）
の９ׂ（保険料払込済の保険契約にͭいては８ׂ）のൣғ内（保険料の自動振替貸付またはຊ条の貸付があるとき
はそのݩར金をࠩし引きます。）で貸付を受͚ることができます。たͩし、貸付金額が会社の定ΊるݶをԼまわ
ることはできまͤΜ。
２　保険契約者がຊ条の貸付を受͚るときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
３　ຊ条の貸付金のརଉは、会社所定のརによりෳརで計算します。
４　保険料の自動振替貸付およびຊ条の貸付金のݩར合計額が解約払戻金額をこえたときは、保険契約者は、会社
所定の金額を払い込Ήことをཁします。この場合、会社は、そのࢫを保険契約者に通知します。
５　会社が前߲の通知を発した日のଐする݄のཌ݄日までに会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契
約は、この期日のཌ日かΒ効力を失います。
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６　保険契約者は、いͭで、ຊ条の貸付金のݩར金のશ෦または一෦をฦ済することができます。たͩし、ͭ͗
のときにຊ条の貸付金がある場合には支払うき金額または解約払戻金額かΒ、ຊ条の貸付金のݩར金をࠩし引
きます。
ᾇ　保険契約が消໓したとき
ᾈ　保険金額を減額したとき
ᾉ　契約年齢または性別の誤りの処理がߦなわれたとき
ᾊ　払済保険に変更したとき
ᾋ　この保険契約に付加されている特約が解約、減額または解除されし͘は消໓したとき

��ɹ保険契約ऀ͓Αͼࢮ保険ۚडऔਓ
ୈ��ʢ保険契約ऀの変更ʣ
　保険契約者は、被保険者および会社のಉҙを得て、そのݖརおよび義務のすてを第ࡾ者にঝܧさͤることがで
きます。
２　保険契約者がຊ条の変更を請求するときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
３　ຊ条の変更をߦなͬたときは、保険ূ݊にཪॻします。

ୈ��ʢ保険契約ऀ·ͨࢮ保険ۚのडऔਓの代දऀʣ
　保険契約にͭいて、保険契約者または死亡保険金受取人が２人以্あるときは、֤代表者１人を定ΊてԼさい。
その代表者は、それͧれଞの保険契約者または死亡保険金受取人を代理するのとします。
２　前߲の代表者が定まΒないときまたはその所ࡏが不໌であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取
人の１人に対してしたߦҝは、ଞの者に対して効力を生͡ます。
３　保険契約者が２人以্ある場合には、その責任は࿈ଳとします。

ୈ��ʢ保険契約ऀのॅॴの変更ʣ
　保険契約者が住所または通৴ઌを変更したときは、すΈやかに会社に通知してԼさい。
２　保険契約者が前߲の通知をしなかͬたときは、会社の知ͬたޙ࠷の住所または通৴ઌあてに発した通知は、保
険契約者に౸ୡしたのとΈなします。

ୈ��ʢձ社の௨にΑΔࢮ保険ۚडऔਓの変更ʣ
　保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者のಉҙを得た্で、会社に対する通知により、
死亡保険金受取人を変更することができます。
２　前߲の通知をするときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。この場合、会社は、保険ূ݊にཪॻ
します。
３　第１߲の通知が会社に౸ୡする前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ͬたときは、その支払ޙに
変更ޙの死亡保険金受取人かΒ死亡保険金の請求を受͚て、会社はこれを支払いまͤΜ。

ୈ��ʢҨݴにΑΔࢮ保険ۚडऔਓの変更ʣ
　前条に定Ίる΄か、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法্༗効な遺言により、死亡保
険金受取人を変更することができます。
２　前߲の死亡保険金受取人の変更は、被保険者のಉҙがな͚れ、その効力を生͡まͤΜ。
３　前２߲による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡したޙ、保険契約者の૬ଓ人が会社に通知しな͚
れ、これを会社に対߅することができまͤΜ。
４　前߲の通知をするときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。この場合、会社は、保険ূ݊にཪॻ
します。

��ɹ͓ٗΑͼෆ๏औಘత
ୈ��ʢٗにΑΔऔফʣ
　保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約のక݁または復活がߦなわれたときは、会
社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込Μͩ保険料は払い戻しまͤΜ。

ୈ��ʢෆ๏औಘతにΑΔແޮʣ
　保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的またはଞ人に死亡保険金を不法に取得さͤる目的をͬて保険契
約のక݁または復活をߦなͬたときは、保険契約は無効とし、すでに払い込Μͩ保険料は払い戻しまͤΜ。

��ɹࠂٛ
ୈ��ʢࠂٛʣ
　保険契約のక݁または復活のࡍ、支払事由または保険料の払込免除事由の発生のՄ性に関する重ཁな事߲のう
ͪ会社所定のॻ໘で࣭した事߲にͭいて、保険契約者または被保険者はそのॻ໘により告知することをཁしま
す。
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ୈ��ʢࠂٛҧにΑΔղআʣ
　保険契約者または被保険者が、前条のن定により会社が告知を求Ίた事߲にͭいて、故ҙまたは重大なա失によ
り事࣮を告͛なかͬたかまたは事࣮でないことを告͛た場合には、会社は、কདྷにかͬて保険契約を解除するこ
とができます。
２　死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生͡たޙで、会社は、前߲のن定によͬてこの保険
契約を解除することができます。この場合、会社は、死亡保険金の支払または保険料の払込の免除をߦないまͤ
Μ。また、すでに死亡保険金を支払ͬていたときでそのฦؐを請求することができ、すでに保険料の払込を免
除していたときでその保険料の払込を求Ίることができます。
３　前߲のن定にかかわΒͣ、死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除のݪҼとなͬた
事࣮によΒなかͬたことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人がূ໌したときは、死亡保険金を支払
いまたは保険料の払込を免除します。
４　保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によりߦないます。たͩし、保険契約者またはその所ࡏが不໌で
あるか、そのଞਖ਼当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に解除
の通知をします。
５　ຊ条のن定により保険契約が解除された場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。

ୈ��ʢ保険契約ΛղআͰきない߹ʣ
　会社は、ͭ͗のいͣれかの場合には、前条のن定による保険契約の解除をすることができまͤΜ。
ᾇ　会社が、保険契約のక݁または復活のࡍ、解除のݪҼとなる事࣮を知ͬていたときまたはա失のたΊ知Βな
かͬたとき
ᾈ　会社のたΊに保険契約のక݁のഔհをߦなうことができる者（会社のたΊに保険契約のక݁の代理をߦなう
ことができる者を除き、以Լ、ຊ条においてʮ保険ഔհ者ʯといいます。）が、保険契約者または被保険者が
解除のݪҼとなる事࣮の告知をすることを͛たとき
ᾉ　保険ഔհ者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条（告知義務）の告知をしないことをקΊたとき、
または事࣮でないことを告͛ることをקΊたとき
ᾊ　会社が解除のݪҼを知ͬた日かΒその日をؚΊて１か݄を経աしたとき
ᾋ　責任開始（復活がߦなわれた場合には、ޙ࠷の復活のࡍの責任開始）の日かΒその日をؚΊて２年以内に死
亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生͡なかͬたとき

２　第１߲第２߸および第３߸のن定は、֤߸にن定する保険ഔհ者のߦҝがなかͬたとして、保険契約者また
は被保険者が、第27条（告知義務）のن定により会社が告知を求Ίた事߲にͭいて、事࣮を告͛なかͬたかまた
は事࣮でないことを告͛たとೝΊΒれる場合には、ద༻しまͤΜ。

��ɹॏେࣄ༝にΑΔղআ
ୈ��ʢॏେࣄ༝にΑΔղআʣ
　会社は、ͭ͗のいͣれかの事由（重大事由）がある場合には、この保険契約をকདྷにかͬて解除することがで
きます。
ᾇ　保険契約者、被保険者（死亡保険金の場合は被保険者を除きます。）または死亡保険金受取人がこの保険契
約の死亡保険金（保険料の払込の免除をؚΈます。以Լ、ຊ߲においてಉ͡とします。）を詐取する目的また
はଞ人に詐取さͤる目的で事故টக（ະをؚΈます。）をした場合
ᾈ　この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺ߦҝ（ະをؚΈます。）があͬた場合
ᾉ　保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、ͭ͗のいͣれかに֘当する場合
ᶃ　力ஂ、力ஂһ（力ஂһでな͘なͬた日かΒ５年を経աしない者をؚΈます。）、力ஂ準ߏһ、
力ஂ関ۀاそのଞの反社会的力（以Լ、ʮ反社会的力ʯといいます。）に֘当するとೝΊΒれること
ᶄ　反社会的力に対してࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩するなͲの関༩をしているとೝΊΒれること
ᶅ　反社会的力を不当にར༻しているとೝΊΒれること
ᶆ　保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的力がその法人の経Ӧを支配し、またはその
法人の経Ӧに࣮࣭的に関༩しているとೝΊΒれること
ᶇ　そのଞ反社会的力と社会的にඇされるき関を༗しているとೝΊΒれること
ᾊ　この保険契約に付加されている特約し͘はଞの保険契約が重大事由によͬて解除され、または保険契約
者、被保険者し͘は死亡保険金受取人がଞの保険者との間でక݁した保険契約し͘はڞ済契約が重大事由
により解除されるなͲにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する৴པをଛない、
この保険契約のଘଓをࠔとする第１߸かΒ前߸までとಉ等の重大な事由がある場合

２　死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生͡たޙで、会社は、前߲のن定によͬてこの保険
契約を解除することができます。この場合には、ͭ͗のとおり取り扱います。
ᾇ　前߲֤߸に定Ίる事由の発生時以ޙに生͡た支払事由による死亡保険金（前߲第３߸のΈに֘当した場合
で、前߲第３߸ᶃかΒᶇまでに֘当した者が死亡保険金受取人のΈであり、その受取人が死亡保険金の一෦の
受取人であるときは、死亡保険金のうͪ、その受取人に支払われるき死亡保険金をいいます。以Լ、ຊ߸に
ͭいてಉ͡とします。）を支払いまͤΜ。また、すでにその支払事由により死亡保険金を支払ͬていたときで
、会社は、そのฦؐを請求します。
ᾈ　前߲֤߸に定Ίる事由の発生時以ޙに生͡た保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をߦないま
ͤΜ。また、すでにその保険料の払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときで、会社は、その
保険料の払込を求Ίることができます。
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３　ຊ条による解除は、保険契約者に対する通知によͬてߦないます。たͩし、ਖ਼当な事由によͬて保険契約者に
通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
４　この保険契約を解除した場合は、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
５　前߲のن定にかかわΒͣ、第１߲第３߸のن定によͬてこの保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一෦の
受取人に対して第２߲第１߸のن定をద༻し死亡保険金を支払わないときは、この保険契約のうͪ支払われない
死亡保険金に対Ԡする෦にͭいては前߲のن定をద༻し、その෦の解約払戻金を保険契約者に支払います。

��ɹղ約
ୈ��ʢղ約ʣ
　保険契約者は、কདྷにかͬて保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
２　保険契約者がຊ条の請求をするときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。

��ɹۚ
ୈ��ʢۚʣ
　解約払戻金は、保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込Μͩ年݄数および経աした年݄数により、保険
料払込済の場合にはその経աした年݄数により計算します。
２　保険料払込期間中にお͚る解約払戻金額は、解約払戻金を削減しない場合の金額に解約払戻金支払ׂ合を͡
て得た金額とします。
３　解約払戻金支払ׂ合は、７ׂとします。
４　責任準備金は、保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込Μͩ年݄数および経աした年݄数により、保
険料払込済の場合にはその経աした年݄数により計算します。
５　ຊ条の払戻金の支払時期および支払場所にͭいては、第６条（保険金等の請求、支払時期および支払場所）の
。定を準༻しますن

��ɹ契約ྸの͓ࢉܭΑͼ契約ྸ·ͨੑผのޡΓのॲ理
ୈ��ʢ契約ྸのࢉܭʣ
　被保険者の契約日にお͚る契約年齢はຬ年齢で計算し、１年ະຬの数はりࣺてます。
２　保険契約క݁ޙの被保険者の年齢は、前߲の契約年齢に契約Ԡ当日ごとに１ࡀを加えて計算します。

ୈ��ʢ契約ྸ·ͨੑผのޡΓのॲ理ʣ
　保険契約ਃ込ॻにࡌهされた被保険者の年齢に誤りのあͬた場合、契約日にお͚る࣮ࡍの年齢が、会社の定Ίる
契約年齢のൣғ外であͬたときは、保険契約を無効としてطに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
契約日にお͚る࣮ࡍの年齢が、会社の定Ίる契約年齢のൣғ内であͬたときは、࣮ࡍの年齢に基ͮいて保険契約を
క݁したのとΈなし、طに払い込Μͩ保険料とのࠩ額にͭいて会社の定Ίる方法により処理し、そのޙの保険料
をվΊます。
２　保険契約ਃ込ॻにࡌهされた被保険者の性別に誤りのあͬた場合、࣮ࡍの性別に基ͮいて保険契約をక݁した
のとΈなし、طに払い込Μͩ保険料とのࠩ額にͭいて会社の定Ίる方法により処理し、そのޙの保険料をվΊ
ます。

��ɹ契約ऀ当
ୈ��ʢ契約ऀ当ʣ
　この保険契約にͭいては、契約者配当はありまͤΜ。

��ɹޮ࣌
ୈ��ʢޮ࣌ʣ
　死亡保険金、払戻金の支払または保険料の払込の免除を請求するݖརは、その請求ݖ者が、そのݖརをߦでき
るようになͬた時かΒ３年間請求がない場合には消໓します。

��ɹ契約内容のొ
ୈ��ʢ契約内容のొʣ
　会社は、保険契約者および被保険者のಉҙを得て、ͭ͗の事߲を一ൠ社ஂ法人生໋保険ڠ会（以Լ、ʮڠ会ʯと
いいます。）に登録します。
ᾇ　保険契約者なΒびに被保険者の໊ࢯ、生年݄日、性別および住所（ࢢɾ۠ɾ܊までとします。）
ᾈ　死亡保険金の金額
ᾉ　契約日（復活がߦなわれた場合は、ޙ࠷の復活の日とします。以Լ、第２߲においてಉ͡とします。）
ᾊ　当会社໊
２　前߲の登録の期間は、契約日かΒ５年以内とします。
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ಉ合࿈合会（以Լ、ʮ֤生໋保険会社等ʯといいます。）ڠۀ済ڞࠃ会加ໍの֤生໋保険会社およびશڠ　３
は、第１߲のن定により登録された被保険者にͭいて、保険契約（死亡保険金（ऩ入保ো年金をؚΈます。以Լ、
ຊ条においてಉ͡とします。）のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約
をؚΈます。以Լ、ຊ条においてಉ͡とします。）のਃ込（復活、復چ、保険金額の૿額（ऩ入保ো保険および
ऩ入保ো特約の基ຊ年金額の૿額をؚΈます。以Լ、ຊ条においてಉ͡とします。）または特約の中్付加（特
約を保険契約の更新時に付加する場合をؚΈます。以Լ、ຊ条においてಉ͡とします。）のਃ込をؚΈます。）を
受͚たときは、ڠ会に対して第１߲のن定により登録された内容にͭいてর会することができるのとします。
この場合、ڠ会かΒその݁Ռの࿈བྷを受͚るのとします。
４　֤生໋保険会社等は、第２߲の登録の期間中に保険契約のਃ込があͬた場合、前߲によͬて࿈བྷされた内容を
保険契約のঝ（復活、復چ、保険金額の૿額または特約の中్付加のঝをؚΈます。以Լ、ຊ条においてಉ
͡とします。）の判断のߟࢀとすることができるのとします。
５　֤生໋保険会社等は、契約日（復活、復چ、保険金額の૿額または特約の中్付加がߦなわれた場合は、ޙ࠷
の復活、復چ、保険金額の૿額または特約の中్付加の日とします。以Լ、ຊ߲においてಉ͡とします。）かΒ
５年以内に保険契約にͭいて死亡保険金またはߴো害保険金（ߴো害年金をؚΈます。以Լ、ຊ条において
ಉ͡とします。）の請求を受͚たときは、ڠ会に対して第１߲のن定により登録された内容にͭいてর会し、そ
の݁Ռを死亡保険金またはߴো害保険金の支払の判断のߟࢀとすることができるのとします。
６　֤生໋保険会社等は、࿈བྷされた内容をঝの判断または支払の判断のߟࢀとする以外に༻いないのとしま
す。
。会および֤生໋保険会社等は、登録または࿈བྷされた内容をଞにެ開しないのとしますڠ　７
８　保険契約者または被保険者は、登録または࿈བྷされた内容にͭいて、会社またはڠ会にর会することができま
す。また、その内容が事࣮と૬違していることを知ͬたときは、そのగਖ਼を請求することができます。
９　第３߲、第４߲および第５߲中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、ߴো害保
険金とあるのは、ڠۀಉ合法に基ͮ͘ڞ済契約においては、それͧれ、被ڞ済者、ڞ済契約、死亡ڞ済金、
災害死亡ڞ済金、ڞ済金額、ޙ遺ো害ڞ済金とಡΈ替えます。

��ɹࡋॴ
ୈ��ʢࡋॴʣ
　この保険契約にお͚る死亡保険金の請求に関するૌুにͭいては、会社のຊ社の所ࡏまたは死亡保険金受取人
（死亡保険金受取人が２人以্いるときは、その代表者とします。）の住所を管轄するߴ等裁判所（ຊிとしま
す。）の所ࡏを管轄する方裁判所をͬて、合ҙによる管轄裁判所とします。
２　この保険契約にお͚る保険料の払込の免除の請求に関するૌুにͭいては、前߲のن定を準༻します。

��ɹ保険契約ऀҎ֎のऀにΑΔղ約のޮྗ等
ୈ��ʢ保険契約ऀҎ֎のऀにΑΔղ約のޮྗ等ʣ
　保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者（以Լ、ݖ࠴者等といいます。）による保険契約の
解約は、解約の通知が会社に౸ୡした時かΒ１か݄を経աした日に効力を生͡ます。
２　前߲の解約が通知された場合で、通知の時においてͭ͗の֤߸のすてをຬたす死亡保険金受取人が、保険
契約者のಉҙを得て、前߲の期間が経աするまでの間に、当֘解約の通知が会社に౸ୡした日に解約の効力が生
͡たとすれ会社がݖ࠴者等に支払うき金額をݖ࠴者等に支払い、かͭ会社にそのࢫを通知したときは、前߲
の解約はその効力を生͡まͤΜ。
ᾇ　保険契約者し͘は被保険者の族または被保険者ຊ人であること
ᾈ　保険契約者でないこと
３　前߲の通知をするときは、ඞཁॻྨ（別表１）を会社にఏग़してԼさい。
４　第１߲の解約の通知が会社に౸ୡした日以ޙ、当֘解約の効力が生͡または第２߲のن定により効力が生͡な
͘なるまでに、死亡保険金の支払事由が生͡、会社が死亡保険金を支払うきときは、当֘支払うき金額のݶ
で、第２߲ຊจの金額をݖ࠴者等に支払います。この場合、当֘支払うき金額かΒݖ࠴者等に支払ͬた金額
をࠩし引いた額を、死亡保険金受取人に支払います。

��ɹࢮࡂにؔ͢Δಛଇ
ୈ��ʢࢮࡂにؔ͢Δಛଇʣ
　被保険者が契約日かΒその日をؚΊて１年以内に、ͭ͗のいͣれかの事由に֘当した場合には、第１条（死亡保
険金の支払）第１߲第１߸のن定にかかわΒͣ、死亡保険金の支払額は、保険金額શ額とします。
ᾇ　責任開始時以ޙに発生した不ྀの事故（別表２）によるই害をのݪҼとして、その事故の日かΒその日
をؚΊて180日以内に死亡したとき
ᾈ　責任開始時以ޙに発病したײછ（別表５）をのݪҼとして死亡したとき
２　被保険者がͭ͗のいͣれかにより前߲の事由に֘当した場合には、会社は、前߲のن定をద༻しまͤΜ。
ᾇ　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重大なա失
ᾈ　死亡保険金受取人の故ҙまたは重大なա失
ᾉ　被保険者の൜ߦࡑҝ
ᾊ　被保険者のਫ਼ਆো害のঢ়ଶにあることをݪҼとする事故
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ᾋ　被保険者のటਲのঢ়ଶをݪҼとする事故
ᾌ　被保険者が法ྩに定Ίるӡస֨ࢿを持たないでӡసしている間に生͡た事故
ᾍ　被保険者が法ྩに定Ίるञؾଳびӡసまたはこれに૬当するӡసをしている間に生͡た事故
３　死亡保険金受取人が故ҙまたは重大なա失により被保険者を死亡さͤたことにより第１߲のن定に֘当する場
合で、その受取人が死亡保険金の一෦の受取人であるときは、死亡保険金かΒその受取人に支払うこととしてい
た෦を除いた෦にͭいては第１߲のن定をద༻して算ग़した金額をそのଞの死亡保険金受取人に支払い、そ
の受取人に支払うこととしていた෦にͭいては、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　死亡保険金受取人が故ҙに被保険者を死亡さͤたときは、第１条（死亡保険金の支払）第２߲に定Ίるとこ
Ζによります。
ᾈ　死亡保険金受取人の重大なա失により被保険者が死亡したときは、第１条（死亡保険金の支払）第１߲第１
߸により算ग़される金額をその受取人に支払います。

４　被保険者が、責任開始時前に発病したײછ（別表５）をのݪҼとして死亡したときは、ͭ͗に定Ίると
こΖによります。
ᾇ　保険契約のక݁のࡍ（復活がߦなわれた場合には、ޙ࠷の復活のࡍとします。）に、会社が、告知等により
知ͬていたそのײછに関する事࣮にとͮいてঝした場合には、責任開始時以ޙのݪҼによるのとΈな
してຊ条のن定をద༻します。たͩし、事࣮の一෦が告知されなかͬたことにより、そのײછに関する事࣮
を会社がਖ਼確に知ることができなかͬた場合を除きます。
ᾈ　そのײછにͭいて、責任開始時前に、被保険者がҩࢣの診ྍを受͚たことがな͘、かͭ、݈߁診断等にお
いてҟৗのࢦఠを受͚たことがない場合には、責任開始時以ޙのݪҼによるのとΈなしてຊ条のن定をద༻
します。たͩし、そのײછによるঢ়にͭいて保険契約者または被保険者がೝࣝまたは自֮していた場合を
除きます。

５　第１߲のن定にかかわΒͣ、被保険者がઓ૪そのଞの変ཚまたは、Րし͘はにより契約日かΒそ
の日をؚΊて１年以内に第１߲の事由に֘当した場合で、そのݪҼにより死亡した被保険者の数の૿加がこの保
険の計算の基ૅにӨڹをٴ΅すときは、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　ઓ૪そのଞの変ཚによるときは、第２条（死亡保険金の削減支払）に定ΊるとこΖによります。
ᾈ　、Րまたはによるときは、会社は、死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削
減して支払う金額は、第１条（死亡保険金の支払）第１߲第１߸の支払額をԼまわることはありまͤΜ。

６　第６条（保険金等の請求、支払時期および支払場所）第５߲第１߸および第２߸をͭ͗のとおりಡΈ替える
のとします。

ᾇ　死亡保険金の支払事由または第40条（災害死亡に関する特則）第１߲に定Ίる事由発生の༗無の確ೝがඞཁ
な場合
　　死亡保険金の支払事由または第40条（災害死亡に関する特則）第１߲に定Ίる事由に֘当する事࣮の༗無
ᾈ　保険金支払の免責事由または第40条（災害死亡に関する特則）第２߲に定Ίる事由に֘当するՄ性がある
場合
　　死亡保険金の支払事由が発生したݪҼ

��ɹಛఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আಛଇ
ୈ��ʢಛఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আಛଇのऔѻʣ
　特定疾病保険料払込免除特則（以Լ、ຊ条かΒ第44条においてʮこの特則ʯといいます。）の取扱にͭいては、
ຊ条かΒ第44条に定ΊるとこΖによります。
２　この特則は、この保険契約క݁のࡍ、保険契約者かΒのਃग़があり、かͭ会社がঝした場合にద༻します。
３　この特則のద༻ޙは、この特則を取り消すことはできまͤΜ。

ୈ��ʢಛఆ࣬පにΑΔ保険ྉのࠐの໔আʣ
　第４条（保険料の払込の免除）第１߲にن定する΄か、被保険者が、ͭ͗の事由に֘当したときは、会社は、ক
དྷの保険料の払込を免除します。

保険料の払込の免除事由

　ͭ͗のᾇまたはᾈのいͣれかに֘当したとき
ᾇ　被保険者が第43条にن定する悪性新生物責任開始日（復活がߦなわれた場合はޙ࠷の復活のࡍの悪性新生物
責任開始日とします。以Լ、ಉ͡とします。）前に悪性新生物（別表８）と診断確定されたことがな͘、悪性
新生物責任開始日以ޙの保険料払込期間中に、ॳΊて悪性新生物（別表８）にጶױしたと診断確定されたとき
ᾈ　被保険者が責任開始時以ޙの疾病をݪҼとして、保険料払込期間中に、ͭ͗のいͣれかのঢ়ଶに֘当したと
き
ᶃ　ٸ性৺࠹ߎے（別表８）を発病し、その疾病によͬてॳΊてҩࢣの診ྍを受͚た日かΒその日をؚΊて60
日以্、࿑ಇの੍ݶをඞཁとするঢ়ଶ（ܰい家事等のܰ࿑ಇや事務等のۀ࠲はできるが、それ以্の活動で
は੍ݶをඞཁとするঢ়ଶ）がܧଓしたとҩࢣによͬて診断されたとき
ᶄ　ଔ中（別表８）を発病し、その疾病によりॳΊてҩࢣの診ྍを受͚た日かΒその日をؚΊて60日以্、
言ޠো害、ӡ動失ௐ、ຑᙺ等のଞ֮的なਆ経ֶ的ޙ遺がܧଓしたとҩࢣによͬて診断されたとき
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２　被保険者が悪性新生物責任開始日前に悪性新生物と診断確定されていた場合で、責任開始日の５年前の年୯
ҐのԠ当日（Ԡ当日のない場合は、その݄の日とします。）のཌ日かΒ悪性新生物責任開始日の前日までの期
間に悪性新生物と診断確定されていないときは、悪性新生物責任開始日以ޙにお͚るॳΊての悪性新生物の診断
確定を、悪性新生物責任開始日前をؚΊてॳΊての診断確定とΈなして、ຊ条のن定をద༻します。
３　悪性新生物の診断確定は日ຊのҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを持ͭ者（日ຊのҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを持ͭ
者とಉ等のࠃ外のҩࢣまたはࣃՊҩࢣをؚΈます。）によͬてなされることをཁします。
４　悪性新生物の診断確定は、病理৫ֶ的所ݟ（生ݕをؚΈます。以Լಉ͡とします。）によりなされることを
ཁします。たͩし、病理৫ֶ的ࠪݕがߦわれていない場合であͬて、ࡉ๔ֶ的所ݟ、理ֶ的所9）ݟઢ、
内ڸࢹ等）、ྟচֶ的所ݟ、खज़所ݟそのଞの所ݟによる診断確定悪性新生物の診断確定とೝΊることがあり
ます。また、病理৫ֶ的ࠪݕがߦわれた場合であͬて、それより前の時でࡉ๔ֶ的所ݟ、理ֶ的所9）ݟ
ઢ、内ڸࢹ等）、ྟচֶ的所ݟ、खज़所ݟそのଞの所ݟによる診断確定があるときは、その時で診断確定が
あͬたのとೝΊることがあります。
５　前߲で定まる診断確定のࠜڌとなͬたࠪݕ（ࠪݕがෳ数のときは、診断確定の判断にͬࢸたࡍのࠪݕ）の࣮ࢪ
日をͬて、悪性新生物と診断確定されたのとΈなします。
６　被保険者が、責任開始時前の疾病をݪҼとしてٸ性৺࠹ߎےまたはଔ中を発病した場合で、そのٸ性৺ے
Ҽとしたݪの疾病をޙであるとೝΊΒれる場合には、責任開始時以ޙまたはଔ中の発病が責任開始時以࠹ߎ
のとΈなして、第１߲のن定をద༻します。

ୈ��ʢѱੑ৽ੜ։࢝ʣ
　悪性新生物ጶױの診断確定による保険料の払込の免除にͭいては、会社は、悪性新生物責任開始日かΒ保険契約
্の責任をෛうのとし、悪性新生物責任開始日はͭ͗のとおりとします。
ᾇ　保険契約のక݁にࡍしては、第７条にن定する責任開始日よりその日をؚΊて90日を経աした日のཌ日
ᾈ　復活がߦなわれた場合の保険契約にͭいては、ޙ࠷の復活のࡍの責任開始日よりその日をؚΊて90日を経ա
した日のཌ日

ୈ��ʢѱੑ৽ੜ։࢝લにѱੑ৽ੜとஅ֬ఆ͞Εͨ߹のऔѻʣ
　被保険者が、悪性新生物責任開始日の前日以前に悪性新生物（別表８）と診断確定された場合は、ͭ͗の֤߸に
より取り扱います。
ᾇ　保険契約క݁のࡍの悪性新生物責任開始日の前日以前に悪性新生物（別表８）と診断確定された場合で、そ
の診断確定の日（この場合、第42条第５߲に定Ίる悪性新生物と診断確定されたとΈなされるࠪݕの࣮ࢪ日で
はな͘、࣮ࡍに診断確定された日をいいます。）かΒその日をؚΊて６か݄以内に保険契約者かΒਃग़があͬ
たときは、この特則を無効とし、すでに払い込まれた保険料のうͪ、この特則෦にかかわる保険料૬当を
保険契約者に払い戻します。
ᾈ　保険契約復活のࡍの悪性新生物責任開始日の前日以前に悪性新生物（別表８）と診断確定された場合で、そ
の診断確定の日（この場合、第42条第５߲に定Ίる悪性新生物と診断確定されたとΈなされるࠪݕの࣮ࢪ日で
はな͘、࣮ࡍに診断確定された日をいいます。）かΒその日をؚΊて６か݄以内に保険契約者かΒਃग़（保険
料払込期間ຬྃ前のਃग़にݶります。）があͬたときは、この特則෦の復活を無効とし、復活のࡍに払い込
Μͩະ払込保険料とそのརଉおよび復活以ޙ払い込まれた保険料のうͪ、この特則෦にかかわる金額を保険
契約者に払い戻します。この場合、この特則෦は復活前に取り消されたのとして取り扱います。

２　前߲のن定にかかわΒͣ、第28条（告知義務違反による解除）または第30条（重大事由による解除）のن定
によͬて、保険契約が解除される場合は、ຊ条の取扱はߦないまͤΜ。
３　ຊ条のن定によりこの特則が無効となる場合は、この保険契約の保険料ະ経ա金のうͪ、この特則෦にかか
わる保険料ະ経ա金の払戻はありまͤΜ。
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̎ɽϦϏϯάɾχʔζಛ約

͜のಛ約のझࢫ
　この特約は、ओたる保険契約（以Լ、ʮओ契約ʯといいます。）に付加してక݁し、ओ契約の被保険者の༨໋が
６か݄以内と判断される場合に、会社の定ΊるとこΖにより、ओ契約の死亡保険金額のશ෦または一෦に૬当する
金額（以Լ、ຊ特約条߲においてʮϦϏϯάɾχʔζ保険金ʯといいます。）を支払うことをओな内容とするの
です。

１　この特約のڅ付に関するن定
第１条　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払
第２条　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払わない場合
第３条　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求
第４条　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払時期、支払

場所
第５条　保険契約者が法人の場合の特則
２　この特約の取扱に関するن定
第６条　特約のక݁および責任開始
第７条　特約の失効および復活
第８条　詐欺による取消
第９条　不法取得目的による無効
第10条　告知義務および告知義務違反
第11条　重大事由による解除
第12条　特約の消໓
第13条　特約の解約
第14条　特約の払戻金
第15条　特約の復چ
第16条　契約者配当
第17条　ओ契約の保険金額に合算する特約の取扱
第18条　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払を受͚た場

合のओ契約に付加された特約の取扱

第19条　特別条݅付保険特約が付加されている保険
契約の場合の特則

第20条　ओ契約に࣭ݖが設定される場合の特則
第21条　管轄裁判所
第22条　ओ約のن定の準༻
第23条　ඞཁॻྨ
第24条　ओ契約がచ૿定期保険契約の場合の特則
第25条　ओ契約が特定疾病保ো保険契約の場合の特

則
第26条　ओ契約が無配当解約払戻金੍ܕऩ入保ো

保険（2010）の場合の特則
第27条　ओ契約が無配当無解約払戻金ܕ定期保険

（Πϯλʔωοτਃ込ઐ༻）の場合の特則
第28条　ओ契約が無配当引受基準緩和ܕऴ保険

（解約払戻金ܕ）の場合の特則
第29条　ओ契約が無配当引受基準緩和ܕҩྍ保険の

場合の特則
第30条　ओ契約が無配当引受基準緩和ܕऴ保険

（解約払戻金ܕ）（2015）の場合の特則
第31条　ओ契約が無配当引受基準緩和ܕҩྍ保険

（2015）の場合の特則

̍ɹ͜のಛ約のڅにؔ͢Δنఆ
ୈ̍ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚのࢧʣ
　会社は、被保険者の༨໋が６か݄以内と判断される場合に、ϦϏϯάɾχʔζ保険金を被保険者に支払います。
たͩし、第３条に定Ίる請求ॻྨが会社に౸ୡしないか͗り、会社はϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払いまͤΜ。ま
た、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日（第３条に定Ίる請求ॻྨのすてが会社に౸ୡした日をいいます。以Լ、
ಉ͡とします。）がओ契約の保険期間のຬྃ（保険契約の更新のن定により更新される場合を除きます。）前１年以
内である場合に、会社はϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払いまͤΜ。
２　被保険者は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求にࡍして、会社の定Ίるൣғ内で、ओ契約の死亡保険金のうͪຊ
条をద༻する保険金額をࢦ定する（以Լ、ʮࢦ定保険金額ʯといいます。）のとします。
３　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払にࡍしては、ࢦ定保険金額かΒ、会社の定Ίる方法により、ϦϏϯάɾχʔζ
保険金の請求日かΒ６か݄間のࢦ定保険金額に対Ԡするརଉおよび保険料૬当額をࠩし引͘のとします。
４　ओ契約の死亡保険金額のશ෦がࢦ定保険金額としてࢦ定され、ϦϏϯάɾχʔζ保険金が支払われた場合に
は、保険契約は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にさかの΅ͬて消໓するのとします。
５　ओ契約の死亡保険金額の一෦がࢦ定保険金額としてࢦ定され、ϦϏϯάɾχʔζ保険金が支払われた場合に
は、保険契約は、ࢦ定保険金額͚ͩϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にさかの΅ͬて減額されたのとします。
この場合、減額にͭいては、ओ契約にద༻されるී通保険約（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）のن定にか
かわΒͣ、解約払戻金を支払いまͤΜ。
６　会社は、ओ約に定Ίる保険金を支払ͬた場合または支払うこととした場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の
支払事由が発生していたことによりそのޙにϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求を受͚て、これを支払いまͤΜ。
７　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払う前にओ約に定Ίる保険金の請求を受͚た場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険
金の請求がなかͬたのとして取り扱い、ϦϏϯάɾχʔζ保険金は支払いまͤΜ。
８　ओ約にن定する貸付金があるときは、支払うき金額かΒ、そのݩར合計額をࠩし引きます。
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ୈ̎ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚΛࢧΘない߹ʣ
　ͭ͗のいͣれかの事由によͬて、被保険者が第１条第１߲のن定に֘当した場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険金
を支払いまͤΜ。
ᾇ　保険契約者、被保険者、またはࢦ定代理請求人の故ҙ
ᾈ　ઓ૪そのଞの変ཚ（たͩし、ઓ૪そのଞの変ཚにより第１条第１߲のن定に֘当した被保険者の数の૿加が
この特約の計算の基ૅにおよ΅すӨڹがগないとೝΊたときは、会社は、そのఔにԠ͡、ϦϏϯάɾχʔζ
保険金のશ額を支払い、または削減して支払うことがあります。）

ୈ̏ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚのٻʣ
　被保険者は、第23条（ඞཁॻྨ）に定Ίるॻྨをఏग़して、ϦϏϯάɾχʔζ保険金を請求してԼさい。
２　会社は、被保険者にͭいて会社ࢦ定のҩࢣの診断を求Ίることがあります。
３　被保険者がϦϏϯάɾχʔζ保険金を請求できない特別な事があるときは、保険契約者が被保険者のಉҙを
得て࣍の֤߸のൣғ内であΒか͡Ίࢦ定またはຊ条第５߲のن定により変更ࢦ定した者（以Լ、ʮࢦ定代理請求
人ʯといいます。）が、その特別な事のଘࡏをূ໌するॻྨおよび第23条（ඞཁॻྨ）に定Ίるॻྨをఏग़し、
会社のঝを得て、被保険者の代理人として、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求をすることができます。
ᾇ　請求時において、被保険者とಉډし、または、被保険者と生計を一にしている被保険者のށ੶্の配ۮ者
ᾈ　請求時において、被保険者とಉډし、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の３等以内の族
４　前߲のن定により、会社が、ϦϏϯάɾχʔζ保険金をࢦ定代理請求人に支払ͬた場合には、そのޙ重ෳして
ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求を受͚て、会社は、これを支払いまͤΜ。
５　保険契約者は、被保険者のಉҙを得て、第23条（ඞཁॻྨ）に定Ίるॻྨをఏग़し、ࢦ定代理請求人を変更ࢦ
定することができます。この場合、ࢦ定代理請求人の変更は、保険ূ݊にཪॻを受͚てかΒでな͚れ会社に対
。することはできないのとします߅
場、合等のஂମ（ஂମの代表者をؚΈます。以Լ、ʮஂମʯといいます。）を保険契約者、ॺ、会社ެ　６
およびϦϏϯάɾχʔζ保険金受取人とし、そのஂମかΒڅ༩の支払を受͚るैۀһを被保険者とする保険契約
の場合、保険契約者であるஂମが当֘保険契約の保険金のશ෦またはその૬当෦を遺族ิঈنఔ等に基ͮ͘死
亡ୀ৬金またはீҚ金等（以Լʮ死亡ୀ৬金等ʯといいます。）として被保険者または死亡ୀ৬金等の受څ者に
支払うときは、ϦϏϯάɾχʔζ保険金請求のࡍ、第１߸または第２߸いͣれかおよび第３߸のॻྨඞཁとし
ます。たͩし、これΒの者が２人以্であるときは、そのうͪ１人かΒのఏग़でりるのとします。
ᾇ　被保険者または死亡ୀ৬金等の受څ者の請求内容確ೝॻ
ᾈ　被保険者または死亡ୀ৬金等の受څ者に死亡ୀ৬金等を支払ͬたことをূするॻྨ
ᾉ　保険契約者であるஂମが受څ者ຊ人であることを確ೝしたॻྨ

ୈ̐ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚのࢧظ࣌ɺࢧॴʣ
　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払時期および支払場所にͭいては、ओ約に定Ίる保険金等の支払時期および支払
場所に関するن定を準༻します。この場合、ඞཁな事߲の確ೝに関するن定においては、保険金等の受取人に、代
理請求がߦなわれるࡍのࢦ定代理請求人をؚΊて取り扱います。

ୈ̑ʢ保険契約ऀが๏ਓの߹のಛଇʣ
　ओ契約の保険契約者が法人の場合において、保険契約者がओ契約のຬ期保険金受取人（ओ契約にຬ期保険金があ
る場合にݶります。この場合、ຬ期保険金の一෦の受取人であるときをؚΈます。）および死亡保険金受取人（死
亡保険金の一෦の受取人である場合をؚΈます。）の場合には、第１条および第３条のن定にかかわΒͣ、ϦϏϯ
άɾχʔζ保険金の請求者および受取人は保険契約者とします。
２　前߲に定Ίる場合を除き、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求者および受取人を被保険者以外の者に変更すること
はできまͤΜ。

̎ɹ͜のಛ約のऔѻにؔ͢Δنఆ
ୈ̒ʢಛ約の締結͓Αͼ։࢝ʣ
　この特約は、被保険者のಉҙを得た保険契約者のਃग़によͬて、会社が定Ίるओ契約に付加してక݁します。
２　ओ契約క݁のࡍに付加する場合の、この特約の責任開始は、ओ契約の責任開始とಉ一とします。
３　ओ契約క݁ޙに付加する場合の、この特約の責任開始は、会社がこの特約の付加をঝした日とします。
４　前߲の場合には、保険ূ݊にཪॻし、新たに保険ূ݊を発ߦしまͤΜ。

ୈ̓ʢಛ約のࣦޮ͓Αͼ෮׆ʣ
　ओ契約が効力を失ͬた場合には、この特約ಉ時に効力を失います。
２　ओ契約の復活の請求のࡍに、別ஈのਃग़がないときは、この特約ಉ時に復活の請求があͬたのとします。
３　会社は、前߲のن定によͬて請求された特約の復活をঝした場合には、ओ約の復活のن定を準༻して、こ
の特約の復活を取り扱います。

ୈ̔ʢٗにΑΔऔফʣ
　保険契約者、被保険者またはϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取人の詐欺によりこの特約のక݁、復活または復چが
。なわれたときは、会社は、これを取り消すことができますߦ
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ୈ̕ʢෆ๏औಘతにΑΔແޮʣ
　この特約のక݁、復活または復چのࡍの不法取得目的による無効にͭいては、ओ約の不法取得目的による無効
に関するن定を準༻します。

ୈ��ʢࠂ͓ٛΑͼࠂٛҧʣ
　この特約のక݁、復活または復چのࡍ、支払事由の発生のՄ性に関する重ཁな事߲のうͪ会社所定のॻ໘で࣭
した事߲にͭいて、保険契約者または被保険者はそのॻ໘により告知することをཁします。たͩし、会社のࢦ定
するҩࢣがޱ಄で࣭した事߲にͭいては、そのҩࢣにޱ಄により告知することをཁします。
２　保険契約者または被保険者が、前߲のن定により会社が告知を求Ίた事߲にͭいて、故ҙまたは重大なա失に
より事࣮を告͛なかͬたかまたは事࣮でないことを告͛た場合には、会社は、কདྷにかͬてこの特約を解除す
ることができます。
３　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払事由が生͡たޙで、会社は、前߲のن定によͬてこの特約を解除することが
できます。この場合、会社は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払いまͤΜ。また、すでにϦϏϯάɾχʔζ保険金
を支払ͬていたときでそのฦؐを請求することができます。
４　前߲のن定にかかわΒͣ、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払事由の発生が解除のݪҼとなͬた事࣮によΒなかͬ
たことを保険契約者、被保険者またはࢦ定代理請求人がূ໌したときは、ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払います。
５　この特約の解除は、保険契約者に対する通知によりߦないます。たͩし、保険契約者またはその所ࡏが不໌で
あるか、そのଞਖ਼当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者またはࢦ定代理請求人に解除の
通知をします。
６　第２߲かΒ前߲までのن定によりこの特約が解除された場合で、解約払戻金の支払はありまͤΜ。
７　会社は、ͭ͗のいͣれかの場合には、第２߲かΒ前߲までのن定によるこの特約の解除をすることができまͤ
Μ。
ᾇ　会社が、この特約のక݁、復活または復چのࡍ、解除のݪҼとなる事࣮を知ͬていたときまたはա失のたΊ
知Βなかͬたとき
ᾈ　会社のたΊに保険契約のక݁のഔհをߦなうことができる者（会社のたΊに保険契約のక݁の代理をߦなう
ことができる者を除き、以Լ、ຊ条においてʮ保険ഔհ者ʯといいます。）が、保険契約者または被保険者が
解除のݪҼとなる事࣮の告知をすることを͛たとき
ᾉ　保険ഔհ者が、保険契約者または被保険者に対し、第１߲の告知をしないことをקΊたとき、または事࣮で
ないことを告͛ることをקΊたとき
ᾊ　会社が解除のݪҼを知ͬた日かΒその日をؚΊて１か݄を経աしたとき
ᾋ　責任開始（復活または復چがߦなわれた場合には、ޙ࠷の復活または復چのࡍの責任開始）の日かΒその日
をؚΊて２年以内にϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払事由が生͡なかͬたとき

８　前߲第２߸および第３߸のن定は、֤߸にن定する保険ഔհ者のߦҝがなかͬたとして、保険契約者または
被保険者が、第１߲のن定により会社が告知を求Ίた事߲にͭいて、事࣮を告͛なかͬたかまたは事࣮でないこ
とを告͛たとೝΊΒれる場合には、ద༻しまͤΜ。

ୈ��ʢॏେࣄ༝にΑΔղআʣ
　会社は、ͭ͗のいͣれかの事由（重大事由）がある場合には、この特約をকདྷにかͬて解除することができま
す。
ᾇ　保険契約者、被保険者またはϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取人が、この特約のϦϏϯάɾχʔζ保険金を詐
取する目的またはଞ人に詐取さͤる目的で事故টக（ະをؚΈます。）をした場合
ᾈ　この特約のϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求に関し、そのϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取人に詐欺ߦҝ（ະ
をؚΈます。）があͬた場合
ᾉ　保険契約者、被保険者またはϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取人が、ͭ͗のいͣれかに֘当する場合
ᶃ　力ஂ、力ஂһ（力ஂһでな͘なͬた日かΒ５年を経աしない者をؚΈます。）、力ஂ準ߏһ、
力ஂ関ۀاそのଞの反社会的力（以Լ、ʮ反社会的力ʯといいます。）に֘当するとೝΊΒれること
ᶄ　反社会的力に対してࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩するなͲの関༩をしているとೝΊΒれること
ᶅ　反社会的力を不当にར༻しているとೝΊΒれること
ᶆ　保険契約者またはϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取人が法人の場合、反社会的力がその法人の経Ӧを支配
し、またはその法人の経Ӧに࣮࣭的に関༩しているとೝΊΒれること
ᶇ　そのଞ反社会的力と社会的にඇされるき関を༗しているとೝΊΒれること
ᾊ　ओ契約に付加されているଞの特約し͘はଞの保険契約が重大事由によͬて解除され、または保険契約者、
被保険者し͘はϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取人がଞの保険者との間でక݁した保険契約し͘はڞ済契約
が重大事由により解除されるなͲにより、会社の保険契約者、被保険者またはϦϏϯάɾχʔζ保険金の受取
人に対する৴པをଛない、この特約のଘଓをࠔとする第１߸かΒ前߸までとಉ等の重大な事由がある場合

２　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）第１߲のن定に֘当したޙで、会社は、前߲のن定によりこの特
約を解除することができます。この場合には、前߲֤߸に定Ίる事由の発生時以ޙに第１条（ϦϏϯάɾχʔζ
保険金の支払）第１߲のن定に֘当したことによるϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払をߦないまͤΜ。また、すで
にϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払ͬていたときで、会社は、そのฦؐを請求します。
３　ຊ条による解除は、保険契約者に対する通知によりߦないます。たͩし、ਖ਼当な事由により保険契約者に通知
できない場合には、会社は、被保険者またはࢦ定代理請求人に解除の通知をします。
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４　この特約を解除した場合で、解約払戻金の支払はありまͤΜ。

ୈ��ʢಛ約のফ໓ʣ
　ͭ͗のいͣれかに֘当したときは、この特約は消໓するのとします。
ᾇ　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払ͬたとき
ᾈ　ओ契約が消໓したとき
ᾉ　ओ契約がԆ保険に変更されたとき
ᾊ　ओ契約のશ෦がհޢ保োまたは年金支払にҠߦされたとき（ओ契約の一෦がҠߦされたときは、そのҠߦ෦
にͭいてはϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払はߦなわないのとします。）

ୈ��ʢಛ約のղ約ʣ
　保険契約者は、কདྷにかͬてこの特約を解約することができます。
２　前߲の場合には、保険ূ݊にཪॻします。

ୈ��ʢಛ約のۚʣ
　この特約には解約払戻金がありまͤΜ。

ୈ��ʢಛ約の෮چʣ
　ओ契約の復چの請求のࡍに、別ஈのਃग़がないときは、この特約にͭいてಉ時に復چの請求があͬたのとし
ます。
２　会社が復چをঝしたときは、ओ約の復چのن定を準༻してこの特約の復چを取り扱います。

ୈ��ʢ契約ऀ当ʣ
　この特約にͭいては、契約者配当はありまͤΜ。

ୈ��ʢओ契約の保険ֹۚに߹͢ࢉΔಛ約のऔѻʣ
　ͭ͗の特約がओ契約に付加されている場合、第１条第２߲に定Ίる死亡保険金額は、ओ契約の保険金額に特約の
死亡保険金額（చ૿定期保険特約、ॳ期解約払戻金ܕచ૿定期保険特約およびచ૿ऴ保険特約にͭいては、Ϧ
Ϗϯάɾχʔζ保険金の請求日にお͚る死亡保険金額とします。以Լ、ຊ条においてಉ͡とします。）を合算した
額とします。たͩし、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日がそれͧれの特約の保険期間のຬྃ（特約条߲により特約
が更新される場合、చ૿定期保険特約およびॳ期解約払戻金ܕచ૿定期保険特約が特約条߲により定期保険特約
に変更される場合を除きます。）前１年以内の場合にはຊ条の取扱はしまͤΜ。
ᾇ　定期保険特約
ᾈ　ཆ保険特約
ᾉ　చ૿定期保険特約
ᾊ　చ૿ऴ保険特約
ᾋ　ॳ期解約払戻金ܕచ૿定期保険特約
２　第１条第２߲に定Ίるࢦ定保険金額は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にお͚るओ契約およびओ契約に合算
される特約の死亡保険金額のׂ合にԠ͡て、ओ契約および特約の死亡保険金額かΒそれͧれࢦ定されたのとし
ます。
３　第１条第３߲ないし第５߲のن定はຊ条の場合に準༻します。
４　前߲の場合において、చ૿定期保険特約、ॳ期解約払戻金ܕచ૿定期保険特約またはచ૿ऴ保険特約の死
亡保険金額を減額する場合は、減額された死亡保険金額に対Ԡする特約基ຊ保険金額を減額したのとして取り
扱います。
５　第１߲たͩしॻにかかわΒͣ、無配当定期保険に付加した定期保険特約またはచ૿定期保険特約し͘はॳ期
解約払戻金ܕచ૿定期保険特約の特約死亡保険金額が、特約条߲により更新されるओ契約の保険金額の૿額
として取り扱われる場合には、ຊ条の取扱をߦないます。

ୈ��ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚのࢧΛड͚ͨ߹のओ契約にՃ͞Εͨಛ約のऔѻʣ
　ओ契約の死亡保険金額のશ෦がϦϏϯάɾχʔζ保険金として支払われた場合には、ओ契約に付加されている特
約ಉ時に消໓するのとします。この場合、特約条߲の解約払戻金の支払のن定にかかわΒͣ、解約払戻金は支
払いまͤΜ。たͩし、第17条（ओ契約の保険金額に合算する特約の取扱）第１߲たͩしॻのن定によりओ契約の保
険金額に合算されなかͬた特約にͭいては、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日に当֘特約の解約のਃग़があͬた
のとして取り扱います。
２　前߲の場合において、ओ契約に付加されているͭ͗の特約が、֤特約の入院中に消໓する場合は、消໓時かΒ
。ଓしている入院は、֤特約の༗効中の入院とΈなしますܧ
ᾇ　疾病入院特約
ᾈ　疾病入院特約（87）
ᾉ　災害入院特約（#）
ᾊ　災害入院特約（#87）
３　ओ契約の死亡保険金額の一෦がϦϏϯάɾχʔζ保険金として支払われた場合には、ओ契約に付加されている
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特約は、֤特約の付加ׂ合が会社の定Ίるݶをこえるときで、֤特約条߲の減額のن定にかかわΒͣ、֤特
約は減額されないのとします。

ୈ��ʢಛผ݅保険ಛ約がՃ͞ΕていΔ保険契約の߹のಛଇʣ
　ओ契約またはओ契約の保険金額に合算する特約に特別条݅付保険特約が付加され保険金削減支払法が条݅とされ
ている場合において、保険金の削減支払期間中にϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求があͬたときには、第１条（ϦϏ
ϯάɾχʔζ保険金の支払）のద༻にࡍしては、第３߲をͭ͗のとおりಡΈ替えるのとします。

３　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払にࡍしては、ͭ͗の１߸に定Ίる金額かΒ２߸に定Ίる金額をࠩし引いた金額
を支払います。
ᾇ　ࢦ定保険金額かΒ、会社の定Ίる方法によりϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日かΒ６か݄間のࢦ定保険金額
に対Ԡするརଉをࠩし引いた金額に、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にお͚る特別条݅付保険特約に定Ίる
所定のׂ合を͡た金額
ᾈ　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日かΒ６か݄間のࢦ定保険金額に対Ԡする保険料૬当額

ୈ��ʢओ契約に࣭ݖがઃఆ͞ΕΔ߹のಛଇʣ
　ओ契約に࣭ݖが設定される場合には、ຊ特約はక݁することができないのとします。
２　ຊ特約క݁ޙ、ओ契約に࣭ݖが設定された場合には、ຊ特約は消໓するのとします。

ୈ��ʢࡋॴʣ
　この特約の保険金の請求に関するૌুにͭいては、ओ約の管轄裁判所のن定を準༻します。

ୈ��ʢओ約のنఆの४༻ʣ
　この特約条߲に別ஈの定Ίのない場合には、その性࣭がڐされないのを除きओ契約のن定を準༻します。

ୈ��ʢ必要ॻྨʣ
　この特約にとͮ͘支払および変更等にͭいてのඞཁॻྨは、会社所定の請求ॻおよび保険ূ݊の΄か、ͭ͗の
とおりとします。

請求߲目 ඞ　ཁ　ॻ　ྨ

ϦϏϯάɾχʔζ保険
金の請求

ᾇ　会社所定の༷ࣜによるҩࢣの診断ॻ
ᾈ　被保険者の住ຽථ（たͩし、会社がඞཁとೝΊた場合はށ੶ঞຊ）
ᾉ　被保険者のҹؑূ໌ॻ

ϦϏϯάɾχʔζ保険
金のࢦ定代理請求

ᾇ　会社所定の༷ࣜによるҩࢣの診断ॻ
ᾈ　被保険者の住ຽථ（たͩし、会社がඞཁとೝΊた場合はށ੶ঞຊ）
ᾉ　ࢦ定代理請求人のށ੶౽ຊ
ᾊ　ࢦ定代理請求人の住ຽථおよびҹؑূ໌ॻ

定代理請求人の変更ࢦ ᾇ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾈ　被保険者のಉҙॻ

特約の解約 ᾇ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ

（）会社は্ه以外のॻྨのఏग़を求Ίまたは্هのॻྨの一෦のলུをೝΊることがあります。

ୈ��ʢओ契約がచ૿ఆظ保険契約の߹のಛଇʣ
　この特約をచ૿定期保険に付加した場合には、第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）に定Ίるओ契約の死亡
保険金の金額は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にお͚る死亡保険金額とします。また、ಉ条第５߲に定Ίる減
額がߦなわれる場合は、減額された死亡保険金額に対Ԡする基ຊ保険金額を減額したのとして取り扱います。

ୈ��ʢओ契約がಛఆ࣬ප保ো保険契約の߹のಛଇʣ
　この特約を特定疾病保ো保険に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のن定により取り扱います。
ᾇ　この特約のࢦ定代理請求人は、ओ契約のࢦ定代理請求人とಉ一とします。
ᾈ　ओ約に定Ίる特定疾病保険金の請求とϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求を重Ͷて受͚た場合には、ϦϏϯά
ɾχʔζ保険金の請求はなかͬたのとして取り扱い、ϦϏϯάɾχʔζ保険金は支払いまͤΜ。

ୈ��ʢओ契約がແ当ղ約੍ۚܕऩೖ保ো保険ʢ����ʣの߹のಛଇʣ
　この特約を無配当解約払戻金੍ܕऩ入保ো保険（2010）に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱いま
す。
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ᾇ　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）第２߲を以ԼのとおりಡΈ替えます。

２　被保険者は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求にࡍして、会社の定Ίるൣғ内で、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請
求日かΒى算して６か݄ޙの݄୯ҐのԠ当日（Ԡ当日のない場合は、その݄の日とします。以Լຊ条において
ಉ͡とします。）にお͚るओ契約の年金ݱՁ૬当額かΒຊ条をద༻する金額をࢦ定する（以Լ、ʮࢦ定保険金額ʯ
といいます。）のとします。

ᾈ　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）および第18条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払を受͚た場合のओ
契約に付加された特約の取扱）に定Ίるʮओ契約の死亡保険金額ʯを、ʮϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日か
Βى算して６か݄ޙの݄୯ҐのԠ当日にお͚るओ契約の年金ݱՁ૬当額ʯとಡΈ替えます。
ᾉ　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）第５߲に定Ίるʮࢦ定保険金額͚ͩʯを、ʮࢦ定保険金額に対
Ԡする年金݄額がʯとಡΈ替えます。
ᾊ　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）第６߲および第７߲のʮओ約に定Ίる保険金ʯを、ʮओ約に
定Ίる年金ʯとಡΈ替えます。
ᾋ　第５条（保険契約者が法人の場合の特則）第１߲に定Ίるʮ死亡保険金ʯを、ʮऩ入保ো年金ʯとಡΈ替え
ます。

２　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払ͬたޙに年金の支払事由が生͡、年金が支払われる場合で、減額ޙの年金݄額
（特約の年金݄額の場合をؚΈます。以Լ、ຊ߲においてಉ͡とします。）が会社の定Ίる金額にຬたないとき
は、会社は、年金の支払にかえて、減額ޙの年金݄額で計算した年金ݱՁ૬当額を年金の受取人に一ׅして支払
います。
３　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を年金の方法により支払うことはありまͤΜ。
４　年金݄額্特約が無配当解約払戻金੍ܕऩ入保ো保険（2010）に付加されている場合、年金݄額্特約
にͭいて第17条（ओ契約の保険金額に合算する特約の取扱）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ��ʢओ契約の保険ֹۚに߹͢ࢉΔಛ約のऔѻʣ
　年金݄額্特約がओ契約に付加されている場合、第１条第２߲に定ΊるϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日かΒ
の݄୯ҐのԠ当日（Ԡ当日のない場合は、その݄の日とします。以Լ、ຊ条においてಉ͡としޙ算して６か݄ى
ます。）にお͚るओ契約の年金ݱՁ૬当額（以Լ、ຊ条においてʮओ契約の年金ݱՁ૬当額ʯといいます。）は、ओ
契約の年金ݱՁ૬当額にϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日かΒى算して６か݄ޙの݄୯ҐのԠ当日にお͚る特約の
年金ݱՁ૬当額（以Լ、ຊ条においてʮ特約の年金ݱՁ૬当額ʯといいます。）を合算した額とします。たͩし、
ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日が年金݄額্特約の保険期間のຬྃ前１年以内の場合にはຊ条の取扱はしまͤ
Μ。
２　第１条第２߲に定Ίるࢦ定保険金額は、ओ契約の年金ݱՁ૬当額およびओ契約に合算される特約の年金ݱՁ૬
当額のׂ合にԠ͡て、ओ契約の年金ݱՁ૬当額および特約の年金ݱՁ૬当額かΒそれͧれࢦ定されたのとしま
す。
３　第１条第３߲ないし第５߲のن定はຊ条の場合に準༻します。

ୈ��ʢओ契約がແ当ແղ約ۚܕఆظ保険ʢΠϯλʔωοτਃࠐઐ༻ʣの߹のಛଇʣ
　第10条（告知義務および告知義務違反）にかかわΒͣ、この特約のక݁または復活のࡍの告知義務、告知義務違
反による解除および特約を解除できない場合にͭいては、ओ約の（告知義務）、（告知義務違反による解除）お
よび（保険契約を解除できない場合）に関するن定を準༻します。

ୈ��ʢओ契約がແ当Ҿडج४؇ܕऴ保険ʢղ約ۚܕʣの߹のಛଇʣ
　この特約を無配当引受基準緩和ܕऴ保険（解約払戻金ܕ）に付加した場合には、第１条（ϦϏϯάɾχʔζ
保険金の支払）に定Ίるओ契約の死亡保険金の金額を、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にお͚る支払額（請求日
に被保険者が死亡したとすれओ約第１条（死亡保険金の支払）第１߲のن定により支払額となる金額としま
す。）とし、ಉ条第２߲に定Ίるຊ条をద༻する保険金額を、ຊ条をద༻する金額とします。また、ಉ条第５߲に
定Ίる減額がߦなわれる場合は、ࢦ定保険金額に対Ԡする保険金額を減額したのとして取り扱います。
２　第４条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払時期、支払場所）のن定によりओ約の（保険金の請求、支払時期お
よび支払場所）に関するن定を準༻する場合、ඞཁな事࣮の確ೝがԆした期間のの責任をෛわない場合に、
被保険者がਖ਼当な理由な͘当֘確ೝを͛、またはこれにԠ͡なかͬたとき（会社のࢦ定したҩࢣによるඞཁな
診断にԠ͡なかͬたときをؚΈます。）をؚΊて取り扱います。

ୈ��ʢओ契約がແ当Ҿडج४؇ܕҩྍ保険の߹のಛଇʣ
　この特約を無配当引受基準緩和ܕҩྍ保険に付加する場合には、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）
が付加されていることをཁします。
２　この特約を無配当引受基準緩和ܕҩྍ保険に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ̍ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚのࢧʣ
　会社は、被保険者の༨໋が６か݄以内と判断される場合に、ϦϏϯάɾχʔζ保険金を被保険者に支払います。
たͩし、第３条に定Ίる請求ॻྨが会社に౸ୡしないか͗り、会社はϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払いまͤΜ。
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２　被保険者は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求にࡍして、会社の定Ίるൣғ内で、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請
求日（第３条に定Ίる請求ॻྨのすてが会社に౸ୡした日をいいます。以Լ、ಉ͡とします。）にお͚る引受
基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の支払額（請求日に被保険者が死亡したとすれ引受基準緩和ܕऴ
保険特約（解約払戻金ܕ）第１条（死亡保険金の支払）第１߲のن定により支払額となる金額とします。以
Լ、ಉ͡とします。）のうͪຊ条をద༻する金額をࢦ定する（以Լ、ʮࢦ定保険金額ʯといいます。）のとしま
す。
３　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払にࡍしては、ࢦ定保険金額かΒ、会社の定Ίる方法により、ϦϏϯάɾχʔζ
保険金の請求日かΒ６か݄間のࢦ定保険金額に対Ԡするརଉおよび保険料૬当額をࠩし引͘のとします。
４　引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の支払額のશ෦がࢦ定保険金額としてࢦ定され、ϦϏϯάɾ
χʔζ保険金が支払われた場合には、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）は、ϦϏϯάɾχʔζ保
険金の請求日にさかの΅ͬて消໓するのとします。
５　引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の支払額の一෦がࢦ定保険金額としてࢦ定され、ϦϏϯάɾ
χʔζ保険金が支払われた場合には、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）は、ࢦ定保険金額に対Ԡ
する保険金額͚ͩϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にさかの΅ͬて減額されたのとします。この場合、減額
にͭいては、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の特約条߲にかかわΒͣ、解約払戻金を支払いま
ͤΜ。
６　会社は、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の死亡保険金を支払ͬた場合または支払うこととし
た場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払事由が発生していたことによりそのޙにϦϏϯάɾχʔζ保険金の
請求を受͚て、これを支払いまͤΜ。
７　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払う前に引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の死亡保険金の請求を
受͚た場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求がなかͬたのとして取り扱い、ϦϏϯάɾχʔζ保険金は支
払いまͤΜ。

ᾈ　第４条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払時期、支払場所）に定Ίるʮओ約ʯを、ʮओ契約のී通保険約
（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）および引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）ʯとಡΈ替えます。
ᾉ　第５条（保険契約者が法人の場合の特則）に定Ίるʮओ契約のຬ期保険金受取人（ओ契約にຬ期保険金があ
る場合にݶります。この場合、ຬ期保険金の一෦の受取人であるときをؚΈます。）および死亡保険金受取人ʯ
を、ʮ引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）の死亡保険金受取人ʯとಡΈ替えます。
ᾊ　第12条（特約の消໓）に定Ίる΄か、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）が消໓したときは、
この特約ಉ時に消໓します。

ୈ��ʢओ契約がແ当Ҿडج४؇ܕऴ保険ʢղ約ۚܕʣʢ����ʣの߹のಛଇʣ
　この特約を無配当引受基準緩和ܕऴ保険（解約払戻金ܕ）（2015）に付加した場合には、第１条（ϦϏϯά
ɾχʔζ保険金の支払）に定Ίるओ契約の死亡保険金の金額を、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にお͚る支払額
（請求日に被保険者が死亡したとすれओ約第１条（死亡保険金の支払）第１߲のن定により支払額となる金額
とします。）とし、ಉ条第２߲に定Ίるຊ条をద༻する保険金額を、ຊ条をద༻する金額とします。また、ಉ条第
５߲に定Ίる減額がߦなわれる場合は、ࢦ定保険金額に対Ԡする保険金額を減額したのとして取り扱います。

ୈ��ʢओ契約がແ当Ҿडج४؇ܕҩྍ保険ʢ����ʣの߹のಛଇʣ
　この特約を無配当引受基準緩和ܕҩྍ保険（2015）に付加する場合には、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約
払戻金（2015）（ܕが付加されていることをཁします。
２　この特約を無配当引受基準緩和ܕҩྍ保険（2015）に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　第１条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ̍ʢϦϏϯάɾχʔζ保険ۚのࢧʣ
　会社は、被保険者の༨໋が６か݄以内と判断される場合に、ϦϏϯάɾχʔζ保険金を被保険者に支払います。
たͩし、第３条に定Ίる請求ॻྨが会社に౸ୡしないか͗り、会社はϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払いまͤΜ。
２　被保険者は、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求にࡍして、会社の定Ίるൣғ内で、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請
求日（第３条に定Ίる請求ॻྨのすてが会社に౸ୡした日をいいます。以Լ、ಉ͡とします。）にお͚る引受
基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の支払額（請求日に被保険者が死亡したとすれ引受基準
緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）第１条（死亡保険金の支払）第１߲のن定により支払額となる
金額とします。以Լ、ಉ͡とします。）のうͪຊ条をద༻する金額をࢦ定する（以Լ、ʮࢦ定保険金額ʯといい
ます。）のとします。
３　ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払にࡍしては、ࢦ定保険金額かΒ、会社の定Ίる方法により、ϦϏϯάɾχʔζ
保険金の請求日かΒ６か݄間のࢦ定保険金額に対Ԡするརଉおよび保険料૬当額をࠩし引͘のとします。
４　引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の支払額のશ෦がࢦ定保険金額としてࢦ定され、Ϧ
Ϗϯάɾχʔζ保険金が支払われた場合には、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）は、Ϧ
Ϗϯάɾχʔζ保険金の請求日にさかの΅ͬて消໓するのとします。
５　引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の支払額の一෦がࢦ定保険金額としてࢦ定され、Ϧ
Ϗϯάɾχʔζ保険金が支払われた場合には、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）は、ࢦ
定保険金額に対Ԡする保険金額͚ͩϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求日にさかの΅ͬて減額されたのとします。
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この場合、減額にͭいては、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の特約条߲にかかわΒ
ͣ、解約払戻金を支払いまͤΜ。
６　会社は、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の死亡保険金を支払ͬた場合または支払う
こととした場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払事由が発生していたことによりそのޙにϦϏϯάɾχʔζ
保険金の請求を受͚て、これを支払いまͤΜ。
７　ϦϏϯάɾχʔζ保険金を支払う前に引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の死亡保険金
の請求を受͚た場合には、ϦϏϯάɾχʔζ保険金の請求がなかͬたのとして取り扱い、ϦϏϯάɾχʔζ保
険金は支払いまͤΜ。

ᾈ　第４条（ϦϏϯάɾχʔζ保険金の支払時期、支払場所）に定Ίるʮओ約ʯを、ʮओ契約のී通保険約
（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）および引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）ʯとಡΈ替え
ます。
ᾉ　第５条（保険契約者が法人の場合の特則）に定Ίるʮओ契約のຬ期保険金受取人（ओ契約にຬ期保険金があ
る場合にݶります。この場合、ຬ期保険金の一෦の受取人であるときをؚΈます。）および死亡保険金受取人ʯ
を、ʮ引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）の死亡保険金受取人ʯとಡΈ替えます。
ᾊ　第12条（特約の消໓）に定Ίる΄か、引受基準緩和ܕऴ保険特約（解約払戻金ܕ）（2015）が消໓した
ときは、この特約ಉ時に消໓します。
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̏ɽࢦఆ代理ٻಛ約

͜のಛ約のझࢫ
　この特約は、この特約の対となる保険金等の支払事由が生͡た場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請
求できない事があるときに、あΒか͡Ίࢦ定したࢦ定代理請求人が保険金等の受取人に代わͬて、請求をߦなう
こと等をՄとする特約です。

第１条　特約のక݁
第２条　特約の対となる保険金等
第３条　ࢦ定代理請求人のࢦ定
第４条　ࢦ定代理請求人による保険金等の請求
第５条　ࢦ定代理請求人の変更
第６条　告知義務違反による解除および重大事由によ

る解除の通知
第７条　ࢦ定代理請求人が保険金等を請求できない場

合の取扱い
第８条　特約の消໓

第９条　特約の解約
第10条　ओ契約またはओ契約に付加されている特約に

代理請求に関するن定がある場合の取扱い
第11条　ओ契約が更新される場合
第12条　保険金等の受取人が法人に変更される場合の

取扱い
第13条　被保険者のܕがある契約の場合のಡΈ替え
第14条　ओ契約のن定の準༻
第15条　ඞཁॻྨ

ୈ̍ʢಛ約の締結ʣ
　この特約は、ओたる保険契約（以Լ、ʮओ契約ʯといいます。）క݁のࡍまたはओ契約క݁ޙ、被保険者のಉҙ
を得て、保険契約者のਃग़により、会社のঝを得て、ओ契約に付加してక݁します。

ୈ̎ʢಛ約のରとなΔ保険ۚ等ʣ
　この特約は、この特約が付加されたओ契約およびそのओ契約に付加されている特約の保険金、څ付金または年金
（保険料の払込の免除をؚΈ、څ付の໊শのԿをいまͤΜ。以Լ、ʮ保険金等ʯといいます。）のうͪ、ͭ͗
の֤߸のいͣれかに֘当するのを対とします。
ᾇ　被保険者が受取人となる保険金等
ᾈ　被保険者と保険契約者がಉ一人である場合の保険料の払込の免除
ᾉ　そのଞ、会社が定Ίる保険金等

ୈ̏ʢࢦఆ代理ٻਓのࢦఆʣ
　この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者のಉҙを得てあΒか͡Ίͭ͗の֤߸のൣғ内で、この特約が
付加されたओ契約にͭき１人の者をࢦ定するのとします（ࢦ定された者を、以Լ、ʮࢦ定代理請求人ʯといいま
す。）。たͩし、保険金等の受取人（保険料の払込の免除の場合は保険契約者。以Լ、ಉ͡とします。）が法人であ
る保険金等にͭいては、ࢦ定代理請求人のࢦ定がなされなかͬたのとします。
ᾇ　被保険者のށ੶্の配ۮ者
ᾈ　被保険者の３等内の族

ୈ̐ʢࢦఆ代理ٻਓにΑΔ保険ۚ等のٻʣ
　保険金等の受取人が保険金等を請求できないͭ͗のいͣれかの事があるとき、ࢦ定代理請求人が、第15条（ඞ
ཁॻྨ）に定Ίるॻྨをఏग़し、会社のঝを得て、保険金等の受取人に代わͬて保険金等の請求をすることがで
きます。
ᾇ　ই病により、保険金等を請求するҙࢥ表ࣔがࠔであるとき
ᾈ　がΜ等にጶױした事࣮を知Βないとき
ᾉ　そのଞ、前２߸に準͡るঢ়ଶであるとき
２　前߲のن定にかかわΒͣ、ࢦ定代理請求人が前߲の請求時において前条の֤߸に定Ίるൣғ外にある場合に
は、ࢦ定代理請求人は前߲の請求をすることができまͤΜ。
３　第１߲のن定により、会社が保険金等をࢦ定代理請求人に支払ͬた場合には、その支払ޙに重ෳしてその保険
金等の請求を受͚て、会社はこれを支払いまͤΜ。
４　ຊ条のن定にかかわΒͣ、故ҙまたは重大なա失により保険金等の支払事由（保険料の払込の免除事由をؚΈ
ます。）を生͡さͤた者、し͘は故ҙまたは重大なա失により保険金等の受取人を第１߲の֤߸に定Ίるঢ়ଶ
に֘当さͤた者は、ࢦ定代理請求人としての取扱いを受͚ることができまͤΜ。

ୈ̑ʢࢦఆ代理ٻਓの変更ʣ
　保険契約者は、ࢦ定代理請求人を変更することができます。この場合、ͭ͗のとおり取り扱います。
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ᾇ　ຊ条の変更をするときは、第15条（ඞཁॻྨ）に定Ίるॻྨを会社にఏग़してͩ͘さい。
ᾈ　新たにࢦ定するࢦ定代理請求人は第３条（ࢦ定代理請求人のࢦ定）の定Ίるൣғ内とします。
ᾉ　ࢦ定代理請求人を変更し、新たにࢦ定する場合は、被保険者のಉҙをཁします。
ᾊ　第１߸に定Ίたॻྨが会社にಧいたときに、ຊ条の変更がなされたのとします。会社は変更処理がྃし
たࢫを保険契約者に通知します。

ୈ̒ʢࠂٛҧにΑΔղআ͓Αͼॏେࣄ༝にΑΔղআの௨ʣ
　この特約を付加した場合は、ओ契約またはओ契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事
由による解除の通知にͭいては、ਖ਼当な理由によͬて保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいͣれに
通知できない場合には、ࢦ定代理請求人に通知することがあります。

ୈ̓ʢࢦఆ代理ٻਓが保険ۚ等ΛٻͰきない߹のऔѻいʣ
　保険金等の支払事由が生͡た場合、その保険金等の請求時に、保険金等の受取人が第４条第１߲に定Ίる事が
あり、かͭࢦ定代理請求人がͭ͗の֤߸のいͣれかに֘当するときは、第２߲で定Ίる者（以Լ、ʮ代理請求人ʯ
といいます。）が、ॻ໘でその事を会社にਃしग़て、会社のঝを得て、保険金等の受取人に代わͬて保険金等
の請求をすることができます。
ᾇ　ࢦ定代理請求人が死亡しているとき
ᾈ　ࢦ定代理請求人が第３条の֤߸に定Ίるൣғ外であるとき
ᾉ　ࢦ定代理請求人が、ই病により、保険金等を請求するҙࢥ表ࣔがࠔであるとき
ᾊ　ࢦ定代理請求人が、保険金等の受取人ががΜ等にጶױした事࣮を知Βないとき
ᾋ　そのଞ、ࢦ定代理請求人が、前４߸に準͡るঢ়ଶであるとき
ᾌ　ࢦ定代理請求人がࢦ定されていないとき
ᾍ　第４条第４߲に֘当するとき
２　ͭ͗による者を代理請求人とします。
ᾇ　保険金等の受取人のށ੶্の配ۮ者
ᾈ　前߸に֘当する者がないときまたは前߸に֘当する者がຊ条の請求をすることができない前߲に定Ίる事
があるときは、保険金等の受取人のまたはࢠ
ᾉ　前２߸に֘当する者がないときまたは前２߸に֘当する者がຊ条の請求をすることができない前߲に定Ίる
事があるときは、保険金等の受取人のܑఋ࢞ຓ

３　第１߲のن定により、会社が保険金等を代理請求人に支払ͬた場合には、その支払ޙに重ෳしてその保険金等
の請求を受͚て、会社はこれを支払いまͤΜ。
４　ຊ条のن定にかかわΒͣ、故ҙまたは重大なա失により、保険金等の支払事由（保険料の払込の免除事由をؚ
Έます。）を生͡さͤた者、し͘は故ҙまたは重大なա失により保険金等の受取人を第４条第１߲の֤߸に定
Ίるঢ়ଶに֘当さͤた者は、代理請求人としての取扱いを受͚ることができまͤΜ。

ୈ̔ʢಛ約のফ໓ʣ
　ओ契約が消໓したとき、この特約は消໓します。

ୈ̕ʢಛ約のղ約ʣ
　保険契約者は、いͭで、কདྷにかͬて、この特約を解約することができます。

ୈ��ʢओ契約·ͨओ契約にՃ͞ΕていΔಛ約に代理ٻにؔ͢Δنఆが͋Δ߹のऔѻいʣ
　この特約を付加している場合、ओ契約またはこのओ契約に付加されている特約に、保険金等の受取人に代わる保
険金等の請求（保険料の払込の免除の請求をؚΈます。）に関するن定がある場合で、これをద༻ͤͣ、この特
約のن定により取り扱います。

ୈ��ʢओ契約が更৽͞ΕΔ߹ʣ
　この特約が付加されているओ契約が更新される場合は、この特約更新されます。
２　前߲のن定にかかわΒͣ、更新日に会社がこの特約のక݁を取り扱ͬていない場合には、更新日に会社の定Ί
るଞの特約または保険契約に変更して更新されることがあります。

ୈ��ʢ保険ۚ等のडऔਓが๏ਓに変更͞ΕΔ߹のऔѻいʣ
　保険金等の受取人が法人に変更される場合は、ࢦ定代理請求人のࢦ定はఫ回されたのとして取り扱います。

ୈ��ʢඃ保険ऀのܕが͋Δ契約の߹のಡΈସ͑ʣ
　ओ契約またはओ契約に付加されている特約に被保険者のൣғに関するܕのن定がある場合は、被保険者をʮओた
る被保険者ʯとಡΈ替えます。

ୈ��ʢओ契約のنఆの४༻ʣ
　この特約に別ஈの定Ίのない場合には、その性࣭がڐされないのを除きओ約のن定を準༻します。
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ୈ��ʢ必要ॻྨʣ
　この特約にとͮ͘請求および変更等にͭいてのඞཁॻྨは、ͭ͗のとおりとします。

請求߲目 ඞ　ཁ　ॻ　ྨ

１ 保険金等の代理請求

ᾇ　代理請求する保険金等のඞཁॻྨ（たͩし、受取人のҹؑূ໌ॻは除きま
す。）
ᾈ　ࢦ定代理請求人のށ੶ঞຊ
ᾉ　ࢦ定代理請求人の住ຽථおよびҹؑূ໌ॻ
ᾊ　会社所定の事ॻ

２ 定代理請求人の変更ࢦ ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ

３ 定代理請求特約の解約ࢦ ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ

（）１ɽ্هのॻྨは、会社にఏग़してͩ͘さい。
　　　２ɽ会社は、্ه以外のॻྨのఏग़を求Ί、または্هのॻྨの一෦のলུをೝΊることがあります。

２　第７条（ࢦ定代理請求人が保険金等を請求できない場合の取扱い）により代理請求人が保険金等を請求する場
合には、ຊ条のʮࢦ定代理請求人ʯをʮ代理請求人ʯにಡΈ替えます。
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̐ɽ։࢝にؔ͢Δಛ約

͜のಛ約のझࢫ
　この特約は、第１回保険料（第１回保険料૬当額をؚΈます。以Լ、ಉ͡とします。）の払込を責任開始のཁ݅
とͤͣ、会社が保険契約のਃ込を受͚た時または告知の時のいͣれかい時かΒ保険契約্の責任をෛうことを目
的としたのです。

ୈ̍ʢಛ約のద༻ʣ
　この特約は、ओたる保険契約（以Լ、ʮओ契約ʯといいます。）のక݁のࡍ、保険契約者かΒਃग़があり、かͭ、
会社がこれをঝした場合にओ契約に付加してద༻します。
２　この特約を付加したओ契約が更新された場合、更新ޙのओ契約にはこの特約は付加されまͤΜ。

ୈ̎ʢ։࢝ʣ
　この特約がద༻された場合、会社が保険契約のਃ込をঝしたときは、ओ契約のී通保険約（以Լ、ʮओ約ʯ
といいます。）のن定にかかわΒͣ、会社は、保険契約のਃ込を受͚た時または告知の時のいͣれかい時かΒ保
険契約্の責任をෛいます。

ୈ̏ʢୈ̍ճ保険ྉの͓ࠐΑͼ༛༧ؒظʣ
　保険契約者は、第１回保険料を払込期間内に会社に払い込ΜでԼさい。
２　第１回保険料の払込期間は、責任開始日かΒ責任開始日のଐする݄のཌ݄日までとします。
３　第１回保険料の払込にͭいては、第１回保険料の払込期間ຬྃ日のଐする݄のཌ݄ॳ日かΒཌʑ݄日までの
猶予期間があります。
４　保険料払込方法（回数）が݄払の保険契約の場合で、責任開始日を契約日とするときは、ओ約のن定にかか
わΒͣ、第２回保険料の猶予期間は、第１回保険料の猶予期間ຬྃ日までとします。

ୈ̐ʢୈ̍ճ保険ྉのࠐલに保険ނࣄがൃੜͨ͠߹ʣ
　第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の猶予期間ຬྃ日までにओ約または特約条߲のن定に基ͮいて
保険金、年金、څ付金または一時金（以Լ、ʮ保険金等ʯといいます。）の支払事由が生͡たときは、第１回保険
料を支払うき保険金等かΒࠩし引きます。たͩし、第２回以ޙの保険料にͭいて、ओ約または特約条߲のن定
に基ͮいてࠩし引͘きະ払込保険料がある場合は、第１回保険料と合わͤて支払うき保険金等かΒࠩし引きま
す。
２　前߲の場合、支払うき保険金等が第１回保険料（前߲たͩしॻきのະ払込保険料をؚΈます。）に不する
ときは、保険契約者は、第１回保険料の猶予期間ຬྃ日までに第１回保険料（前߲たͩしॻきのະ払込保険料を
ؚΈます。以Լ、ຊ߲においてಉ͡とします。）を払い込ΜでԼさい。第１回保険料の払込がない場合には、会
社は、支払事由の発生により支払うき保険金等を支払いまͤΜ。
３　第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の猶予期間ຬྃ日までにओ約または特約条߲のن定に基ͮい
て保険料払込の免除事由が生͡たときは、保険契約者は、第１回保険料の猶予期間ຬྃ日までに第１回保険料（ओ
約または特約条߲のن定に基ͮいて払い込Ήき第２回以ޙのະ払込保険料がある場合は、そのະ払込保険料
をؚΈます。以Լ、ຊ߲においてಉ͡とします。）を払い込ΜでԼさい。第１回保険料の払込がない場合には、
会社は、保険料の払込を免除しまͤΜ。

ୈ̑ʢୈ̍ճ保険ྉがいࠐ·Εない͜とにΑΔແޮʣ
　第１回保険料の猶予期間ຬྃ日までに第１回保険料の払込がないときは、ओ契約およびओ契約に付加された特約
を無効とします。たͩし、前条第１߲に֘当し、かͭ、前条第２߲に֘当しない場合を除きます。
２　ຊ条のن定によͬてओ契約およびओ契約に付加された特約を無効とした場合、責任準備金そのଞの払戻金はあ
りまͤΜ。

ୈ̒ʢಛ約のղ約ʣ
　保険契約者は、ओ契約とಉ時でな͚れ、この特約を解約することはできまͤΜ。

ୈ̓ʢୈ̍ճ保険ྉのࠐલの保険契約のղ約ۚʣ
　第１回保険料の払込前のओ契約およびओ契約に付加された特約には解約払戻金はありまͤΜ。

ୈ̔ʢओ約のنఆの४༻ʣ
　この特約に別ஈの定Ίのない場合には、ओ約のن定を準༻します。
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ୈ̍ʢಛ約のద༻ʣ
　この特約は、保険契約క݁のࡍまたは保険料払込期間の中్において、保険契約者かΒਃग़があり、かͭ、会社
がこれをঝした場合にద༻します。
２　この特約をద༻するには、ͭ͗の条݅をຬたすことをཁします。
ᾇ　保険契約者のࢦ定する࠲ޱ（以Լ、ʮࢦ定࠲ޱʯといいます。）が、会社と保険料࠲ޱ振替の取扱をఏܞし
ている金༥ػ関等（以Լ、ʮఏܞ金༥ػ関等ʯといいます。この場合、会社が保険料のऩ納ۀ務をҕୗしてい
るػ関のࢦ定する金༥ػ関等をؚΈます。）に設置してあること
ᾈ　保険契約者がఏܞ金༥ػ関等に対し、ࢦ定࠲ޱかΒ会社の࠲ޱ（会社が保険料のऩ納ۀ務をҕୗしているػ
関の取扱金༥ػ関等の場合には、当֘ҕୗػ関の࠲ޱ）へ保険料の࠲ޱ振替をҕ任すること

ୈ̎ʢ保険ྉのࠐʣ
　保険料は、会社の定Ίた日（たͩし、第２回以ޙの保険料は、ओ契約のී通保険約（以Լ、ʮओ約ʯといい
ます。）のن定にかかわΒͣ払込期݄中の会社の定Ίた日。以Լ、ʮ振替日ʯといいます。）にࢦ定࠲ޱかΒ保険料
૬当額を会社の࠲ޱに振り替えることによͬて、会社に払い込まれるのとします。たͩし、振替日がఏܞ金༥ػ
関等のۀٳ日に֘当する場合は、ཌӦۀ日を振替日とします。
２　前߲により会社が振り替えΒれたことを確ೝした場合、振替日に保険料の払込があͬたのとします。
３　ಉ一のࢦ定࠲ޱかΒ２݅以্の保険契約の保険料を振り替える場合には、会社は保険料を合算して࠲ޱ振替を
。ないますߦ
４　保険契約者は、あΒか͡Ί払込保険料૬当額をࢦ定࠲ޱに༬入してお͘ことをཁします。
５　会社は、保険契約者に対し、࠲ޱ振替による保険料の払込ঢ়گにͭいて定期的に通知します。

ୈ̏ʢ։͓࢝Αͼ契約のಛଇʣ
　この特約がద༻され、第１回保険料（第１回保険料૬当額の場合をؚΈます。以Լ、ಉ͡とします。）かΒ࠲ޱ
振替をߦなう場合には、ओ約のن定にかかわΒͣ、第１回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を
契約日とします。たͩし、݄ 払保険契約の場合の契約日は、第１回保険料の振替日のଐする݄のཌ݄１日とします。
２　前߲の場合、会社は、第１回保険料の振替日をあΒか͡Ί保険契約者に知Βͤるのとします。
３　この特約による保険料の࠲ޱ振替を第２回以ޙの保険料かΒߦなう場合、݄払保険契約の契約日は、ओ約の
。に定Ίる会社の責任開始の日のଐする݄のཌ݄１日とします定にかかわΒͣ、ओ約ن
４　第１߲および第３߲の場合、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、第１߲および第３߲にن定する契
約日を基準として計算します。
５　会社の責任開始の日かΒ契約日までの間に、ओ約および特約のن定に基ͮ͘保険金等の支払事由または保険
料の払込免除事由が生͡たときは、第１߲、第３߲および前߲のن定にかかわΒͣ、会社の責任開始の日を契約
日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、その日を基準として࠶計算します。この場合、保険料に
աがあれ払い戻し、不があれྖऩします。たͩし、保険金等の支払があるときは、ա不を支払
金額とਗ਼算します。
６　契約者よりਃग़があり、かͭ、会社がこれをঝೝしたときにݶり、第１߲および第３߲にかかわΒͣ、会社の
責任開始の日を契約日とすることができます。

ୈ̐ʢ保険ྉʣ
　この特約をద༻する݄払保険契約の保険料は、࠲ޱ振替保険料とします。

ୈ̑ʢ保険ྉ࠲ޱৼସෆの߹のऔѻʣ
　振替日に第１回保険料の࠲ޱ振替が不となͬた場合には、保険契約者は、第１回保険料を会社のຊ社または会
社のࢦ定した場所に払い込ΜでԼさい。この場合、第３条第１߲のن定はద༻しまͤΜ。
２　振替日に第２回以ޙの保険料の࠲ޱ振替が不となͬた場合には、ͭ͗のとおり取り扱います。
ᾇ　݄払契約の場合、ཌ݄の振替日に࠶ཌ݄と合わͤて２か݄の保険料の࠲ޱ振替をߦないます。たͩ
し、ࢦ定࠲ޱのߴが２か݄の保険料の金額にຬたない場合には、払込期݄をա͗た保険料１か݄の保険
料࠲ޱ振替をߦないます。
ᾈ　年払契約または年払契約の場合、振替日のཌ݄の振替Ԡ当日に࠶࠲ޱ振替をߦないます。
３　前߲のن定による保険料࠲ޱ振替が不の場合には、保険契約者はओ約に定Ίる猶予期間内に払込期݄をա
͗た保険料を会社のຊ社または会社のࢦ定した場所に払い込ΜでԼさい。

ୈ̒ʢॾ変更ʣ
　保険契約者は、ࢦ定࠲ޱをಉ一のఏܞ金༥ػ関等のଞの࠲ޱに変更することができます。また、ࢦ定࠲ޱを設置
している金༥ػ関等をଞのఏܞ金༥ػ関等に変更することができます。この場合、あΒか͡Ί会社および当֘金༥
。関等にਃしग़てԼさいػ
２　保険契約者が࠲ޱ振替の取扱をఀࢭする場合には、あΒか͡Ί会社および当֘ఏܞ金༥ػ関等にਃしग़て、ଞ
の払込方法（経路）をબしてԼさい。
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３　ఏܞ金༥ػ関等が保険料の࠲ޱ振替の取扱をఀࢭした場合には、会社は、そのࢫを保険契約者に通知します。
この場合には、保険契約者は、ࢦ定࠲ޱをଞのఏܞ金༥ػ関等に変更するか、ଞの払込方法（経路）をબして
Լさい。
４　会社は、会社またはఏܞ金༥ػ関等のࢭΉを得ない事により振替日を変更することがあります。この場合、
会社は、そのࢫをあΒか͡Ί保険契約者に通知します。

ୈ̓ʢಛ約のফ໓ʣ
　ͭ͗の事由に֘当したときは、この特約は消໓します。
ᾇ　保険契約が消໓したとき
ᾈ　保険契約が失効したとき
ᾉ　保険料の自動振替貸付がߦなわれたとき
ᾊ　保険料の前納または一ׅ払込がߦなわれたとき
ᾋ　保険料の払込をཁしな͘なͬたとき
ᾌ　ଞの保険料の払込方法（経路）に変更したとき
ᾍ　第１条第２߲に֘当しな͘なͬたとき
２　前߲のうͪ、第２߸ないし第４߸の事由によりこの特約が消໓した場合、それ以ޙ、ͭ͗の事由に֘当すると
きは、保険契約者かΒ反対のਃग़がないݶり、自動的にै前の࠲ޱ振替खଓによる保険料の払込がなされること
とします。
ᾇ　保険契約が失効１ޙ年以内に復活されたとき
ᾈ　保険料の自動振替貸付による貸付金が貸付開始かΒ１年以内にฦ済されたとき
ᾉ　保険料前納期間（たͩし、１年以内）がऴྃしたとき

ୈ̔ʢղ約ۚ等のࢧํ๏ʣ
　会社は、保険契約者かΒ反対のਃग़がないݶり、解約払戻金、ա払保険料等保険契約者に払い戻しまたは支払う
き金額がある場合には、その金額をࢦ定࠲ޱに振り込Έます。

ୈ̕ʢओ約のنఆの४༻ʣ
　この特約に別ஈの定Ίのない場合には、ओ約のن定を準༻します。

ୈ��ʢແ当がΜҩྍڅۚఆظ保険契約にՃͨ͠߹のಛଇʣ
　この特約を無配当がΜҩྍڅ付金付定期保険契約に付加する場合には、第３条第１߲、第３߲、第５߲および第
６߲中、ʮ会社の責任開始の日ʯとあるのをʮ死亡保険金またはߴো害保険金の支払および保険料払込免除に関
する責任開始の日ʯとಡΈ替えるのとします。
２　ओ約第11条ຊจに定Ίる責任開始の日の計算にあたͬては、ओ約第10条第１߲に定Ίる時を基準に計算す
るのとします。

ୈ��ʢ։࢝にؔ͢Δಛ約と͋Θͤてओ契約にՃͨ͠߹のಛଇʣ
　この特約を責任開始に関する特約とあわͤてओ契約に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　第２条（保険料の払込）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ̎ʢ保険ྉのࠐʣ
　保険料は、ओ契約のී通保険約（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）および責任開始に関する特約のن定に
かかわΒͣ、ओ約および責任開始に関する特約に定Ίる払込期݄（第１回保険料（第１回保険料૬当額の場
合をؚΈます。以Լ、ಉ͡とします。）かΒ࠲ޱ振替をߦなう場合の第１回保険料にͭいては、責任開始に関
する特約に定Ίる第１回保険料の払込期間とします。以Լ、ಉ͡とします。）中の会社の定Ίた日（第１回保
険料の払込期間中にෳ数の会社の定Ίた日がある場合は、その࠷ऴの会社の定Ίた日とします。以Լ、ʮ振替
日ʯといいます。）にࢦ定࠲ޱかΒ保険料૬当額を会社の࠲ޱに振り替えることによͬて、会社に払い込まれ
るのとします。たͩし、振替日がఏܞ金༥ػ関等のۀٳ日に֘当する場合は、ཌӦۀ日を振替日とします。
２　第３条第５߲（第11条のن定によりಡΈ替えたのをいいます。）のن定がద༻された݄払保険契約で、
かͭ第１回保険料かΒ࠲ޱ振替をߦなう場合の第１回保険料の振替日（第２回保険料の振替日とಉ日）にͭ
いては、第２回保険料と合わͤて２か݄の保険料の࠲ޱ振替をߦないます。たͩし、ࢦ定࠲ޱのߴが２
か݄の保険料の金額にຬたない場合には、第１回保険料の࠲ޱ振替をߦないます。
３　前２߲により会社が振り替えΒれたことを確ೝした場合、振替日に保険料の払込があͬたのとします。
４　ಉ一のࢦ定࠲ޱかΒ２݅以্の保険契約の保険料を振り替える場合には、会社は保険料を合算して࠲ޱ振
替をߦないます。
５　保険契約者は、あΒか͡Ί払込保険料૬当額をࢦ定࠲ޱに༬入してお͘ことをཁします。
６　会社は、保険契約者に対し、࠲ޱ振替による保険料の払込ঢ়گにͭいて定期的に通知します。
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ᾈ　第３条（責任開始および契約日の特則）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ̏ʢ契約のಛଇʣ
　この特約がద༻された݄払保険契約の場合の契約日は、ओ約のن定にかかわΒͣ、責任開始に関する特約
に定Ίる会社の責任開始の日のଐする݄のཌ݄１日とします。
２　第１回保険料かΒ࠲ޱ振替をߦなう場合、会社は、第１回保険料の振替日をあΒか͡Ί保険契約者に知Β
ͤるのとします。
３　保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、第１߲にن定する契約日を基準として計算します。
４　会社の責任開始の日かΒ契約日までの間に、ओ約および特約のن定に基ͮ͘保険金等の支払事由または
保険料の払込免除事由が生͡たときは、第１߲および前߲のن定にかかわΒͣ、会社の責任開始の日を契約
日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、その日を基準として࠶計算します。この場合、保険
料にաがあれ払い戻し、不があれྖऩします。たͩし、保険金等の支払があるときは、ա不
を支払金額とਗ਼算します。
５　契約者よりਃग़があり、かͭ、会社がこれをঝೝしたときにݶり、第１߲にかかわΒͣ、会社の責任開始
の日を契約日とすることができます。

ᾉ　第５条（保険料࠲ޱ振替不の場合の取扱）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ̑ʢ保険ྉ࠲ޱৼସෆの߹のऔѻʣ
　振替日に保険料の࠲ޱ振替が不となͬた場合には、ͭ͗のとおり取り扱います。
ᾇ　݄払契約の場合、ཌ݄の振替日に࠶ཌ݄と合わͤて２か݄の保険料の࠲ޱ振替をߦないます。
たͩし、ࢦ定࠲ޱのߴが２か݄の保険料の金額にຬたない場合には、払込期݄をա͗た保険料１か݄
の保険料࠲ޱ振替をߦないます。
ᾈ　年払契約または年払契約の場合、振替日のཌ݄の振替Ԡ当日に࠶࠲ޱ振替をߦないます。
２　前߲のن定による保険料࠲ޱ振替が不の場合には、保険契約者はओ約または責任開始に関する特約に
定Ίる猶予期間内に払込期݄をա͗た保険料を会社のຊ社または会社のࢦ定した場所に払い込ΜでԼさい。
３　第２条第２߲（第11条のن定によりಡΈ替えたのをいいます。）のن定による第１回保険料および第２
回保険料の࠲ޱ振替が不の場合には、保険契約者はओ約または責任開始に関する特約に定Ίる猶予期間
内に払込期݄をա͗た保険料を会社のຊ社または会社のࢦ定した場所に払い込Μでͩ͘さい。
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ୈ̍ʢಛ約のద༻ൣғʣ
　ஂମ扱特約（以Լ、ʮこの特約ʯといいます。）は、会社とஂମ取扱契約をక݁したެॺ、会社、場等のஂ
ମ（以Լ、ʮஂମʯといいます。）に所ଐし、ஂମかΒڅ༩（һใुをؚΈます。）の支払を受͚る者を保険契約
者とする保険契約で保険契約者の数が20໊以্である場合に、ஂମを通͡てこの特約のద༻をਃしग़たのにద༻
します。
２　ͭ͗の場合には、前߲のن定を準༻して、֤保険契約にこの特約をద༻します。
ᾇ　ஂମの代表者を保険契約者とし、そのஂମの所ଐһを被保険者とする保険契約で被保険者が20໊以্いる場
合
ᾈ　前߲の保険契約者と前߸の被保険者を合算（ಉ一人の場合には、１໊として計算します。以Լ、ಉ͡としま
す。）して20໊以্いる場合
ᾉ　ஂମの事ۀ所が２以্あるときは、１事ۀ所に前߲の保険契約者が20໊以্いる場合または前߸の保険契約
者と被保険者を合算して20໊以্いる場合

ୈ̎ʢ契約のಛଇʣ
　この特約のద༻される保険契約の保険料払込方法（回数）が݄払の場合、保険契約の契約日は、ओ契約のී通保
険約（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）のن定にかかわΒͣ、ओ約に定Ίる会社の責任開始の日のଐする݄の
ཌ݄１日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

ୈ̏ʢ契約લの保険ނࣄʣ
　前条のద༻にࡍし、会社の責任開始の日かΒ契約日の前日までの間に、会社がओ約および特約のن定にとͮ
いて保険金等の保険څ付をߦない、または保険料の払込免除をߦなうき事由が発生したときは、前条のن定にか
かわΒͣ、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として
計算します。この場合、保険料にաがあれ払い戻し、不があれྖऩします。たͩし、保険金等保険࠶
契約にとͮ͘保険څ付があるときは、ա不を保険څ付金額とਗ਼算します。

ୈ̐ʢ保険ྉʣ
　この特約をద༻する年払保険契約および݄払保険契約は、ஂମ扱保険料とします。

ୈ̑ʢ保険ྉࠐのํ๏ʣ
　第２回以ޙの保険料は、ஂମを経由して払い込ΜでԼさい。この場合には、ஂମかΒ払い込まれた時に、その保
険料の払込があͬたのとします。

ୈ̒ʢ保険ྉྖऩূʣ
　ஂମかΒ保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対するྖऩূをஂମにަ付し、ݸʑのྖऩূは発
。しまͤΜߦ

ୈ̓ʢ保険ྉのલೲʣ
　ओ約のن定にかかわΒͣ、この特約が付加されている場合には、保険料の前納は取り扱いまͤΜ。

ୈ̔ʢಛ約のফ໓ʣ
　ͭ͗の場合には、この特約は消໓します。
ᾇ　保険契約者（ஂମの代表者が保険契約者の場合には被保険者）が死亡し、またはஂମをୀしたとき
ᾈ　ஂମ取扱契約が解約されたとき
ᾉ　保険料の自動振替貸付がߦなわれているとき
ᾊ　保険契約が失効したとき
ᾋ　ஂମに所ଐする保険契約者または被保険者の数が、第１条にن定する定数ະຬになͬた場合に、６か݄を経
աしてなおそれをิॆできなかͬたとき

ୈ̕ʢಛ約がফ໓ͨ͠保険契約のऔѻʣ
　この特約が消໓した保険契約は一ൠの年払、年払または݄払の保険契約となります。
２　前߲のن定にかかわΒͣ、前条第５߸によͬてこの特約が消໓した場合、ଘする保険契約者または被保険者
の数が10໊以্であれ、ଘ保険契約を特別ஂମ扱に変更します。この場合の保険料は、特別ஂମ扱保険料
によります。

ୈ��ʢओ約のద༻ʣ
　この特約に別ஈの定Ίのない場合には、ओ約のن定を準༻します。
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ୈ��ʢແ当がΜҩྍڅۚఆظ保険契約にՃͨ͠߹のಛଇʣ
　この特約を無配当がΜҩྍڅ付金付定期保険契約に付加する場合には、第２条および第３条中、ʮ会社の責任開
始の日ʯとあるのをʮ死亡保険金またはߴো害保険金の支払および保険料払込免除に関する責任開始の日ʯとಡ
Έ替えるのとします。
２　ओ約第11条ຊจに定Ίる責任開始の日の計算にあたͬては、ओ約第10条第１߲に定Ίる時を基準に計算す
るのとします。

ୈ��ʢୈ̍ճ保険ྉΑΓڅ༩߇আ͢Δ߹のऔѻʣ
　会社とஂମとが、第１回保険料（第１回保険料૬当額なΒびに特約の保険料および特約の保険料૬当額をؚΈま
す。）にͭいて、ஂମが、保険料૬当額を、そのஂମの所ଐһ（この特約を付加した保険契約の保険契約者にݶり
ます。）に支払うڅ༩かΒ߇除したうえで会社に払い込Ήࢫを定Ί、ஂମより第１回保険料の払込があͬた場合に
は、保険料૬当額を߇除した日（会社とஂମとがこの取扱のたΊに特に定Ίた日であることをཁします。）に、第
１回保険料の払込があͬたのとし、ओ約の責任開始のن定をద༻するのとします。
２　前߲のن定にかかわΒͣ、څ༩かΒ߇除された保険料૬当額が、࣮ࡍに会社または会社のࢦ定した場所に払い
込まれるまでの間に、保険契約者のਃग़によりその保険料૬当額の߇除が取り消された場合には、前߲のن定に
よる߇除がされなかͬたのとし、会社は、保険契約্の責任をෛいまͤΜ。

ୈ��ʢ։࢝にؔ͢Δಛ約と͋Θͤてओ契約にՃͨ͠߹のಛଇʣ
　この特約を責任開始に関する特約とあわͤてओ契約に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　第２条（契約日の特則）中、ʮओ約に定Ίる会社の責任開始の日ʯとあるのをʮ責任開始に関する特約に
定Ίる会社の責任開始の日ʯとಡΈ替えます。
ᾈ　第12条（第１回保険料よりڅ༩߇除する場合の取扱）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ��ʢୈ̍ճ保険ྉのࠐのऔѻʣ
　第１回保険料（第１回保険料૬当額なΒびに特約の保険料および特約の保険料૬当額をؚΈます。）かΒஂ
ମを経由して払い込Ή場合、第１回保険料は、ஂମかΒ払い込まれた時に、その保険料の払込があͬたのと
します。
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ୈ̍ʢಛ約のద༻ൣғʣ
　会社と特別ஂମ取扱契約をక݁したެॺ、会社、場、ళ等のஂମの所ଐһまたは合、࿈合会、ಉஂۀମ
等のߏһを保険契約者とする保険契約の保険契約者または被保険者の数が10໊以্である場合、またはஂମの代
表者を保険契約者とし、そのஂମの所ଐһを被保険者とする保険契約の被保険者の数が10໊以্である場合に、保
険契約者のਃग़によͬて特別ஂମ扱特約（以Լ、ʮこの特約ʯといいます。）をద༻します。

ୈ̎ʢ契約のಛଇʣ
　この特約のద༻される保険契約の保険料払込方法（回数）が݄払の場合、保険契約の契約日は、ओ契約のී通保
険約（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）のن定にかかわΒͣ、ओ約に定Ίる会社の責任開始の日のଐする݄の
ཌ݄１日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

ୈ̏ʢ契約લの保険ނࣄʣ
　前条のద༻にࡍし、会社の責任開始の日かΒ契約日の前日までの間に、会社がओ約および特約のن定にとͮ
いて保険金等の保険څ付をߦない、または保険料の払込免除をߦなうき事由が発生したときは、前条のن定にか
かわΒͣ、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として
計算します。この場合、保険料にաがあれ払い戻し、不があれྖऩします。たͩし、保険金等保険࠶
契約にとͮ͘保険څ付があるときは、ա不を保険څ付金額とਗ਼算します。

ୈ̐ʢ保険ྉʣ
　この特約をద༻する年払保険契約および݄払保険契約の保険料は、特別ஂମ扱保険料とします。

ୈ̑ʢ保険ྉࠐのํ๏ʣ
　第２回以ޙの保険料は、ஂମを経由して払い込ΜでԼさい。この場合には、ஂମかΒ払い込まれた時に、その保
険料の払込があͬたのとします。

ୈ̒ʢ保険ྉྖऩূʣ
　ஂମかΒ保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対するྖऩূをஂମにަ付し、ݸʑのྖऩূは発
。しまͤΜߦ

ୈ̓ʢ保険ྉのલೲʣ
　ओ約のن定にかかわΒͣ、この特約が付加されている場合には、保険料の前納は取り扱いまͤΜ。

ୈ̔ʢಛ約のফ໓ʣ
　ͭ͗の場合には、特約は、消໓します。
ᾇ　保険契約者（ஂମ代表者が保険契約者の場合には被保険者）が死亡し、またはஂମをୀしたとき
ᾈ　特別ஂମ取扱契約が解約されたとき
ᾉ　保険料の自動振替貸付がߦなわれているとき
ᾊ　保険契約が失効したとき

ୈ̕ʢಛ約のղ約ʣ
　保険契約者または被保険者の数が10໊ະຬとなり、６か݄（ஂମの保険契約が݄払保険契約のときは３か݄）を
経աしてなおิॆできないときは、会社は、たͩͪにこの特約をকདྷにかͬて解約することができます。

ୈ��ʢओ約のద༻ʣ
　この特約に別ஈの定Ίのない場合には、ओ約のن定を準༻します。

ୈ��ʢແ当がΜҩྍڅۚఆظ保険契約にՃͨ͠߹のಛଇʣ
　無配当がΜҩྍڅ付金付定期保険契約に付加する場合には、第２条および第３条中、ʮ会社の責任開始の日ʯと
あるのをʮ死亡保険金またはߴো害保険金の支払および保険料払込免除に関する責任開始の日ʯとಡΈ替える
のとします。
２　ओ約第11条ຊจに定Ίる責任開始の日の計算にあたͬては、ओ約第10条第１߲に定Ίる時を基準に計算す
るのとします。

ୈ��ʢୈ̍ճ保険ྉΑΓڅ༩߇আ͢Δ߹のऔѻʣ
　会社とஂମとが、第１回保険料（第１回保険料૬当額なΒびに特約の保険料および特約の保険料૬当額をؚΈま
す。）にͭいて、ஂମが、保険料૬当額を、そのஂମの所ଐһ（この特約を付加した保険契約の保険契約者にݶり
ます。）に支払うڅ༩かΒ߇除したうえで会社に払い込Ήࢫを定Ί、ஂମより第１回保険料の払込があͬた場合に
は、保険料૬当額を߇除した日（会社とஂମとがこの取扱のたΊに特に定Ίた日であることをཁします。）に、第
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１回保険料の払込があͬたのとし、ओ約の責任開始のن定をద༻するのとします。
２　前߲のن定にかかわΒͣ、څ༩かΒ߇除された保険料૬当額が、࣮ࡍに会社または会社のࢦ定した場所に払い
込まれるまでの間に、保険契約者のਃग़によりその保険料૬当額の߇除が取り消された場合には、前߲のن定に
よる߇除がされなかͬたのとし、会社は、保険契約্の責任をෛいまͤΜ。

ୈ��ʢ։࢝にؔ͢Δಛ約と͋Θͤてओ契約にՃͨ͠߹のಛଇʣ
　この特約を責任開始に関する特約とあわͤてओ契約に付加した場合には、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　第２条（契約日の特則）中、ʮओ約に定Ίる会社の責任開始の日ʯとあるのをʮ責任開始に関する特約に
定Ίる会社の責任開始の日ʯとಡΈ替えます。
ᾈ　第12条（第１回保険料よりڅ༩߇除する場合の取扱）を以ԼのとおりಡΈ替えます。

ୈ��ʢୈ̍ճ保険ྉのࠐのऔѻʣ
　第１回保険料（第１回保険料૬当額なΒびに特約の保険料および特約の保険料૬当額をؚΈます。）かΒஂ
ମを経由して払い込Ή場合、第１回保険料は、ஂମかΒ払い込まれた時に、その保険料の払込があͬたのと
します。
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ୈ̍ʢಛ約のద༻ʣ
　この特約は、会社とஂମ取扱契約、特別ஂମ取扱契約またはूஂ取扱契約をక݁したஂମまたはू （ஂ以Լ、ʮஂ
ମ等ʯといいます。）にଐするશ保険契約者が、ஂମ等のࢦ定する金༥ػ関に࠲ޱをͪ、かͭその࠲ޱかΒஂମ
等が定Ίる方法により、ஂମ等の金༥ػ関࠲ޱへ振替により保険料を払い込Ήことができる場合にஂମ扱特約、特
別ஂମ扱特約またはूஂ扱特約（以Լ、ʮஂମ扱特約等ʯといいます。）ととにద༻します。
２　保険契約者は、前߲により保険料の振替をߦなう࠲ޱをࢦ定するのとし、そのࢦ定された࠲ޱを、以Լʮࢦ
定࠲ޱʯといいます。

ୈ̎ʢ保険ྉのࠐʣ
　この特約を付加した保険契約の保険料は、ओ契約のී通保険約（以Լ、ʮओ約ʯといいます。）およびஂମ
扱特約等のن定にかかわΒͣ、ஂମ等が定Ίる保険料振替日に࠲ޱ振替により払い込Ήのとします。
２　前߲のن定により振替をߦなͬた保険料が、会社とஂମ等があΒか͡Ί定Ίた期日までにஂମ等かΒ会社に払
い込まれた場合には、会社は、保険契約者のࢦ定࠲ޱかΒの振替日に保険料の払い込Έがあͬたのとします。
たͩし、ࢦ定࠲ޱかΒ振り替えΒれた保険料が、࣮ࡍに会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者のਃग़によ
りその保険料の振替が取り消された場合または期日までにஂମ等かΒ保険料が払い込まれない場合には、ຊ߲の
。定による振替がなかͬたのとし、その保険料にͭいて、会社は、保険契約্の責任をෛいまͤΜن

ୈ̏ʢ保険ྉのৼସがͰきな͔ͬͨ߹のऔѻʣ
　保険料の振替ができなかͬた場合には、ஂମ等と会社があΒか͡Ί定Ίた方法により取り扱います。

ୈ̐ʢಛ約のࣦޮʣ
　保険契約者が、ஂମ等のࢦ定する金༥ػ関のࢦ定࠲ޱを解約したときは、その保険契約にͭいてこの特約は効力
を失います。
２　ஂମ扱特約等が効力を失ͬたときはこの特約効力を失います。

ୈ̑ʢओ約͓Αͼಛ約のنఆの४༻ʣ
　この特約に別ஈ定Ίのない場合には、ओ約およびஂମ扱特約等のن定を準༻します。
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ୈ̍ʢಛ約のద༻ʣ
　この特約は、ओたる保険契約（以Լ、ʮओ契約ʯといいます。）క݁のࡍまたは保険料払込期間の中్において、
保険契約者かΒ、会社のࢦ定するΫϨδοτΧʔυ（以Լ、ʮΫϨδοτΧʔυʯといいます。）により保険料を
払い込Ήࢫのਃग़があり、かͭ、会社がこれをঝした場合にద༻します。
２　前߲のΫϨδοτΧʔυは、保険契約者が、会社のࢦ定するΫϨδοτΧʔυ発ߦ会社（以Լ、ʮΧʔυ会社ʯ
といいます。）との間でక݁された会һن約等（以Լ、ʮ会һن約等ʯといいます。）に基ͮき、Χʔυ会社より
貸༩されまたは༻をೝΊΒれたのにݶります。
３　会社は、この特約のద༻にࡍして、Χʔυ会社にΫϨδοτΧʔυの༗効性およびར༻ݶ額内であること等
の確ೝ（以Լ、ʮ༗効性等の確ೝʯといいます。）をߦなうのとします。
４　会社は、保険契約者がΧʔυ会社の会һن約等に基ͮいて、保険料の払込にΫϨδοτΧʔυを༻した場合
にݶり、この特約に定Ίる取扱をߦないます。

ୈ̎ʢ保険ྉのࠐʣ
　第１回保険料（第１回保険料૬当額をؚΈます。以Լಉ͡。）をΫϨδοτΧʔυにより払い込Ή場合は、会社
がΫϨδοτΧʔυの༗効性等の確ೝをߦなͬた্で、ΫϨδοτΧʔυによる保険料の払込をঝした時（会社
所定のΫϨδοτΧʔυར༻ථを༻する場合は、会社がΫϨδοτΧʔυར༻ථを࡞した時）に、会社が第１
回保険料を受͚取ͬたのとします。
２　前߲の場合、会社が、保険契約のਃし込Έをঝしたときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。
たͩし、会社所定のΫϨδοτΧʔυར༻ථを༻した場合を除きます。
３　第２回以ޙの保険料をΫϨδοτΧʔυにより払い込Ή場合は、その保険料は、ओ契約のී通保険約（以Լ、
ʮओ約ʯといいます。）のن定にかかわΒͣ、会社がΫϨδοτΧʔυの༗効性等の確ೝをߦなͬた্で、払込
期݄中の会社の定Ίた日に、会社に払い込まれるのとします。
４　保険契約者は、Χʔυ会社の会һن約等にしたがい、保険料૬当額をΧʔυ会社に支払うことをཁします。
５　会社がΫϨδοτΧʔυの༗効性等の確ೝをߦなͬたޙで、ͭ͗のすてをຬたす場合には、その払込期݄
中の保険料（第１回保険料をؚΈます。）にͭいては、第３߲（第１回保険料の場合は第１߲）のن定はద༻し
まͤΜ。
ᾇ　会社がΧʔυ会社より保険料૬当額をྖऩできないこと
ᾈ　保険契約者がΧʔυ会社に対して、保険料૬当額を支払ͬていないこと
６　前߲の場合、会社は、保険契約者に保険料を請求できるのとします。

ୈ̏ʢ契約のಛଇʣ
　݄払保険契約క݁のࡍにこの特約を付加する場合は、ͭ͗の֤߸のとおり取り扱います。
ᾇ　この特約がద༻される݄払保険契約の契約日は、ओ約のن定にかかわΒͣ、会社の責任開始の日のଐする
݄のཌ݄１日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として計算します。
ᾈ　会社の責任開始の日かΒ契約日の前日までの間に、会社がओ約および特約のن定に基ͮ͘保険金等の支払
事由または保険料の払込免除事由が生͡たときは、前߸のن定にかかわΒͣ、会社の責任開始の日を契約日と
し、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として࠶計算します。この場合、保険料にա
があれ払い戻し、不があれྖऩします。たͩし、保険金等の支払があるときは、ա不を支払金
額とਗ਼算します。

２　契約者よりਃग़があり、かͭ、会社がこれをঝೝしたときにݶり、前߲第１߸にかかわΒͣ、会社の責任開始
の日を契約日とすることができます。

ୈ̐ʢଞの保険ྉのํࠐ๏ʢܦ࿏ʣの変更ʣ
　保険契約者は、あΒか͡Ί会社にਃしग़ることにより、ΫϨδοτΧʔυによる保険料の払込を中ࢭして、ଞの
保険料の払込方法（経路）に変更することができます。

ୈ̑ʢ保険ྉʣ
　この特約をద༻する݄払保険契約の保険料は、࠲ޱ振替保険料とします。

ୈ̒ʢಛ約のফ໓ʣ
　ͭ͗の事由に֘当したときは、この特約は消໓します。
ᾇ　保険契約が消໓したとき
ᾈ　保険料の払込をཁしな͘なͬたとき
ᾉ　ଞの保険料の払込方法（経路）に変更したとき
ᾊ　会社がΧʔυ会社より保険料૬当額をྖऩできないとき
ᾋ　会社がΫϨδοτΧʔυの༗効性等を確ೝできなかͬたとき
ᾌ　Χʔυ会社がΫϨδοτΧʔυによる保険料払込の取扱をఀࢭしたとき
２　前߲第４߸ないし第６߸の場合、会社はそのࢫを保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、ଞの保
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険料の払込方法（経路）への変更をߦなͬてͩ͘さい。

ୈ̓ʢओ約のنఆの४༻ʣ
　この特約に別ஈの定Ίがない場合には、ओ約のن定を準༻します。
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̒ɽผද

ผද̍ɹٻॻྨ
（ᶗ）保険金および保険料の払込の免除の請求ॻྨ�

߲　目 ඞ　ཁ　ॻ　ྨ

１ɽ�死亡保険金

ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　不ྀの事故であることをূするॻྨ（第40条第１߲の場合にݶります。）
ᾉ　会社所定の༷ࣜによるҩࢣの死亡ূ໌ॻ
ᾊ　被保険者の住ຽථ（たͩし、会社がඞཁとೝΊた場合にはށ੶ঞຊ）
ᾋ　死亡保険金受取人のށ੶ঞຊとҹؑূ໌ॻ
ᾌ　保険ূ݊

２ɽ保険料の払込の免除

ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　不ྀの事故であることをূするॻྨ（不ྀの事故による所定のো害ঢ়ଶ֘当
を払込免除事由とする場合にݶります。）

ᾉ　会社所定の༷ࣜによるҩࢣの診断ॻ
ᾊ　保険ূ݊

（）�会社は、্ه以外のॻྨのఏग़を求Ίまたは্هのॻྨの一෦のলུをೝΊることがあります。また２ɽ
の請求にͭいては、会社のࢦ定したҩࢣに診断をߦなわͤることがあります。
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（ᶘ）そのଞの請求ॻྨ�

߲　目 ඞ　ཁ　ॻ　ྨ

１ɽ�保険契約の復活 ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　被保険者にͭいての会社所定の告知ॻ

２ɽ�保険料払込方法（回数）の変更 ᾇ　会社所定の請求ॻ

３ɽ�減額
ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾉ　保険ূ݊

４ɽ�払済保険への変更 ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険ূ݊

５ɽ�保険契約者に対する貸付
ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾉ　保険ূ݊

６ɽ�受取人の変更

ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾉ　被保険者のҹؑূ໌ॻ
ᾊ　保険ূ݊

７ɽ�遺言による受取人の変更

ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　遺言ॻのࣸし
ᾉ　૬ଓ人のށ੶౽ຊ
ᾊ　૬ଓ人のҹؑূ໌ॻ
ᾋ　被保険者のҹؑূ໌ॻ
ᾌ　保険ূ݊

８ɽ�保険契約者の変更
ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾉ　保険ূ݊

９ɽ�解約
ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾉ　保険ূ݊

10ɽ第39条（保険契約者以外の者によ
る解約の効力等）第３߲に定Ίる会
社への通知

ᾇ　会社所定の請求ॻ
ᾈ　受取人のށ੶౽ຊ
ᾉ　受取人のҹؑূ໌ॻ
ᾊ　保険契約者のҹؑূ໌ॻ
ᾋ　受取人によるݖ࠴者等へのห済の事࣮および金額をূ໌するॻྨ
ᾌ　保険ূ݊

（）�会社は、্ه以外のॻྨのఏग़を求Ίまたは্هのॻྨの一෦のলུをೝΊることがあります。
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ผද̎ɹରとなΔෆྀのނࣄ
　対となる不ྀの事故とは、ܹٸかͭۮ発的な外དྷの事故とします（ܹٸɾۮ発ɾ外དྷの定義は表１によるの
とし、備ߟに事故をྫࣔします。）。たͩし、表２の事故は除外します。
表１　ܹٸɾۮ発ɾ外དྷの定義

ޠ༺ 定義

１ɽܹٸ 事故かΒই害の発生までの経աが的で、時間的間ִのないことをいいます。
（ຫ性、反復性、持ଓ性のڧいのは֘当しまͤΜ。）

２ɽۮ発 事故の発生または事故によるই害の発生が被保険者にとͬて予ݟできないことをいいます。
（被保険者の故ҙにとͮ͘のは֘当しまͤΜ。）

３ɽ外དྷ 事故が被保険者のମの外෦かΒ࡞༻することをいいます。
（ମの内෦的ݪҼによるのは֘当しまͤΜ。）

備ܹٸ　ߟかͭۮ発的な外དྷの事故のྫ

֘当ྫ ඇ֘当ྫ

のような事故は、表１の定義をすてຬたす場合࣍
は、ܹٸかͭۮ発的な外དྷの事故に֘当します。
ɾަ通事故
ɾ不ྀのసམɾస
ɾ不ྀのనਫ
ɾଉ

のような事故は、表１の定義のいͣれかをຬたさな࣍
いたΊ、ܹٸかͭۮ発的な外དྷの事故に֘当しまͤ
Μ。
ɾࢁߴ病ɾ物ਲいにお͚るݪҼ
ɾٌծ
ɾաのӡ動
ɾ૽Ի
ɾ処ܐ

表２　除外する事故

߲目 除外する事故

１ɽ疾病の発等にお͚る
ܰඍな外Ҽ

疾病またはମ࣭的なཁҼを༗する者がܰඍな外Ҽにより発しまたはそのঢ়が
૿悪した場合にお͚る、そのܰඍな外Ҽとなͬた事故

２ɽ疾病の診断ɾ্ྍ࣏の
事故

疾病の診断またはྍ࣏を目的としたҩྍߦҝ、ҩༀ等の༻および処置にお͚
る事故

３ɽ疾病によるো害のঢ়ଶ
にある者のଉ等

疾病によるٵݺো害、ᅞԼো害またはਫ਼ਆਆ経ো害のঢ়ଶにある者の、৯物その
ଞの物ମのٵ入またはᅞԼによるؾಓด࠹またはଉ

４ɽؾ条݅によるաの
Թߴ

ҼݪԹにさΒされる事故（中（日ࣹ病ɾࣹ病）のߴ条݅によるաのؾ
となͬたのをいいます。）

５ɽ৮ൽෘԌ、৯中ಟな
ͲのݪҼとなͬた事故

Ҽとなͬた事故ݪのঢ়の࣍
̰ɽચࡎ、༉ࢷおよびάϦʔε、༹ࡎそのଞのԽֶ物࣭による৮ൽෘԌ
̱ɽ外༻ༀまたはༀ物৮によるΞϨϧΪʔ、ൽෘԌなͲ
̲ɽەࡉ性৯中ಟなΒびにΞϨϧΪʔ性、৯Ӥ性または中ಟ性のңԌおよび大
Ԍ

ผද̏ɹରとなΔߴোঢ়ଶ
　対となるߴো害ঢ়ଶとは、ͭ͗のいͣれかのঢ়ଶをいいます。
１ɽ྆؟のࢹ力をશ͘Ӭٱに失ͬたの
２ɽ言ޠまたはそしΌ͘のػをશ͘Ӭٱに失ͬたの
３ɽ中ਆ経ܥまたはਫ਼ਆにஶしいো害をし、ऴৗにհޢをཁするの
４ɽڳෲ෦ଁثにஶしいো害をし、ऴৗにհޢをཁするの
５ɽ্྆ࢶと、ख関અ以্で失ͬたかまたはその༻をશ͘Ӭٱに失ͬたの
６ɽ྆Լࢶと、関અ以্で失ͬたかまたはその༻をશ͘Ӭٱに失ͬたの
７ɽ１্ࢶをख関અ以্で失い、かͭ、１Լࢶを関અ以্で失ͬたかまたはその༻をશ͘Ӭٱに失ͬたの
８ɽ１্ࢶの༻をશ͘Ӭٱに失い、かͭ、１Լࢶを関અ以্で失ͬたの
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ผද̐ɹରとなΔମোのঢ়ଶ
　対となるମো害のঢ়ଶとは、ͭ͗のいͣれかのঢ়ଶをいいます。
１ɽ１؟のࢹ力をશ͘Ӭٱに失ͬたの
２ɽ྆ࣖのௌ力をશ͘Ӭٱに失ͬたの
３ɽ１্ࢶをख関અ以্で失ͬたかまたは１্ࢶの༻し͘は１্ࢶの３大関અ中の２関અの༻をશ͘Ӭٱに失ͬ
たの
４ɽ１Լࢶを関અ以্で失ͬたかまたは１Լࢶの༻し͘は１Լࢶの３大関અ中の２関અの༻をશ͘Ӭٱに失ͬ
たの
５ɽ10खࢦの༻をશ͘Ӭٱに失ͬたの
６ɽ１खの５खࢦを失ͬたかまたは第１ࢦ（ࢦ）および第２（ࢦࣔ）ࢦをؚΜで４खࢦを失ͬたの
７ɽ10ࢦを失ͬたの
８ɽபにஶしいܗحまたはஶしいӡ動ো害をӬٱにすの

උߟʦผද̏ɺ̐ʧ
̍ɽৗに介ޢΛ要͢Δの
　　ʮৗにհޢをཁするのʯとは、৯物のઁ取、ഉศɾഉɾそのޙ始、およびҥணɾډىɾาߦɾ入ཋ
のいͣれが自ではできͣ、ৗにଞ人のհޢをཁするঢ়ଶをいいます。

̎ɽ؟のোʢྗࢹোʣ
ᾇ　ࢹ力のଌ定は、万ࢹࢼࣜࠃ力表により、１ͭͣ؟、きΐうਖ਼ࢹ力にͭいてଌ定します。
ᾈ　ʮࢹ力をશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、ࢹ力が0� 02以Լになͬて回復のݟ込のない場合をいいます。
ᾉ　ࢹڱさ͘および؟ᛐԼਨによるࢹ力ো害はࢹ力を失ͬたのとはΈなしまͤΜ。

̏ɽޠݴ·ͨͦ͠Ό͘のো
ᾇ　ʮ言ޠのػをશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、ͭ͗の３ͭの場合をいいます。
ᶃޠԻߏػো害で、ޱ৶Ի、ࣃઉԻ、֖ޱԻ、こう಄Իの４छのうͪ、３छ以্の発Իが不となり、そ
の回復のݟ込のない場合
ᶄ言ޠ中のଛইによる失ޠで、Ի言ޠによるҙࢤのૄ通が不Մとなり、その回復のݟ込のない場合
ᶅଳશ෦のてきग़により発Իが不な場合
ᾈ　ňそしΌ͘のػをશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、ྲྀ動৯以外ののはઁ取できないঢ়ଶで、その回復のݟ
込のない場合をいいます。

̐ɽࣖのোʢௌྗোʣ
ᾇ　ௌ力のଌ定は、日ຊ֨نۀに準ڌしたΦʔδΦϝʔλでߦないます。
ᾈ　ʮௌ力をશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、प数500ɾ1 000ɾ2 000ϔϧπにお͚るௌ力Ϩϕϧをそれͧれ̰ɾ
̱ɾ̲σγϕϧとしたとき、

１
４（̰ʴ２̱ʴ̲）

のが、90σγϕϧ以্（ࣖհにして大ޠを理解しえないの）で回復のݟ込のない場合をいいます。
̑ɽ্ɾԼࢶのো
ᾇ　ʮ্ɾԼࢶの༻をશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、શにそのӡ動ػを失ͬたのをいい、্ɾԼࢶのશ
ӡ動ຑͻ、または্ɾԼࢶにおいてそれͧれ３大関અ（্ࢶにおいてはݞ関અ、ͻ͡関અおよびख関અ、Լࢶ
においてはまた関અ、ͻ͟関અおよび関અ）のશڧで、回復のݟ込のない場合をいいます。
ᾈ　ʮ関અの༻をશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、関અのશڧで、回復のݟ込のない場合または人ࠎ಄し
͘は人関અをそう入置した場合をいいます。

̒ɽபのো
ᾇ　ʮபのஶしいܗحʯとは、பのܗحが通ৗのҥをண༻して外෦かΒΈて໌Βかにわかるఔ以্の
のをいいます。
ᾈ　ʮபのஶしいӡ動ো害ʯとは、ܱにお͚るશڧの場合、またはڳ以Լにお͚る前ࠨ、۶ޙӈ۶お
よびࠨӈ回ટの３छのӡ動のうͪ２छ以্のӡ動が生理的ൣғの２の１以Լに੍ݶされた場合をいいます。

̓ɽ手ࢦのো
ᾇ　खࢦのো害にͭいては、５खࢦをͬて１खとして取り扱い、ݸʑのࢦのো害にͭきそれͧれ等ڃを定Ίて
これを合わͤることはありまͤΜ。
ᾈ　ʮखࢦを失ͬたのʯとは、第１ࢦ（ࢦ）においてはࢦઅ間関અ、そのଞのखࢦはۙҐࢦઅ間関અ以্を
失ͬたのをいいます。
ᾉ　ʮखࢦの༻をશ͘Ӭٱに失ͬたのʯとは、खࢦのઅの２の１以্を失ͬた場合、またはखࢦの中खࢦ
અ関અし͘はۙҐࢦઅ間関અ（第１ࢦ（ࢦ）においてはࢦઅ間関અ）のӡ動ൣғが生理的ӡ動ൣғの２
の１以Լで回復のݟ込のない場合をいいます。
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̔ɽ足ࢦのো
　ʮࢦを失ͬたのʯとは、ࢦશ෦を失ͬたのをいいます。

ʻମ෦Ґの໊শਤʼ

ผද̑ɹରとなΔײછ
　対となるײછとは、ฏ21年３݄23日૯務ল告ࣔ第176߸に定ΊΒれたྨ߲目中、Լهののとし、ྨ
߲目の内容にͭいてはް生࿑ಇল大ਉ౷計ใ෦ฤʮ疾病、ই害および死Ҽ౷計ྨఏཁ*$%ʵ10（2003年൛）
準ڌʯによるのとします。

ྨ߲目 基ຊྨίʔυ

ίϨϥ "00

νϑε "01� 0

ύϥνϑε" "01� 1

性ཀྵەࡉ "03

管ग़݂性大ײەછ "04� 3

ϖετ "20

δϑςϦΞ "36

性փനԌʻϙϦΦʼٸ "80

ϥοα "96� 2

ΫϦϛϠɾίϯΰʻ$SJNFBO�$POHPʼग़݂ "98� 0

Ϛʔϧϒϧάʻ.BSCVSHʼΠϧε病 "98� 3

ΤϘϥʻ&CPMBʼΠϧε病 "98� 4

ᚃ #03

重ٸ性ثٵݺީ（34"4）܈
（たͩし、病ݪମがίϩφΠϧεଐ4"34ί
ϩφΠϧεであるのにݶります。）
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ผද̔ɹରとなΔѱੑ৽ੜɺੑٸ৺࠹ߎےɺଔத
ᶗɽ対となる悪性新生物、ٸ性৺࠹ߎے、ଔ中とは、表１によͬて定義付͚Βれる疾病とし、かͭ、ฏ21年
３݄23日૯務ল告ࣔ第176߸に基ͮ͘ް生࿑ಇল大ਉ౷計ใ෦ฤʮ疾病、ই害および死Ҽ౷計ྨఏཁ*$%
ʵ10　2003年൛準ڌʯにࡌهされたྨ߲目中、表２の基ຊྨίʔυにن定される内容によるのをいいます。

ද̍

疾病໊ 疾病の定義

１ɽ悪性新生物 　悪性जᙾࡉ๔のଘࡏ、৫への無੍ݶかͭਁ५ഁյ的૿৩で特付͚Βれる疾病
（たͩし、্ൽ内新生物およびൽෘの悪性ࠇ৭ज以外のൽෘ؞を除͘）

２ɽٸ性৺࠹ߎے

がյ死ےの減গにより、その関࿈෦の৺څڙな݂ӷܹٸまたは࠹ঢ়動຺のดף　
にؕͬた疾病であり、ݪ則として以Լの３߲目をຬたす疾病
ᾇ　యܕ的なڳ෦௧の病ྺ
ᾈ　新たに生͡たయܕ的な৺ిਤの࠹ߎ性変Խ
ᾉ　৺ࡉے๔ҳ߬ૉの一時的্ঢ

３ɽଔ中
　݂管のҟৗ（৫の࠹ߎ、ग़݂、なΒびに಄֖外෦かΒの࠹ખがؚまれる）
によりの݂ӷの॥がܹٸにো害されることによͬて、24時間以্持ଓする中
ਆ経ܥのམঢ়を引きىこした疾病

ද̎

疾病໊ ྨ߲目 基ຊྨίʔυ

１ɽ悪性新生物

ᾇ　ޱ৶、ߢޱおよびҺ಄の悪性新生物 $00ʙ$14

ᾈ　消Խثの悪性新生物 $15ʙ$26

ᾉ　ثٵݺおよびߢڳ内ଁثの悪性新生物 $30ʙ$39

ᾊ　ࠎおよび関અೈࠎの悪性新生物 $40ʙ$41

ᾋ　ൽෘのࠇ৭जおよびそのଞの悪性新生物（$43ʙ$44）のう
ͪ、

　ɾൽෘの悪性ࠇ৭ज $43

ᾌ　中ൽおよびೈ෦৫の悪性新生物 $45ʙ$49

ᾍ　ೕの悪性新生物 $50

ᾎ　ঁ性生৩ثの悪性新生物 $51ʙ$58

ᾏ　உ性生৩ثの悪性新生物 $60ʙ$63

ᾐ　ਛ路の悪性新生物 $64ʙ$68

ᾑ　؟、およびそのଞの中ਆ経ܥの෦Ґの悪性新生物 $69ʙ$72

ᾒ　ߕঢ়થおよびそのଞの内ൻથの悪性新生物 $73ʙ$75

ᾓ　෦Ґ不໌確、ଓ発෦Ґおよび෦Ґ不໌の悪性新生物 $76ʙ$80

ᾔ　Ϧϯύ৫、݂৫および関࿈৫の悪性新生物 $81ʙ$96

ᾕ　ಠཱした（ݪ発性）ଟ෦Ґの悪性新生物 $97

ᾖ　ਅਖ਼݂૿ٿ加ʻଟ݂ʼ %45

ᾗ　ࠎҟܗީ܈ %46

ᾘ　Ϧϯύ৫、݂৫および関࿈৫の性ঢ়不ৄまたは不໌
のそのଞの新生物（̙47）のうͪ、

　ɾຫ性ࠎ૿৩性疾ױ
　ɾຊଶ性（ग़݂性）݂খ൘݂

%47� 1
%47� 3

２ɽٸ性৺࠹ߎے
、のうͪ（20ʙ*25*）ױ性৺疾݂ڏ
ɾٸ性৺࠹ߎے *21

ɾ࠶発性৺࠹ߎے *22

３ɽଔ中

݂管疾ױ（*60ʙ*69）のうͪ、
ɾ͘ບԼग़݂ *60

ɾ内ग़݂ *61

ɾ࠹ߎ *63
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ᶘɽ্هᶗの表２においてʮ悪性新生物ʯとは、ް生࿑ಇল大ਉ౷計ใ෦ฤʮࡍࠃ疾病ྨʕजᙾֶ　第３
൛ʯ中、新生物の性ঢ়を表す第５ܻίʔυがԼهののとします。

第５ܻ性ঢ়ίʔυ

ʗ３　ʜʜ悪性、ݪ発෦Ґ
ʗ６　ʜʜ悪性、సҠ෦Ґ
　　　　　　悪性、ଓ発෦Ґ
ʗ９　ʜʜ悪性、ݪ発෦ҐຢはసҠ෦Ґの別不ৄ

（１）্هᶗのް生࿑ಇল大ਉ౷計ใ෦ฤʮ疾病、ই害および死Ҽ౷計ྨఏཁʯにおいて、新たなྨ
がߦࢪされた場合で、্هᶗに͛ܝる疾病以外に新たに悪性新生物、ٸ性৺࠹ߎےまたはଔ中にྨさ
れた疾病があるときには、その疾病を対となる悪性新生物、ٸ性৺࠹ߎےまたはଔ中にؚΊます。

（２）্هᶘのް生࿑ಇল大ਉ౷計ใ෦ฤʮࡍࠃ疾病ྨʵजᙾֶʯにおいて、新たなྨがߦࢪされた
場合で、あΒたに新生物の性ঢ়を表す第５ܻ性ঢ়ίʔυが悪性にྨされた疾病があるときには、その疾
病を対となる悪性新生物にؚΊます。
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なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、
保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定
審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。

生命保険相談所
ホームページアドレス　http://www.seiho.or.jp/

当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪に
より生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を
設置し、電話にてお受けしております。

生命保険のお手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、
以下の窓口へご連絡ください。

苦情の申出先および相談窓口

お客さま相談窓口
フリーダイヤル

0120-227-780
 

ご契約内容に関するお手続きやお問合せ

カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル

契約内容に関するお問合せは、契約者ご本人さまよりお願いいたします。

0120-506-094

保険金・給付金についてのお問合せは、受取人ご本人さまよりお願いいたします。

保険金・給付金に関するお問合せ

保険金・給付金お問合せ窓口
フリーダイヤル

0120-506-053
 

受付時間 月曜～金曜 9：00－17：00（土日・祝日・年末年始休み）

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

はじめに

契約概要／注意喚起情報

ご契約のしおり

約款

この冊子は、保険契約に際しての重要事項をまとめたものです。

必ずご一読いただき、内容をご確認ください。

ご契約後は、保険証券とあわせて大切に保管してください。

なお、記載しているさまざまな取扱いについては、実際に取扱い

を行う時点における当社所定の範囲内での取扱いとなります。

この冊子は、次の３つの内容で構成されています。

ご契約についての取り決めを記載したものです。「ご契約のしおり」とあわせて
お読みいただき、契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。

契約概要／注意喚起情報

ご契約のしおり

約款

ご契約に際してのお知らせとお願い、各種手続き、商品のしくみと特徴、税法上の
特典等、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすく説明しています。

「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき
たい事項を記載しています。
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特に注意いただきたい重要な
事項を記載しています。

なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、
保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定
審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。

生命保険相談所
ホームページアドレス　http://www.seiho.or.jp/

当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪に
より生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を
設置し、電話にてお受けしております。

生命保険のお手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、
以下の窓口へご連絡ください。

苦情の申出先および相談窓口

お客さま相談窓口
フリーダイヤル

0120-227-780
 

ご契約内容に関するお手続きやお問合せ

カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル

契約内容に関するお問合せは、契約者ご本人さまよりお願いいたします。

0120-506-094

保険金・給付金についてのお問合せは、受取人ご本人さまよりお願いいたします。

保険金・給付金に関するお問合せ

保険金・給付金お問合せ窓口
フリーダイヤル

0120-506-053
 

受付時間 月曜～金曜 9：00－17：00（土日・祝日・年末年始休み）

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

はじめに

契約概要／注意喚起情報

ご契約のしおり

約款

この冊子は、保険契約に際しての重要事項をまとめたものです。

必ずご一読いただき、内容をご確認ください。

ご契約後は、保険証券とあわせて大切に保管してください。

なお、記載しているさまざまな取扱いについては、実際に取扱い

を行う時点における当社所定の範囲内での取扱いとなります。

この冊子は、次の３つの内容で構成されています。

ご契約についての取り決めを記載したものです。「ご契約のしおり」とあわせて
お読みいただき、契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。

契約概要／注意喚起情報

ご契約のしおり

約款

ご契約に際してのお知らせとお願い、各種手続き、商品のしくみと特徴、税法上の
特典等、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすく説明しています。

「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき
たい事項を記載しています。
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特に注意いただきたい重要な
事項を記載しています。
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無配当 引受基準緩和型終身保険
（低解約払戻金型）（2015）

契約概要／注意喚起情報
ご契約のしおり
約款

募集代理店

告知および保険料の受領など募集代理店または当社の社員の役割等で
わかりにくい点がございましたら、当社にお問い合わせください。

カスタマーサービスセンター

お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について

当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権は
ありません

当社の組織形態について

お客さまの個人情報の取扱いについて

他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の
共同利用について

業況の変化による保険金額等の削減について

｢生命保険契約者保護機構｣について

告知義務について

正しく告知しなかった場合のデメリットについて

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ

契約内容に関するお問合せは、契約者ご本人さまよりお願いいたします。

0120-506-094
フリーダイヤル

特に以下の事項などについては、ぜひご理解いただきたい
ことがらですので、ご確認ください。

この冊子は、保険契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願い
いたします。

受付時間 月曜～土曜 9：00－18：00（日曜・祝日・年末年始休み）

12T007

説 明 事 項ご 確 認 の お 願 い

終身保険 ORIX2016-A-021  1603-DNP-0580　2016年3月作成

ご契約のしおりのページ

〒107-0052　東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ
TEL 03-6862-6300
http://www.orixlife.co.jp/
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